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決算特別委員会記録（第１号） 

 

 

令和７年９月９日 火曜日 午後０時０２分開議 

委員長 田 中   功     副委員長 鈴 木 法 学 

 

 出 席 委 員（１７名） 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   亀  井  博  人  委員 

  ４番   鈴  木  啓  太  委員     ５番   坂  本  健 太 郎  委員 

  ６番   田  中     功  委員     ７番   山  科  春  美  委員 

  ８番   鈴  木  法  学  委員     ９番   辺  見  孝  太  委員 

 １０番   渡  部  正  七  委員    １１番   新  田  道  尋  委員 

 １２番   今  田  浩  徳  委員    １３番   伊  藤  健  一  委員 

 １４番   山  科  正  仁  委員    １５番   髙  橋  富 美 子  委員 

 １６番   佐  藤  卓  也  委員    １７番   小  野  周  一  委員 

 １８番   小  嶋  冨  弥  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 山 科 雅 寛  議 会 総 務 主 査 伊 藤 幸 枝 

主 事 小 野 一 樹  主 事 秋 葉 佑 太 

 

本日の会議に付した事件 

 

委員長の互選 

副委員長の互選 
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開      議 

 

 

新田道尋臨時委員長 ただいまから委員会条例第

10条第１項の規定に基づき決算特別委員会を開

き、委員長の互選を行います。 

  なお、委員会条例第10条第２項の規定により、

委員長が互選されるまでの間、私、新田道尋が

臨時に委員長の職務を行いますので、よろしく

お願い申し上げます。 

  ただいまの出席委員は17名です。 

  欠席通告者はありません。 

  これより決算特別委員会を開きます。 

 

 

委員長の互選 

 

 

新田道尋臨時委員長 委員会条例第９条第２項の

規定により委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  委員長の互選の方法につきましては、会議規

則第126条第５項の規定により指名推選による

こととし、臨時委員長において指名したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、臨時委員長において指名することに決し

ました。 

  委員長に田中 功委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました田中 功委員を委

員長の当選人と定めることに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、田中 功委員が委員長に当選されました。 

  それでは委員長と交代いたします。 

  御協力ありがとうございました。 

   （臨時委員長退席、委員長着席） 

田中 功委員長 ただいま決算特別委員長に当選

しました田中 功でございます。皆様の御協力

をよろしくお願いいたします。 

 

 

副委員長の互選 

 

 

田中 功委員長 これより委員会条例第９条第２

項の規定により副委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  副委員長の互選の方法につきましては、会議

規則第126条第５項の規定により指名推選によ

ることとし、委員長において指名いたしたいと

思います。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 異議なしと認めます。よって、

委員長において指名することに決しました。 

  副委員長に鈴木法学委員を指名いたします。 

  ただいま指名しました鈴木法学委員を副委員

長の当選人と定めることに御異議ございません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました鈴木法学委員が副委

員長に当選されました。 

  鈴木法学副委員長、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

散      会 

 

 

田中 功委員長 それでは、９月18日木曜日午前

10時より決算特別委員会を本議場において開催

いたします。御参集よろしくお願いいたします。 
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  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後０時０６分 散会 
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決算特別委員会記録（第２号） 

 

 

令和７年９月１８日 木曜日 午前１０時００分開議 

委員長 田 中   功     副委員長 鈴 木 法 学 

 

 出 席 委 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   亀  井  博  人  委員 

  ４番   鈴  木  啓  太  委員     ５番   坂  本  健 太 郎  委員 

  ６番   田  中     功  委員     ７番   山  科  春  美  委員 

  ８番   鈴  木  法  学  委員     ９番   辺  見  孝  太  委員 

 １０番   渡  部  正  七  委員    １１番   新  田  道  尋  委員 

 １２番   今  田  浩  徳  委員    １３番   伊  藤  健  一  委員 

 １４番   山  科  正  仁  委員    １５番   髙  橋  富 美 子  委員 

 １６番   佐  藤  卓  也  委員    １７番   小  野  周  一  委員 

 １８番   小  嶋  冨  弥  委員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 科 朝 則  副 市 長 石 山 健 一 

総 務 課 長 小 関   孝  総 合 政 策 課 長 鈴 木 則 勝 

財 政 課 長 川 又 秀 昭  税 務 課 長 小 関 紀 夫 

防災危機管理課長 柏 倉 敏 彦  市 民 課 長 髙 橋 智 江 

環境エネルギー課長 井 上   徹  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 大 野 智 子 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 土 屋 智 史  健 康 課 長 佐 藤 朋 子 

農 林 課 長 大 江   周  商 工 観 光 課 長 髙 橋   潤 

都 市 整 備 課 長 髙 橋   学  上 下 水 道 課 長 阿 部 和 也 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 杉 澤 直 彦  教 育 長 津 田   浩 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 伊 藤 リ カ  学 校 教 育 課 長 大 町   淳 

社 会 教 育 課 長 岸     聡  監 査 委 員 須 田 泰 博 
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監 査 委 員 
事 務 局 長 井 上 利 夫  選挙管理委員会 

委 員 長 武 田 清 治 

選挙管理委員会 
事 務 局 長 長 沼 俊 司  農 業 委 員 会 

会 長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 今 田   新    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 山 科 雅 寛  議 会 総 務 主 査 伊 藤 幸 枝 

主 事 小 野 一 樹  主 事 秋 葉 佑 太 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第４６号令和６年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 
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開      議 

 

 

田中 功委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は17名です。 

  欠席通告者はありません。 

  これより決算特別委員会を開きます。 

  本特別委員会に付託されました案件は、議案

第46号令和６年度新庄市一般会計歳入歳出決算

の認定についてから、議案第51号令和６年度新

庄市下水道事業会計決算の認定についてまで６

件であります。 

  審査に入る前に、審査及び本委員会の進行に

関しての主な留意点を申し上げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

を取りながら進めてまいります。質問は、決算

に関する資料の名称とページ数、款項目、事業

名などを具体的に示してから質問されるようお

願いいたします。 

  また、会議規則第116条第１項に、発言は全

て簡明にするものとして、議題外にわたり、ま

たはその範囲を超えてはならないと規定してお

りますので、これを遵守願います。 

  なお、本日は午後４時頃の終了をめどに進め

てまいりたいと考えておりますので、委員の皆

様方より協力をいただきますようお願いいたし

ます。 

  以上、ただいま申し上げました点につきまし

て、特段の御理解と御協力をお願いいたしまし

て、ただいまから審査に入ります。 

  なお、クールビズ期間でありますので、暑い

ときは上着をお脱ぎいただいても結構でござい

ます。 

 

 

議案第４６号令和６年度新庄市一

般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 

 

田中 功委員長 それでは、初めに議案第46号令

和６年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてを議題といたします。 

  一般会計の審査につきましては、歳入と歳出

を分けて質疑に入ります。質疑は、答弁を含め、

歳入と歳出においてそれぞれ１人30分以内とい

たします。 

  それでは、質疑に入ります。 

  一般会計の歳入について、質疑ありませんか。 

１４番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

田中 功委員長 山科正仁委員。 

１４番（山科正仁委員） おはようございます。 

  私のほうから、１点ですが、歳入について質

問させていただきます。 

  ページ数59ページであります。16款の県支出

金の中の２項県補助金で４目の農林水産業費県

補助金の欄の備考欄にあります多面的機能支払

交付金、これ令和６年度に関しては、２億円以

上の補助がほぼ満額支給されたというふうに判

断しますが、このたび皆さん御存じのとおり、

プレス発表になりました不正な使い方という点

で、かなり問題視されている点があります。こ

れは、まだまだ団体に対するいろんなこれから

聞き取り等があるかと思いますが、今現在考え

られる国、それから県からのペナルティー的な、

例えば減額もしくは返還などはどのようにお考

えでしょうか。 

大江 周農林課長 委員長、大江 周。 

田中 功委員長 大江農林課長。 

大江 周農林課長 山科委員の御質問にお答えし

ます。 

  現在、多面的の問題に関しては、国県と今お

話をしているところでございます。それで、返

還金になるのか、自主返納ということもありま

すけれども、そちらになるのか、それとも交付
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金との差引きになるのかということは、まだ詳

細については決まっておりません。決まり次第、

皆様のほうにお知らせしたいと思います。 

  以上です。 

１４番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

田中 功委員長 山科正仁委員。 

１４番（山科正仁委員） 非常に不透明な感じが

否めないと思うんです。我々議会のほうにも、

議員のほうにも、まだまだ説明する段階ではな

いということで、今のところ先延ばしされてい

る現状であろうかと思います。しかし、しっか

りした聞き取り内容というのは、もうプレス発

表になったわけですから、事前にプレス発表に

なる前に、ある程度の農林課、担当課としての

把握というのは、今までなぜ行われてこなかっ

た、もしくは今現在の市側の聞き取りに対する

見解というのを具体的に教えていただきたいと

思います。 

大江 周農林課長 委員長、大江 周。 

田中 功委員長 大江農林課長。 

大江 周農林課長 ただいまの御質問にお答えし

ます。 

  今回の多面的の問題につきましては、今現在

も調査、いろいろと国県からの指摘等もありま

して、調査を続行中ということもあります。そ

の結果を踏まえて、改めて国県のほうに調査内

容のほうを報告してということになりますので、

そちらのほうも含めて調査中ということもあり

ます。 

  ある程度のいわゆる不適切な会計処理があっ

たと思われることにつきましては、うちのほう

でも確認していますけれども、そのほかにもあ

るのではないかということもございますので、

そこら辺概略決定次第、分かり次第、皆様のほ

うにお知らせしたいと思います。よろしくお願

いします。 

１４番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

田中 功委員長 山科正仁委員。 

１４番（山科正仁委員） ３回目ですけれども、

一応返還とか自主返納といっても、やはりそれ

をまた流用するわけにはいかないと思うので、

結果的には返納になるのかなというようなニュ

アンスがつかめます。 

  ただ、今なぜこんな聞き取りの状況を聞きた

いと言うかというと、その団体の扱い方が、今

まで例えばこれが故意だったか、悪意があった

のか、それから善意である、それから錯誤、間

違っていたというふうな、その取扱いで全然対

応が違ってくると思うんです。ということは、

市のほうの対応というのが非常に重要になると

いう点を考えれば、今まだあやふやだというふ

うな話では全然進まないと思うんです。国県に

説明するにしても、しっかりその辺の取るべき

立場というのを、農林課としてしっかり把握す

べきだと思いますが、いかがでしょうか。 

大江 周農林課長 委員長、大江 周。 

田中 功委員長 大江農林課長。 

大江 周農林課長 ただいまの質問にお答えいた

します。 

  この会計処理が、悪意があったものなのか、

意図的なのか、それとも単なる不注意であった

のかということにつきましても、担当者及び帳

簿等詳細に調べまして、改めて調査しまして確

認しまして、市としての見解をまとめたいと考

えております。 

  以上です。 

１４番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

田中 功委員長 山科正仁委員。 

１４番（山科正仁委員） 分かりました。ぜひ、

しっかりした調査を行っていただいて、その団

体を責め立てるというわけではないので、はっ

きりして、慣習的に今までそういうのが行われ

てきたのであれば、もしかすると善意かもしれ

ない、悪いとは思っていなかったかもしれない

というような立場であれば、ある程度ペナルテ

ィーなんて受け入れる必要もないというふうに



 - 211 - 

なると思いますので、その辺はしっかりやって

いただきたいと思います。 

  以上です。 

田中 功委員長 ほかにありませんか。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） おはようございます。 

  私のほうから歳入３点ほど質問させていただ

きます。 

  まず、最初に36ページの市税、こちらのほう

は特に市民税と固定資産税について全般的なお

話になるので、そのぐらい、この２つの税を中

心に質問したいと思います。 

  ２点目が、62ページの17款財産収入１項財産

運用収入２項の財産売却収入、売却なのか運用

なのか、ちょっとその辺は、ここも財産運用収

入のところでお聞きしたいと思います。 

  ３点目が、64ページの寄附金、18の１の２の

ふるさと納税の寄附金についてお伺いしたいと

思います。 

  初めに、市税ですけれども、令和６年度の市

税の調定額は46億9,000万円ということで、収

入済額としては44億9,800万円ということで、

前年度から増額しております。人口が減ってい

る中で、交付税とか税収も減っていくというの

が、多分皆さんのイメージではあると思うんで

すが、このような中でも税収は上がっていると

いう要因についてはどのように分析されていま

すでしょうか。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 税収の伸びという御質問でご

ざいますけれども、今委員のほうから御指摘あ

りました人口減に伴う納税義務者数の減は、当

然にして顕著に表れているかと思います。特に、

市県民税、住民税につきましては、均等割とい

う部分と所得割という部分がございますので、

そのうちの均等割の部分につきましては年々来

減っておるというような形でございます。ただ、

昨年度に関しましては定額減税がございました

ので、所得割から均等割に、均等割のみの課税

の方が増えたという状況になってございます。 

  ただ、全体的な傾向といたしましては、やは

り収入、所得の伸びがそれなりにあるというふ

うに私どものほうでも把握してございますので、

そういう傾向で税額そのものは伸びておるのか

なというふうに考えてございます。 

  あと、もう一つ大きな税額としては、固定資

産税がございますけれども、そちらのほう全体

的な傾向といたしましては、やはり土地の下落

傾向、それから様々な資材高騰によります新築

住宅の着工件数の減とかございますが、企業に

おいては旺盛な設備投資意欲も復活してござい

ますので、そういった部分で償却資産等々も伸

びてございます。そういった部分から、全体的

な傾向といたしましては、市税としては伸びた

ものというふうに分析しておるところでござい

ます。 

  以上でございます。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） 人口減少によって、

人の人数による均等割は減っているというのは、

それはごもっともだなというところでありまし

た。収入が伸びているということで、物価増に

伴って収入も賃金も上がっているというところ

が税収の伸びにもつながっている、あとは設備

投資の増というところで、そういうところもあ

りがとうございます。 

  新庄市としましては、やはり基幹、中心とな

る税収が、市の財政の安定化というところでや

っぱり必要になってくると思います。市民税の

増収については、所得の伸びというところで、

全国的な傾向もあるんですけれども、産業など

の産業ビジョンをつくっていらっしゃるという

ことですけれども、そちらのほうで全体的な所
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得の伸びをどのように考えているか。あるいは、

その都市計画などによって、地価のやはり上昇

というところも税収に直結してくるんじゃない

かなと思っております。この辺のところにおい

て、どのようにお考えでしょうか。ちょっと大

きな質問なんですけれども、よろしくお願いし

ます。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 産業の振興という部分は、市

の税収に大きな影響を与えるものというふうに

考えてございます。当然、今商工観光課のほう

でも産業ビジョンのほうを策定していただいて

おるようですが、その内容を見てからでないと、

私もアナリストではございませんので、どうい

うふうに今後の市の産業の方向性を位置づけて

いくものだと考えてございますので、それをま

ず分析させていただいて、どういう方向で来年

度の予算の見積りをするかというふうなものの

参考にさせていただきたいと思います。 

  あと、都市計画の部分につきましては、当然

都市機能の整備という部分で目的税として都市

計画税も私どものほうでいただいておる状態で

ございます。そういった部分も考え合わせます

と、今後、税、調定額そのものはやはり伸びて

いくんだろうなというふうには考えてございま

すが、当然皆様も御承知のとおり、実質賃金が

なかなか上がってこないという部分で、実質的

な収入額とするとちょっと苦しいのかなという

ふうには考えてございます。 

  以上でございます。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） ちょっと当たり前の

というか、所得が増えれば税収も増えていくと

いうところで、その辺はそういう関係でありま

すので、そのようなお答えになると思うんです

けれども、ぜひ、やはり産業、所得が増えるよ

うな施策というところで、やはり所得が増えて

この地域に住み続けられるとか、あとは戻って

こられるという選択肢にもなると思いますので、

ぜひ力を入れて、今も入れていると思うんです

けれども、この税収というところでも関わって

きますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  あと、もう一つ、都市計画については、やは

り住みよいまちというのは、やはり都市計画で、

住みやすい、道路の維持とかそういうこともあ

るんですが、やはり狭いところが安全に通れる

ようになるとか、そういうところもあると思い

ますので、ぜひ都市計画のほうも力を入れてい

ただきたいなと思います。 

  続きまして、２点目の質問になります、17款

の財産の売却収入というところです。 

  決算としましては、財産収入として、利子と

か、あと市有地の売却収入が計上されておりま

す。ただ、一方で長年活用されずに塩漬けにな

っている土地もあると思います。一番目立つと

ころでいいますと、北本町の未利用地になると

思いますが、こちらのほう維持管理も経費かか

っていると思いますが、どのような経費がかか

っておりますでしょうか。 

川又秀昭財政課長 委員長、川又秀昭。 

田中 功委員長 川又財政課長。 

川又秀昭財政課長 旧看護師養成所候補地の維持

管理ということで、草刈り等々程度の維持管理

費については、今の現状でかかっているところ

でございます。 

  以上です。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） 草刈り程度というこ

とで、そこまで、そんなにかかっていないのか

なと、今の御回答で分かりました。こちらの土

地はやっぱり目立つので、市民の方からもいろ

いろ言われます。有効活用にする方針というも

のはあるんでしょうか。 



 - 213 - 

  例えばなんですけれども、こちらのほうは市

民の方から聞いた話ではあるんですが、わらす

こ広場が近くにあって、ちょうど北本町という

ところで、中と外、外でも遊ばせたいという方

もおられまして、近くでそういうところがある

と、ちょっと遊び場的なものでできないかなん

ていうことを言われたりします。特に、夏場な

んですけれども、よくテレビ等で、地面から水

が噴水していて、小さな子供たちがそこで遊ん

でいるというふうなかわいらしい映像が多分流

れたのを見たことある方も多いと思うんですが、

やはりああいう施設というのは、なかなか川辺

とかに行くのも難しいような中で、小さなそう

いうところもあってもいいんじゃないかなんて

いう話も、何人かからちょっと聞いたりしまし

たので、それはそういう御意見があったという

ところでなんですけれども、その有効活用に向

けてどのような方策を持っていますでしょうか。 

川又秀昭財政課長 委員長、川又秀昭。 

田中 功委員長 川又財政課長。 

川又秀昭財政課長 看護師養成所候補地の財産収

入というふうな部分での御質問だとすれば、売

払いすれば財産収入というふうなことで、１回

入札はしておりますけれども、売れなかったと

いうふうな結果になっております。その中で、

今現在、引き続き処分も含めて検討しなければ

いけないというふうなところで、まだ検討のほ

うは進んでおりませんけれども、今委員から御

提案のありました市民の意見として、わらすこ

広場が中であれば、外の遊び場というふうな空

間としてどうかというふうなところの考え方も

一つとしてあるかと思いますし、また、今現在、

御存じのとおり屋内型の遊具といいますか、子

供の遊び場というのも検討課題の一つとして捉

えておりますので、それとセットで水辺広場と

いうのも十分検討していく余地はあると思って

おります。ただ、場所があそこでいいかどうか

というふうなところもありますので、そういっ

た部分も含めて、未利用地の処分はもちろん検

討しなければいけないですけれども、今御提案

ありました部分につきましても市全体で検討し

ていく課題であると捉えております。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） 前向きな回答ありが

とうございます。あそこを本当に整備するとな

ると、やっぱり何千万円、億というお金がかか

るかもしれないんですけれども、ただ、あのま

まではちょっとやっぱりもったいないなという

のもありまして、そんなに20から30年、30年、

40年もつような施設ではなくて、アスファルト

はちょっと厚いかもしれないんですけれども、

何かしら活用できる手当てといいますか、有効

活用できるようなこともあるのかなとは思いま

すので、ぜひ御検討をお願いしたいと思います。 

  最後になりましたけれども、３点目です。ふ

るさと納税の寄附金ですけれども、令和５年度

は13億円というところから、令和６年度11億

8,000万円というところで減少しておりますけ

れども、この要因をまずお聞きしたいと思いま

す。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 おはようございます。 

  ふるさと納税が、ちょっと昨年、令和５年度

決算と比較しますと減少していると、１億

6,400万円ほど減少してございます。この要因

につきましても、我々もいろいろちょっと見て

はおるところなんですが、昨年の12月ぐらいま

では前年とほぼ同等ぐらいの寄附をいただいて

おりました。それ以降やはり減少してきておる

んですが、一番大きな要因が米の在庫不足とい

うようなところが非常に大きいと考えておりま

す。寄附でいただいている寄附のお礼品のジャ

ンル別で言いますと、米が約78％で多くを占め

ておりましたが、やはり昨今２月あたりから米
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の在庫不足というところで、なかなか出せる数

が減ってきた。それに合わせて寄附が減ってき

たのではないかなというふうに見ております。 

  一番最後の３月だけ見ますと、令和５年度３

月期では１億7,800万円ほど寄附いただいてお

りましたが、令和６年度、令和７年３月ですが、

3,300万円ということで、３月が非常に大きく

差が開いていた。そこら辺が令和５年度との比

較として、大きな要因だというふうに考えてお

ります。 

  以上であります。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） ありがとうございま

す。 

  米というところで、価格が上昇している、な

かなか集まらないとか、様々全国的なニュース

でもあるのは承知しております。78％というこ

とで、新庄市のふるさと納税の８割近くが米と

いうところで、それに関しては市の財政の一翼

を担うふるさと納税でありますので、ぜひどん

どんおいしいお米を全国の方々に食べてほしい

というものもあるんですが、ただ一方で、今の

米高の中で、ちょっと先行きが不透明になって

いる部分もあるんですが、今後この米が８割近

くというところで、米高もあって、どのように

今後推移していくのかという、そういう分析な

どはされていますでしょうか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 米不足という点につきま

しては、恐らく全国皆さんの共通の課題なので

はないかなと思っております。米の収穫がちょ

っと今年度どうなるかというのは、まだ今はっ

きりしたことは言えないところではありますが、

今年度の寄附も既に始まっておりまして、令和

７年度産という出品も出ておりまして、そうい

ったところへの寄附というのも今出てきている

ような状況ではございます。特に、今年度につ

きましては、10月からポイント制が廃止になる

というような国からの通知がありまして、９月

になってから非常に多く寄附をいただいており

まして、令和６年度の８月末、９月ベースから

いえば、今年のほうが今上回っているような状

況でありますので、今上向きになっているとい

ったところもございます。こういった９月、一

つのポイントと思っていますので、様々広告な

どうまくお知らせをしながら、ちょっと寄附を

いただけるような方策は考えていきたいと思っ

ております。 

  また、一方でやはりお礼品の品目は米が主流

ということで、やはり他のものも何か考えなけ

ればいけないかということで、例年６月あたり

にお礼品の出店事業者様と打合せの会議なんか

もしておりますが、そういった中でもやはり何

か新庄をアピールできるような新たな商品、出

品できないかということで御依頼などもさせて

いただいておりますので、今後も新たな方策に

ついては考えていきたいというふうに考えてい

るところです。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） なかなか米の状況が

不透明な中で、確保するというのも難しいなと

いうのは重々承知しております。米以外のもの

についても、やはり返礼品として集めてくるな

り、そこは開発するなりというところで、ほか

の市町村も多分同じような光景といいますか、

同じような考えで切磋琢磨されていると思いま

すので、ぜひそのようなところにも注力してい

ただきたいなと思います。 

  一方でなんですけれども、企業版ふるさと納

税、こちらのほうは大幅に一昨年度より増えて

いると思いますが、この要因は何ですか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 
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鈴木則勝総合政策課長 企業版ふるさと納税につ

きましては、令和５年度決算で110万円のとこ

ろ、令和６年度で1,320万円、かなり大幅に増

えているということでございます。 

  企業版ふるさと納税につきましては、特にお

礼品等ということはありませんので、企業から

の御厚意によって企業にいただけるかというよ

うなところが非常に大きいところでございます

が、やはり待っているだけではなかなか寄附い

ただけないというようなこともありまして、最

近におきましては寄附受付業務委託ということ

で、いろいろサイトのほうで企業版ふるさと納

税を紹介いただけるようなこともしております。

手数料はかかるわけではございますが、そうい

ったところを通した寄附というのも増えてきて

いるということはありますので、市からのアピ

ール、あるいは様々サイトを使ったところでの

招致の仕方などを含めながら、今後もこういっ

た寄附いただけるような仕組みは頑張っていき

たいなというふうに思っているところでありま

す。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） 今の企業版ふるさと

納税、返礼品がほとんどなくて、まずは入って

くるというのは大変魅力的な収入源だなと思っ

ているんですけれども、やはり企業版ふるさと

納税の一番のポイントというかセールスポイン

トは、セールスをトップ自ら行くというのが、

多分一番なのかなと思います。東京とか市外の

ところの企業にお願いというところになると思

いますが、今回の開府400年に合わせて、市長

も自ら動いて寄附を集めたということも伺って

いますが、やはり企業版ふるさと納税、市長自

らの動きによって、１億円プレーヤーも夢では

ないのかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 やはり、市長からいろい

ろ訪問していただくというのは、大変そうだと

思います。今年度におきましても、やはり東京

出張など、結構回れる際には、企業のほうを訪

問していただいて、いろいろ制度の周知もして

いただいておりますので、今後もそういった取

組を続けられるように、市長とも一緒に相談し

ながら進めてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

田中 功委員長 ほかにありませんか。 

１３番（伊藤健一委員） 委員長、伊藤健一。 

田中 功委員長 伊藤健一委員。 

１３番（伊藤健一委員） よろしくお願いします。 

  歳入に関しまして、３点といいますか、１つ

は関連みたいなところもあるので2.5みたいな

ものなんですけれども、さらに３つ目は予想さ

れたようなふるさと納税の、坂本委員の質問と

まず同じ内容になりますので、若干補足という

か追加質問のような形でお願いしたいと思いま

す。 

  まず、最初に38ページ、２款３項森林環境譲

与税、それ何みたいな認識で私も最近までいた

のですけれども、今世の中は本当に、いろいろ

なＳＮＳ等も相まって、国政の情勢は一部の専

門家だけではなくて、一般市民も多くの関心を

寄せられている昨今であると思います。それは、

正しい情報や誤った情報もあるとは思いますが、

そのような観点の中で、例えば国民の１人の収

入に対する税負担率が46％と、半分近いお金が

給料から引かれていくよということで、これを

もうちょっと下げてほしいなというような意見

と、与党側としては、財源としてやっぱり必要

なんだという、本当に私たち一国民も大いに関

心を寄せている状況なものですから、この森林

環境譲与税、そういう中で私もちょっと耳にし

ていた言葉なので質問します。 

  まず、令和６年度は、当初予算が2,350万

4,000円に対して調定額が3,025万6,000円、プ
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ラス670万何がしになっております。参考まで

に、前年度の令和５年度は、当初予算に対して

補正を組みまして2,300万円の調定になってお

りまして、収入済額も同額2,350万円、全く同

額で収入未済額はゼロ円になっているんですが、

去年に関しては大きく増額しております。この

点に関しまして、どのようにお考えか教えてい

ただければと思います。 

大江 周農林課長 委員長、大江 周。 

田中 功委員長 大江農林課長。 

大江 周農林課長 伊藤委員の質問にお答えしま

す。 

  森林環境税につきましては、いわゆる森林を

守るための財源として使わせていただいている

ものでございます。こちらのほうにつきまして

は、まだ実際来るまで、金額的には確定しない

ということで、このような形で予算と乖離が出

てくるものと考えております。 

  以上です。 

１３番（伊藤健一委員） 委員長、伊藤健一。 

田中 功委員長 伊藤健一委員。 

１３番（伊藤健一委員） ちょっと私の説明もあ

やふやなところがあったかと思います、すみま

せん。 

  この森林環境譲与税というのは、国から自治

体のほうに来る、使えるお金ということでござ

いまして、国民が去年から森林環境税というこ

とで、国のほうに１人1,000円払っているとい

うか徴収されているといいますか、その財源を

基に国からそのものが譲与税として、使えるお

金として自治体に来ると理解しております。 

  それで、去年は2,350万円の予算に対して

3,000万円が実績だった、増えた理由というこ

とで聞きたかったのであります。 

大江 周農林課長 委員長、大江 周。 

田中 功委員長 大江農林課長。 

大江 周農林課長 伊藤委員の質問にお答えしま

す。 

  森林環境譲与税につきましては、基金の積立

金額が増えているということで増額になったも

のと考えております。 

１３番（伊藤健一委員） 委員長、伊藤健一。 

田中 功委員長 伊藤健一委員。 

１３番（伊藤健一委員） 基金の積立額が増えて

いる、多く入ったから積み立てるということで

はなくて、積立て目標額が最初にありきなんで

すかね。いわゆる使うための交付税のお金なん

ですけれども、有効に使えば、貯金がメインで

はなくて、有効に活用した結果残りが余った、

余らないということになると思うんですけれど

も、あまり理屈っぽく聞いてはいないんですけ

れども、ざっくりでいいのでその辺ちょっと整

理していただきたいと思います。 

大江 周農林課長 委員長、大江 周。 

田中 功委員長 大江農林課長。 

大江 周農林課長 委員の質問にお答えします。 

  ちょっと私の回答のほうが言葉足らずだった

というふうに思います。国のほうの基金の積立

てが増えた、その分でうちの市のほうに来る森

林環境譲与税の分が増えたというようなことに

なります。 

  以上です。 

１３番（伊藤健一委員） 委員長、伊藤健一。 

田中 功委員長 伊藤健一委員。 

１３番（伊藤健一委員） 分かりました。国から

の当初予定していたものよりも、実際の交付が

増えたと、そういうことでよろしいかなと理解

しました。 

  そうしましたら、関連するんですけれども、

次の項目です、66ページ、19款２項７目なんで

すけれども、これは森林環境譲与税の基金繰入

金ということで748万7,000円計上になっており

ます。これにつきましては、前年度を見ますと、

ほぼ同じ額の626万9,000円が当初予算額で補正

予算として、全く同額626万9,000円がマイナス

になって、差引きゼロがおととしの数字です。
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対して、去年は基金繰入れとして748万7,000円

というふうになっていることにつきまして、そ

の3,000万円の中から748万円を基金に回したよ

と、そういう理解でよろしいですか。 

大江 周農林課長 委員長、大江 周。 

田中 功委員長 大江農林課長。 

大江 周農林課長 委員の質問にお答えします。 

  こちらのほうは、森林環境税を使った事業に

つきまして、その残り分という形で基金のほう

に積み立てております。 

  以上です。 

１３番（伊藤健一委員） 委員長、伊藤健一。 

田中 功委員長 伊藤健一委員。 

１３番（伊藤健一委員） ありがとうございます。 

  歳出のほうでも、後ほどこの基金の環境譲与

税の絡みが一つあったので、そこのほうとプラ

ス・マイナスになるというようなことで、後で

もう一回そこを聞かせてください。 

  それでは、最後に、最初に申し上げましたふ

るさと納税に関しまして、これは先ほどと同じ

ページになります。坂本委員と同じ64ページ、

款項目全部一緒でございます。13億円から11億

円になったということの要因も先ほどお答えい

ただきまして、確認させていただきました。 

  それにつきましては、なぜじゃあもう一回聞

くのかというと、その中でお米、やはりさっき

も出ましたけれども、78％を米が占めていると、

やっぱり主力、これがなかりせば大変なことに

なるというようなウエートを占めているんです

けれども、在庫不足が年末に起こったよという

ことは、去年のこととして分かりましたが、今

年の方策として、これだけ米が高くなると農家

はまず一生懸命喜んで頑張って最後の稲刈りを

目指しているわけなんですけれども、そのとき

にＪＡのみならず、民間事業者なんかも今農家

の米の奪い合いとか、いろいろ想定外の競争が

激化しているということも耳にします。その中

で、ふるさと納税に供給するための米の在庫確

保、その辺の見通しは、または対策とかは今ど

んな様子なんでしょうか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 ふるさと納税お礼品の米

の在庫の確保の在り方についてという御質問だ

ったかと思いますが、このお礼品の提供につき

ましては、特に米として何トンという在庫を一

気に抱えるということではなく、お礼品の提供

事業者様の中で、今時点で出せる数量が幾らか

というのを教えていただきながら、それをいろ

いろなふるさと納税を申込みするサイトのほう

に登録しているような形になります。ですので、

ＪＡだけでなく民間の事業者も含めまして、そ

れぞれの在庫がどうあるかというのは随時変わ

ってきますので、ちょっとなかなか市のほうで

全体の把握というのは難しいというところでは

ございますが、やはりここら辺は、市のふるさ

と納税の取組のほうにもいろいろ御協力いただ

ける関係の中で、まるっきり在庫がなくなるこ

とのないようなことでの配慮もお願いしながら、

なるべく提供できるような体制を取っていきた

い。そのようなことでお話などさせていただい

ているところでございます。 

１３番（伊藤健一委員） 委員長、伊藤健一。 

田中 功委員長 伊藤健一委員。 

１３番（伊藤健一委員） ありがとうございます。 

  皆さん御存じのとおり、こんな予想もしない

事態になっておりまして、ＪＡそのものが、ほ

かの民間事業者から横取りされかねないような

こと、されているような、されかねないような、

あとは先回りして高買いされるような、物すご

い仁義なき時代になっております、米を扱う側

としましてはですね。農家は、少しでも高いほ

うに買ってもらいたいなという素朴な感情もあ

る中で、このふるさと納税、今までは一定数供

給できたものが、納税に充てるための米を用立

てする側としましても、今まで以上の必死な競
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争、取り合いとかが予想されるので、ホームペ

ージの中の新庄の米の商品のブランド価値みた

いなものをイメージとして、イメージ戦略とし

て、本当にＰＲとして金をかけても、よそに負

けない宣伝広告で新庄の米というものをうたっ

ていって、数量を確保すべきだなと、その辺を

本当に考えていってほしいものだな、頑張って

ほしいというふうに思います。 

  もう一つは、今米を中心にしたハードですけ

れども、ソフトとして、この間270年祭のイマ

ムラショウヘイダンスに象徴されるように、イ

マムラショウヘイさん本人が自ら、ごめんなさ

い、大谷翔平じゃなかったですね。今村翔吾さ

んが自らパレードの中で、新庄の観光大使とし

て、ぜひこの自分の商品を、火消しシリーズを、

ぼろ鳶組シリーズをいろんな商品化して、新庄

のために役立ててほしいというような積極的な

協力、申し出たというか市民に公言しておりま

した。道路だったりマンホールだったり、いろ

んなものに貢献になってくれればいいと、そう

いうことで漫画、アニメ化だったり、いろいろ

なものを先生も考えていらっしゃると。その中

では、格好のいわゆるソフトとしては、聖地巡

礼じゃないんですけれども、旅に来れば観光に

なるし、商品としてはグッズとして、そういう

ほかに新庄以外ではできない貴重なツールが今

登場しております。そこを本当に、いわゆる先

ほど申し上げました米以外の新しい魅力の開発

という中では、物すごく大きく捉えていただい

て、新庄だから磨ける商品だよということをぜ

ひ深く検討していただければなと思って、質問

を終わります。 

  以上です。 

田中 功委員長 ほかにありませんか。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

田中 功委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） では、２点質問させて

いただきます。 

  １つ目が市税についてということで、決算書

36ページ、１款の市税ということで、市民税、

固定資産税、軽自動車税の収支状況についてと

いうところです。主要施策の説明書は37ページ

のところで、納付のところです。あと、もう一

つ目が、決算書38ページの入湯税、１款６項１

目のところです。 

  まず、初めに市税のところなんですけれども、

市税全体で収入未済額が１億6,900万円という

ことで、前年度に比べて965万9,000円増加して

いるというふうにありました。そこで、市税の

納付についてなんですけれども、現在窓口とか

銀行での納付と、またスマホとか口座振替のキ

ャッシュレス納付、またコンビニ納付という形

で３通りぐらいあると思うんですけれども、そ

の割合と、あと現在の納付の傾向性というか、

スマホとか口座振替は伸びているようなんです

けれども、どのように分析しているか教えてく

ださい。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 まず、キャッシュレス化のほ

うでございますけれども、まず国県全体といた

しましてもキャッシュレス化のほうは推進して

ございます。当然、税務課といたしましても、

キャッシュレス納付の利便性は周知、把握して

ございまして、主要成果の成果表のほうにも記

載してございますが、それぞれ令和６年度の実

績で、口座振替が38％ほど、それからコンビニ

による収納のほうが16％ほど、それからスマホ

の決済によるものが９％ほどというふうな形に

なってございます。特に、スマホの決済による

納付のほうが、昨年度と比べまして約５％以上

増加しているというような状況です。 

  当然、口座振替のほうが逆に若干落ち込んで

いるというような形でございますけれども、全

体的にはやはりスマートフォン、簡単にアプリ

等でできる、そちらのほうの利便性、また、当
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然それぞれの窓口に行かなくても、御自宅でも

決済ができるというような形もございますので、

そういった利便性のほうを納税者の方々は追求

しているのかなというふうに考えてございます。 

  あと、収入未済の増の部分でございますけれ

ども、当然にして昨年度より増えたというふう

なところは、当然税務課としても把握してござ

いまして、先ほど坂本委員のほうからの御質問

にもお答えしましたが、収入、所得はそれなり

に伸びておりますので、税額としては伸びる傾

向にありますが、個人の場合におきましては、

実質賃金のほうがあまり芳しくない状況にある

という、ここ数年来そういう状況で経過してい

ると。それから、法人のほうにつきましては、

特にここ最近の資材価格、それからエネルギー

価格の高騰、いわゆる物価高騰の部分につきま

して、経費の増、それから当然従業員の方々の

給与のほうもベースアップしていただいておる

ものというふうに思ってございますので、そう

いった固定費の関係でも経費のほうが増加して

いるというような形で捉えてございます。 

  そういった部分で、ある程度調定額としては

伸びますが、やはり実際に納付となると、様々

厳しい面があるのかなというふうに捉えている

ところでございます。 

  以上でございます。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

田中 功委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） ありがとうございます。 

  キャッシュレス納付、コンビニ納付も増えて

いるということで、でも依然やっぱり窓口納付

を金融機関とか、また市役所に来て納付も多い

んだなというふうに思いました。また、収入未

済額が増えているというのは、やっぱり所得は

伸びているけれども、給与的に芳しくないとか、

物価高騰を受けての法人のほうで、やっぱり納

付が遅れているということも分かりました。 

  今、いろいろやっぱり納付方法で、ちょっと

なかなか納付できないというところはあれなん

ですけれども、やっぱり様々ＤＸを推進されて

いるんですけれども、何かその納付について、

もっと納付できるような形の新しい取組とか収

納対策など検討していることがあったら教えて

ください。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 今現在、口座振替、それから

スマホ決済、コンビニ収納等々、まず収納環境

の向上という部分で、利便性の向上という部分

で税務課のほうでも取り組んでまいりました。

まず、この３点部分について、さらに周知を図

りたいというふうに思ってございます。 

  基本的に、この今申しました３点部分につき

ましては、地方税法のみならず、地方自治法上

でも絡んでくる規定がございますので、そうい

った部分をクリアした上で、さらに推進のほう

を進めてまいりたいというふうに思ってござい

ます。 

  また、当然なかなかスマホの決済に不慣れな

方等々、まだまだいらっしゃるかと思いますの

で、そういった方々には、やはり口座振替等々

のほうを推進させていただきたいと思ってござ

いますし、そういったチラシの配布等々も、ま

だ税務課のほうでも行ってございますので、そ

ういった面でバックアップしていきたいという

ふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

田中 功委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） そうですね、ぜひそう

いった周知もしていただきながら、市税の納付

ですけれども、本当にやっぱり財源確保のため

にも、しっかりと収入未済額が少しでもなくな

りますように頑張っていただきたいなと思いま

す。 

  それでは、次に入湯税のところで質問いたし
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ます。 

  25万2,000円ということでありますけれども、

こちらが去年の令和６年８月７日から鉱泉浴場

経営が開始されるということですけれども、そ

こで入った入湯税ということだと思うんですが、

その入湯税の中身と利用者など、何か詳細が分

かりましたら教えてください。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 入湯税の御質問でございます

が、まず今委員がおっしゃられたとおり８月10

日から営業を開始いたしまして、ただ12月中旬

から３月末まで一旦休業するというような届出

を、我々のほうで温泉の経営者のほうからいた

だいてございました。理由といたしましては、

様々設備の修繕がまだ必要だという形で判明し

ましたので、そちらのほうを重点的に行いたい

ということで届出をいただいたところでござい

ました。 

  営業期間中の入湯者数の数字とか、ちょっと

手元にございませんので、後ほど回答させてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

田中 功委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） ありがとうございます。 

  去年、本当に待望の温泉ができたということ

で、すごくニュースにもなりましたけれども、

頑張っていただきたいなと思います。 

  あと、ちょっと令和５年度の決算のときに、

その入湯税74万円ということで、こちらは令和

３年のときに鉱泉浴場廃止、廃業されたところ

の滞納繰越し分が入っていましたけれども、そ

ちらの分はあともう終わったんでしょうか。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 入湯税の滞納繰越し分の納付

につきましては、全て昨年度で終わってござい

ます。 

  以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

田中 功委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 分かりました。ぜひ本

当に温泉も皆さんで利用していきたいなという

ふうに思います。 

  質問は以上とさせていただきます。ありがと

うございます。 

田中 功委員長 ただいまから10分間の休憩をい

たします。 

 

     午前１０時５７分 休憩 

     午前１１時０７分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ここで、税務課長より発言の申出があります

ので、これを許可します。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 先ほど山科委員のほうからご

ざいました入湯税の詳細の部分についてでござ

いますけれども、月別の入湯者数のほうを御報

告させていただきます。８月が1,596名、９月

が505名、10月が698名、11月が435名、12月が

130名、合計で3,364名となってございます。 

  以上でございます。 

田中 功委員長 では、審議に入ります。ほかに

質問ありませんか。 

４ 番（鈴木啓太委員） 委員長、鈴木啓太。 

田中 功委員長 鈴木啓太委員。 

４ 番（鈴木啓太委員） おはようございます。 

  ２点、歳入のほう質問させていただきます。 

  初めに、18款１項２目ふるさと納税寄附金に

ついてお伺いいたします。 

  こちらについてなんですが、市外に住む方が

新庄市を応援するための制度になっております
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が、新庄市で、新庄市の職員で、このふるさと

納税、新庄市に寄附されている方というのを把

握しているかどうか、もし分かれば教えていた

だければなと思います。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 どなたがどう寄附されて

いるかという把握の仕方はしてはございません

ので、よろしくお願いします。 

４ 番（鈴木啓太委員） 委員長、鈴木啓太。 

田中 功委員長 鈴木啓太委員。 

４ 番（鈴木啓太委員） ありがとうございます。 

  新庄市を市外の方が応援する制度ですので、

納税額も昨年よりは下がったということで、も

しＰＲというか、職員に向けてもしてもいいの

かなと思って、ちょっとお伺いさせていただき

ました。 

  ２点目なんですが、決算書68ページ、21款３

項２目の弁償金についてお伺いいたします。 

  こちら行政代執行弁償金と記載されているん

ですが、こちら北本町のアーケードの代執行に

係る弁償金だと理解しているんですが、まずこ

の認識でよろしいかお伺いいたします。 

髙橋 学都市整備課長 委員長、髙橋 学。 

田中 功委員長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 質問のありました行政代

執行弁償金につきましては、今御質問のあった

とおり、北本町アーケードの撤去、行政代執行

に係る費用の請求に対しての支払いがあったも

のということでございます。 

  以上です。 

４ 番（鈴木啓太委員） 委員長、鈴木啓太。 

田中 功委員長 鈴木啓太委員。 

４ 番（鈴木啓太委員） 令和５年度の決算書で

は40万円とありまして、今回令和６年度では44

万円と僅かに増加しているんですけれども、こ

の増加した理由なんか、もし都市整備課のほう

で把握しているのであればお伺いしたいと思い

ます。 

髙橋 学都市整備課長 委員長、髙橋 学。 

田中 功委員長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 北本町のアーケードにつ

いて、その事故防止措置に要した費用、また解

体撤去に要した費用について、本来払うべき方

について請求をさせていただいております。た

だ、なかなか金額的にも一括納金ができないと

いうことで、毎年協議をさせていただいており

ます。その協議の中においては、北本町の決算

を毎年資料として頂戴しまして、その中で収入、

支出を確認させていただきながら、精いっぱい

払えるものと、金額ということで協議をさせて

いただいております。 

  基本的には、一括納金を、納入をしてほしい

ということで話しておりますが、現実的にはそ

ういった形で協議をした上で入金していただく

金額を決定しているということで、令和４年、

令和５年については40万円という金額でした。

令和６年については、やはりもっと入金を加速

してほしいという話もさせていただきながら、

精いっぱいできる金額ということで令和６年に

ついては44万円ということでお支払いをいただ

いたということでございます。 

４ 番（鈴木啓太委員） 委員長、鈴木啓太。 

田中 功委員長 鈴木啓太委員。 

４ 番（鈴木啓太委員） その当該団体の方と協

議を重ねて、このような金額になったというこ

とで、決算資料なんかを基にできる限り払える

額をお支払いいただいているということですが、

実際の収入未済額のほうを見ると、まだ5,168

万1,000円と非常に額も大きく、完済まで非常

に長い年月を要する見込みだと思います。なの

で、やっぱりこの返済についても、今後も継続

的にしていくことが、協議をしていっていただ

くことが必要なのかなと思っているんですが、

大体何回ぐらい協議のほうはされているのかお

伺いします。 
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髙橋 学都市整備課長 委員長、髙橋 学。 

田中 功委員長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 支払いの協議につきまし

ては、基本的にはその団体の決算、決算書が作

成されたときに、その資料をお持ちいただいて、

今年度分、その年度の分の支払いについて協議

をさせていただいております。その協議を１回、

ただその後も、折を見まして収入をもっと上げ

られる方法はないんでしょうかねというような

ことはお話をさせていただいている場面も設け

たりはしていますが、基本的には１回というこ

とで協議をしております。 

４ 番（鈴木啓太委員） 委員長、鈴木啓太。 

田中 功委員長 鈴木啓太委員。 

４ 番（鈴木啓太委員） まずは基本的に１回で、

必要に応じてされているという内容でした。 

  先ほども申し上げましたように、今のペース

ですとなかなか返済が長期にわたっていってし

まうということで、年月がたつにつれて当時の

状況を知る職員とか、我々議員も少なくなって

しまうことが心配されますので、この弁償金に

ついて定期的に進捗とか協議の状況なんかをお

知らせいただいたり、現状を把握できるように

していただけるといいのかなと思いますので、

ぜひ御検討をお願いして質問を終わります。 

  以上です。 

田中 功委員長 ほかに質問ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算書の36ページの１

の１で市民税について、３点ぐらいお聞きした

いと思います。成果表のほうでは22ページの住

民税、ここに詳しい資料が載っていますので、

ここについて３点お聞きしたいと思っています。 

  １つは、農業の総所得金額が前年比で139％

となっています。これは、米不足で生産者米価

が上がったからかと思いますが、どうでしょう

か。また、農家１人当たりの所得を見ますと、

336万5,000円かなというふうに計算してみたん

ですが、そういうことでしょうか。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 農業所得の部分でございます

けれども、今佐藤委員が言われた米価等々の値

上がり等も一つの要因かなというふうに考えて

ございます。また、１人当たりの農業所得とい

う形になりますと、割り返しをすれば、その数

字に近づいてくるのかなというふうには思いま

すが、ちょっと手元に資料ございませんので、

回答のほうはちょっと控えさせていただきたい

と思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今年度の農業所得の見

通しはどのように見ておられるでしょうか。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 様々な報道等を見ますと、や

はりまた米価のほうは上がるのかなというふう

には予想はできますが、こればかりは蓋を開け

て申告をしていただいてみないと、どういう形

になるか。当然経費関係も、農業経営者の方は

上がってきていると思いますので、そういった

部分のマイナス面の上昇率等々も勘案した上で

という形になるかと思いますので、この場でど

うなるかという予測は、私のほうからはちょっ

とお答えのほうは難しいのかなというふうに考

えてございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 全くそのとおりだと思

います。 

  ところが、今年のモチ米について、昨日情報

がありましたが、60キロ４万8,000円と、農協

が米穀店に売る値段がこうなっているというこ

とでした。去年の倍だそうです。生産者からは
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４万1,000円で買っているようだという情報で

した。消費者は、これでは餅は食べられないん

じゃないかという声が上がっています。ウルチ

米のほうも、５キロで現在4,400円から4,500円

と、これでは消費者の米離れが心配されます。

米の再生産を保障する生産者米価、そして消費

者が買える米価を保障するために、農政はどう

あるべきなんでしょうか。 

  市長は、生産者と農協の代表でもありました。

米価の現状、そして今後についての農政の在り

方などについて見解を伺いたいと思います。 

田中 功委員長 佐藤委員に申し上げます。本委

員会は令和６年度の決算についての審議、審査

でございますので、質疑の際はこのことを踏ま

えまして、質問の趣旨を明確に発言をお願いし

たいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 去年でさえ、農家の１

人当たりの所得は336万円ちょっとでありまし

て、米価が上がったと言われても、ようやくほ

っと少ししただけであります。今後も、このよ

うな状況の中で、このままでは米離れが起きる

かと農家が心配しておりまして、生産者米価は

保障しなきゃいけないんですが、やはり消費者

には買えるような米価であるべき、そこがまと

もに国の責任が果たされていかないと、農家は

続けられないと思うんです。そういう意味では、

農家を守りつつ消費者も守るという立場という

のは、農政において非常に重要でないかなと感

じますので、そこをよく注視していただき、必

要なときには提案もしていただきたいなという

お願いです。 

  次に、２つ目の住民税についてなんですが、

総所得金額が前年比99.2％と書いてありました。

これは成果表の22ページです。そして、成果表

23ページには、課税額は前年比で93.5％となり

ました。これは定額減税の影響でしょうか。物

価上昇率に追いつかない賃金、所得減少、住民

税の減収となっている。これは、もう一度言い

ますが定額減税だけの影響と言えるのか、お願

いします。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 まず、個人市民税の現年度の

調定の部分に関しますと、昨年度より約9,500

万円ほどマイナスというふうになってございま

す。まず、ここの部分で、昨年度実施いたしま

した定額減税の部分が最も大きいというふうに

考えてございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 定額減税がされたので

あれば、本当は物価にも、物価というか、物が

売れ、買いやすくなる消費者ですから、本当は

営業などにも、景気のよくなる形で反映されて

いくはずですが、実はなっていない現状ではな

いでしょうか。そういう意味では、物価上昇を

抑える対策こそ必要と考えるんですが、税務課

長としてはどうでしょうか。 

田中 功委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時２４分 休憩 

     午前１１時２５分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  佐藤委員に申し上げます。先ほども言いまし

たけれども、決算内容についての審議でござい

ますので、令和６年度決算について関連の質問

をお願いしたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ここから言えることと

して、来年の今度の予算編成にも関わるし、今

後の政策の在り方としても、市長の姿勢などに

も関わってくることだと思いますが、定額減税
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という一時的なことがやられても、この物価上

昇が激しくて、こういう中で、物価を抑えるよ

うな対策を国としてやっていかない限り、市民

税は入らないというか増えないというか、景気

はよくならないし、市民税も入らないという悪

循環になるのではないかなというふうに思うん

です。そういう意味では、市長として、今後物

価上昇を抑える対策、さきの選挙では、消費税

減税、あるいは廃止、こういった政党が多数を

占めたわけです。それは多分市民の声ではない

かなというふうに思います。そういうことを求

める必要があるのではないかということを訴え

たいと思います。 

  ３つ目の質問です。法人市民税が、同じく成

果の22ページに載っております。前年比で

100.4％です。これは、市内の中小企業におい

て、経営が上向きと言えるのでしょうか。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 法人市民税の金額の大きさだ

けで申しますれば、そういうふうな傾向にある

というふうには言えるものとは、この成果上は

なってございますが、全般的な傾向といたしま

して、営業実績が上向きなところ、それから前

年並みのところ、やはりちょっと苦しいという

ところ、様々だというふうに感じてございます。

また、業種でも、当然そういった部分について

差異がございますので、私のほうから全体的な

部分については、このデータのみで判断せざる

を得ないのかなというふうに考えてございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） そうだと思います。 

  それで、今後最低時給がこのたび上がるとい

うことが出されてきておりますが、これが、こ

の法人の経営に与える影響をどう見ておられる

でしょうか。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 一般的に考えますと、人件費

の部分は固定費に入りますので、その部分が増

加するというような形になるかと思います。た

だ、当然それに見合う売上げのほうを各企業の

ほうで、事業者のほうで、それを確保しようと

する形で努めるものというふうに考えてござい

ます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 経営としてはそのとお

りだと思います。 

  一方、最低時給の賃金が上がるのは、働く人

たちにとっては喜ばしい気持ちになることだと

思いますが、社会保険料の事業主負担も上がる

のではないですか。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 今の社会保障制度上の話であ

れば、上がるのではないかというふうに考えて

ございますけれども、税務課のほうでは担当で

ございませんので、回答は差し控えさせていた

だきます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 中小企業経営者の場合

は、大企業と違いまして、労働者への賃金の支

払いが大きいです。そしてさらに、経営を苦し

めているのは社会保険料の負担、事業主負担だ

と言われております。ここが上がることで、経

営難になって、去年など市内の比較的大きなと

ころが、経営を縮小するとか、あるいはなくな

るとか、そういうのが出てきて大変なことにな

っております。そういう意味では、法人である

中小零細企業の経営を守ること、そして、同時

に働く人たちの賃上げをさせたい、こう考える

と、なかなか今の中小企業の経営努力だけでは

売上げがなかなか伸びるのが簡単ではないです、
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この景気もよくないという状況の中で。 

  そこで、やはり国の直接支援が求められてい

るというのが、これは全国の中小企業経営者の

願いではないかと思うんですが、市長としては

どう見ておられるでしょうか。 

田中 功委員長 再度佐藤委員に申し上げます。

本審議は令和６年度の決算の内容についての審

議でございますので、その趣旨に沿った質問を

お願いしたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 答えていただけないよ

うなので残念ですが、新庄市内の中小企業経営

者を守り、そして働く人たちの大幅な賃上げ、

物価高の中で必要だと思います。そのことをや

るためには、今の中小企業の努力だけではでき

ない状況に、多くの中小企業です、全部とは言

いませんが、できない、売上げ簡単には伸びな

いという中で、やはり国として、直接中小企業

を支援することが、新庄市の中小企業で働く人

たちの賃上げになる大きな力だと思うので、そ

ういったことを私は国に対して、市長会などで

も要望することが大事だと思いまして、このこ

とを訴えて質問を終わります。 

田中 功委員長 ほかに質問ありませんか。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） ７件ほどお願いしたい

と思います。 

  最初の資料が、決算審査意見書の５ページの

（３）財政状況になります。２つ目です、決算

書271ページ、（16）の庁舎建設基金です。３つ

目です、主要施策の36ページと、併せて41ペー

ジ、外国人の納税関係になります。４つ目から

決算書になります、決算書48ページ、14の２の

１の総務手数料の中の戸籍関係になります。５

つ目、同じく決算書63ページ、17の２の１、土

地売払収入、北本町の件です。６つ目、決算書

64ページ、ふるさと納税18の１の２です。最後

に、決算書263ページ、（３）無体財産権につい

てお願いをします。 

  それでは、最初に決算審査意見書５ページの

中に、財政力指数等の推移が掲載されておりま

す。３つの資料がありますけれども、県内13市

での順位はどうなっておりますでしょうか。 

川又秀昭財政課長 委員長、川又秀昭。 

田中 功委員長 川又財政課長。 

川又秀昭財政課長 こちらの指数の13市での順位

ということですが、財政力指数については６位、

経常収支比率については８位、実質公債費比率

については３位というふうになっております。 

  以上でございます。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 決算意見書の中でも、

改善傾向にあるというふうに記載されておりま

すけれども、新庄市の財政状況は今どんな、ど

ういった状況でしょうか。 

川又秀昭財政課長 委員長、川又秀昭。 

田中 功委員長 川又財政課長。 

川又秀昭財政課長 財政状況はどうかというちょ

っと広い質問になりますけれども、比率的には

安定しているというふうなところで推移してお

りますけれども、例えば実質公債費比率などに

つきましては、これに安心して起債事業など多

く発行すれば、後年度に借金の返済、公債費と

して経常経費として跳ね返ってまいりますので、

様々な点で計画的に運営していくことが大事と

捉えております。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 次に、決算書271ペー

ジの（16）庁舎建設基金の関係です。 

  今年度、また積立てをして２億円ということ

で、10年後の建設を目指しているというお話が

ありますけれども、建設規模だったりの内容は
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あると思いますが、自主財源の割合というのは

定められていますか。 

川又秀昭財政課長 委員長、川又秀昭。 

田中 功委員長 川又財政課長。 

川又秀昭財政課長 庁舎建設基金の積立てに関連

しての、将来の庁舎建設についての御質問です

けれども、今現在庁舎をどのようにするかとい

うところが全く定められてといいますか、議論、

協議になっておりませんので、単体で建てるの

か、あるいはほかの公共施設と複合するのかと

いった部分でも、事業費の規模というのが全然

違ってまいります。その中で、自主財源でどれ

だけ必要かという部分については、どういった

施設で特定財源、補助金をもらうかとか、とい

う部分に関わってきますので、今現在はそうい

うふうな部分について協議している状況だとい

うことで御理解いただきたいと思います。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 次、主要施策の41ペー

ジになりますけれども、併せて36ページになり

ますが、現在新庄市には、住民登録している外

国人が467名と、下に在留資格別の住民登録者

数というのも記載ありますけれども、外国の方

が課税される要件、課税される税目等について

はどのようになっていますでしょうか。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 外国人の方が住民登録をして

いる場合に課税される税目でございますが、ま

ず地方税の部分につきましては、基本的に全て

の税目が課税対象になってございます。例えば、

企業等お勤めであれば、当然所得に関する部分

ですので住民税、それから軽自動車を所有した

という場合であれば当然軽自動車税も課税にな

るというような形になってございます。ただし、

所得の部分に関しては、租税条約がございます

ので、租税条約を結んでいる方々の部分につき

ましては非課税というような形になろうかと思

います。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 皆さん日本語ができる

方ばかりではないと思いますけれども、例えば

納税通知書に書かれている内容等が、もしかす

ると理解していただいていないケースであった

り、あと滞納したときに、督促、催促が行った

とき等の対応についてはどのようにされていま

すでしょうか。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 やはり、日本語のほう難しい

という方も当然いらっしゃいますし、理解する

のは母国語のほうが当然分かりやすいであろう

という形で考えておりますので、そういう方々

に対しましては、今スマホの翻訳アプリ等ござ

いますので、そういうものを使用しながら、活

用しながら納付いただくよう、指導のほうを進

めてまいってございます。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 外国の方は、結構頻繁

に移動されるという話も聞いていますが、新庄

市から市外に転出された場合で滞納されている

ケースはどのように対応していますでしょうか。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 外国人の方が新庄から、本市

から転出なさったという場合につきましても、

基本的には日本人の方と同様の措置を取るとい

う形になってございます。ただ、様々日本語が

分かりづらいというところに関しましては、先

ほど申しましたとおり、様々な機器を活用しな

がら催告、それから納付のほうにつながるよう
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進めておるところでございます。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 次に、戸籍関係です。

主要施策の39ページを御覧いただいたほうがい

いかと思います。 

  この（１）の表の中で、市民課窓口の申請取

扱い件数というのが３万件を超えておりまして、

その中でも、戸籍関係も１万件を超えているよ

うです。その中段にあります、広域交付による

戸籍証明書等という申請の区分があるんですけ

れども、こちらはいつからスタートした制度で

しょうか。 

髙橋智江市民課長 委員長、髙橋智江。 

田中 功委員長 髙橋市民課長。 

髙橋智江市民課長 戸籍の広域交付についての御

質問いただきました。こちらのほうは、令和６

年３月からの制度となっております。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 実は、私もこの広域申

請というのは知らなくて、今年いろんな戸籍を

取ったんですけれども、例えばおじさん、おば

さんがいて、市外にもうずっと前に就職、結婚

等で転出して、その方の戸籍といった場合に、

どうしたらいいか分からない。でも、本人もし

くは家族であれば取れるというのを知って、便

利だなとは思ったんですけれども、戸籍はなか

なか実際取る機会もないということが現実にあ

ると思います。この広域申請について、周知方

法等はされていますでしょうか。また、全国一

律でしょうか。 

髙橋智江市民課長 委員長、髙橋智江。 

田中 功委員長 髙橋市民課長。 

髙橋智江市民課長 戸籍の広域交付の周知方法に

ついての御質問いただきました。 

  周知方法といたしましては、まず窓口でのリ

ーフレットの配布や、主要な施設へのポスター

掲示、またホームページ等で周知を行っており

ます。 

  こちらの制度につきましては、全国どこでも

といいますか、全国での制度となっております。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 次、決算書63ページ関

係の17の２の１、土地売払収入ということで、

先ほどからありますけれども、私は北本町の専

門学校の候補地については、売却すべきだと思

っております。ただ、なかなか売れないという

現実もあるわけですけれども、昨年度、令和６

年度において、売払手続をしたのかどうかとい

うことと、売れない理由についてどう考えてい

るか、お願いしたいと思います。 

川又秀昭財政課長 委員長、川又秀昭。 

田中 功委員長 川又財政課長。 

川又秀昭財政課長 北本町の看護師養成所候補地

についての御質問ですけれども、昨年は売却、

先ほど申し上げましたとおり手続等は行ってお

りません。 

  また、売れない理由につきましては、やはり

事業等を行うに当たって、入札したときの設定

価格が、事業者にとっては高いんだろうなとい

うふうに捉えております。 

  以上でございます。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 可能であれば売却手続

を進めていただきたいと思います。 

  次に、ふるさと納税関係です。決算書では64

ページ、18の１の２になりますけれども、ふる

さと納税は市外向けということにはなっており

ますが、ふるさと納税でのお礼品について、新

庄市内で買うことができないものがあるといっ

たことがあるようです。ちょっと私も知らなか
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ったんですけれども、年に１回であるとか、市

民向けのＰＲも兼ねて、ふるさと納税の商品の

販売会、ＰＲ会といったものの開催を検討して

いただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 ふるさと納税の商品が市

内で買えないという話もあったというのは、ち

ょっと私も初めて聞いたところでございますが、

ふるさと納税のお礼品の基準としましては、ま

ず地場産品ということで、新庄市内で生産され

るとか、そちらが産地だというのが一つ大きな

要件がありますので、まずは新庄のものだとい

うのがまず一つの要件になっております。 

  そういったもののＰＲ会というふうなことで

ございますが、ふるさと納税のお礼品について

は、パンフレット等紹介尽くしているようなも

のを作成はしてございますので、そういったも

ので広く皆様には知っていただけるものかと思

います。特に、市民の方に販売するために用意

しているというわけではございませんので、あ

くまでふるさと納税は提供事業者様の協力を得

て、出せるものを出していただいて、紹介、市

外の方に提供しているという形でございますの

で、ちょっと今の急な話でＰＲ会というところ

までは考えてございませんが、ただ、どういっ

たものが消費、出ているかというふうなことは、

パンフレット等を通して皆さんには知っていた

だけるような機会は必要かなと感じたところで

ございます。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） よろしくお願いいたし

ます。 

  最後になります、決算書263ページです。 

  （３）に無体財産権というものがありまして、

区分は商標権となっております。こちら１件あ

りますけれども、この商標権の現在の内容、活

用例、有効期限等がありましたらお願いします。 

川又秀昭財政課長 委員長、川又秀昭。 

田中 功委員長 川又財政課長。 

川又秀昭財政課長 こちらの内容につきましては、

後ほど調査して御答弁申し上げたいと思います。

（「以上で終わります。ありがとうございまし

た」の声あり） 

田中 功委員長 ほかにありませんでしょうか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 質疑なしと認めます。よって、

歳入について質疑を終結いたします。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午前１１時４８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ここで、財政課長より発言の申出があります

ので、これを許可します。 

川又秀昭財政課長 委員長、川又秀昭。 

田中 功委員長 川又財政課長。 

川又秀昭財政課長 先ほど、午前中の質問の中で、

亀井委員の質問ですけれども、決算書263ペー

ジの（３）の無体財産権の内容につきましてで

すが、内容につきましては、かむてんの商標権

ではあるんですけれども、期間につきましては、

実は令和５年12月に失効しておりまして、現在

はないというふうな状況になっておりまして、

こちらにつきましては、財政課で様々な財産を

集約する上でのちょっと集約誤りというふうな

ことになります。本来でありましたら、こちら

の決算書に、この（３）の部分については掲載

しなくてもいい部分について出ているというふ

うなことになりますので、おわび申し上げます

とともに、後ほど正式な手続を踏んで議案書の

訂正の手続をさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

田中 功委員長 次に、一般会計の歳出について
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の質疑ありませんでしょうか。 

８ 番（鈴木法学委員） 委員長、鈴木法学。 

田中 功委員長 鈴木法学委員。 

８ 番（鈴木法学委員） それでは、午後からの

委員会のほう、皆様よろしくお願いいたします。 

  私からは、６点、７点ほどございます。歳出

に関してです。決算書95ページ、２款１項９目

電算管理費、デジタル推進事業費、２つ目とし

て、決算書85ページ、２款１項１目一般管理費、

総務一般管理事業費、３つ目として、決算書89

ページ、２款１項７目企画費、企画調整事業費、

４つ目として、決算書91ページ、２款１項７目

企画費、ふるさと納税事業費もしくは企業版ふ

るさと納税事業費について、５つ目、決算書93

ページ、２款１項８目広報費、広報事業費、６

つ目といたしまして、決算書95ページ、２款１

項11目市民生活対策費、市民生活対策事業費に

ついて、７つ目といたしまして、決算書167ペ

ージ、９款１項５目災害対策費、防災対策推進

事業費についてでございます。 

  それでは、最初に戻りまして、１つ目、２つ

目はちょっと一緒の質問になりますが、２款１

項９目デジタル推進事業費と２款１項１目の総

務一般管理事業費については、トータルとして

やまがたｅ申請について質問いたします。 

  このたびの開府400年記念講演などの申込み

をする際、やまがたｅ申請を活用したオンライ

ン手続、こちらのほうを推進していることが見

受けられます。こちらのほうの記載は、成果説

明書の10ページにも書かれております。また、

成果説明書７ページのほうには、やまがたｅ申

請の活用研修をし、具体的な活用手法を検討し

たともございます。 

  これらの成果の文書を見るに当たって、本市

のＤＸ化を推進するに当たって、このやまがた

ｅ申請を市民向けに普及、浸透させていく方針

なのか、まずはお伺いいたします。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 やまがたｅ申請について

の御質問をいただいたところでございました。 

  このやまがたｅ申請につきましては、様々な

手続のオンライン化を進めていく上での一つの

ツールというふうなことで考えております。な

かなかちょっと総合政策課で、何で使っている

かを把握し切れてはいないところですが、様々

なアンケートであったりですとか、申請の手続

の際にこちらを使ってということで、庁内のほ

うでも推進しているところでございますので、

なるべくオンラインでの手続が進めるように、

デジタル化に向けてということで今取組をして

いるという、そういった状況であるということ

で御理解いただければと思います。 

８ 番（鈴木法学委員） 委員長、鈴木法学。 

田中 功委員長 鈴木法学委員。 

８ 番（鈴木法学委員） ただいまの答弁でござ

いました、総合政策課だけでは把握し切れてい

ないというのは、つまりは各担当課のほうでや

まがたｅ申請、市民の方々に発信できるという

か、案内できるような研修を受けて、それぞれ

の課でできるようになっているということでよ

ろしいでしょうか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 アンケートなど多方面に

わたりまして、各課で執り行えるようにしてい

るところでございます。 

８ 番（鈴木法学委員） 委員長、鈴木法学。 

田中 功委員長 鈴木法学委員。 

８ 番（鈴木法学委員） とはいえ、総合政策課

のほうで取りまとめているとは思うので、もし

分かればですけれども、令和６年度末時点もし

くは現時点で、こちらの市民の方々のやまがた

ｅ申請の登録利用者数、分かれば教えてくださ

い。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 
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田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 令和６年度末での利用実

績については、ちょっと取りまとめといったと

ころまでしてございませんでしたので、そうい

ったことを今後ちょっと決算に合わせて整理し

ていきたいというふうに思います。 

  また、登録ということでございますが、こち

らはｅ申請に登録するということではなくて、

例えばアンケートであれば、送られた方が、そ

のｅ申請を通して申込みができるというような

ことでありますので、登録していないとｅ申請

が使えないということではないということであ

りますので、そちらの登録者数という形での把

握もしてはいないという形になります。よろし

くお願いします。 

８ 番（鈴木法学委員） 委員長、鈴木法学。 

田中 功委員長 鈴木法学委員。 

８ 番（鈴木法学委員） 今御説明いただきまし

た。ただ、それだとちょっとなかなか市民の

方々に分かりにくいかなと、私も登録してみて

思いました。というのも、個人情報をしっかり

と入力する必要もあるのかなと思います。市民

の皆様に、もし浸透させるという目的があるな

らば、そういった工夫をどのように今考えてい

らっしゃいますか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 まず、ｅ申請ということ

には限らず、様々なオンライン手続ができると

いう中の一つということになりますので、オン

ライン手続を様々進めていく中での一つに、こ

ういったｅ申請を使っているというような説明

という形での周知の仕方は考えていきたいとい

うふうに思います。 

８ 番（鈴木法学委員） 委員長、鈴木法学。 

田中 功委員長 鈴木法学委員。 

８ 番（鈴木法学委員） オンライン申請の一つ

の手法ということで受け止めました。 

  次に、３つ目に質問したいところでいうと、

２款１項７目の企画調整事業費です。成果説明

書は８ページとなります。 

  内容といたしましては、デジタル田園都市国

家構想交付金を活用した事業が２つございまし

て、209万円とこちらには書かれております。

こちらのほう、市公式ＬＩＮＥの活用事業と、

あと観光デジタルマップの活用事業、２つまと

めた数字になっているので、これをそれぞれ分

けた場合の金額を教えてください。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 昨年度、デジタル田園都

市国家構想交付金、こちらデジタル実装タイプ

を利用しまして、２事業で209万円交付金いた

だいているわけですが、この交付金については

補助率が２分の１になります。 

  それで、事業費ベースでちょっとお答えさせ

ていただきたいと思いますが、まず市公式ＬＩ

ＮＥを活用した情報発信による市民サービス事

業、こちらにつきましては、事業費が154万円

になります。残りが観光デジタルマップを活用

した新庄まつりの山車ＧＰＳ発信事業になりま

すが、すみません、こちらのほうにつきまして

はちょっと確認させていただきたいと思います。 

田中 功委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後１時０９分 休憩 

     午後１時１０分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開いたします。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 観光デジタルマップ関係

の事業につきましては、264万円が事業費とい

うことになってございます。 

  以上であります。 

８ 番（鈴木法学委員） 委員長、鈴木法学。 
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田中 功委員長 鈴木法学委員。 

８ 番（鈴木法学委員） ありがとうございます。 

  観光デジタルマップを活用した新庄まつり山

車ＧＰＳ位置情報発信事業は、昨年はもちろん、

今年の270年祭でも大いに活用されたと思って

おります。ＧＰＳ位置情報を発信する端末です

が、以前よりも小型化して便利なものになって

いるようです。 

  質問ですが、この端末を使用するに当たり、

新庄市ではどのタイミングで各若連に貸出しを

し、いつ回収されているのか、分かれば教えて

ください。 

髙橋 潤商工観光課長 委員長、髙橋 潤。 

田中 功委員長 髙橋商工観光課長。 

髙橋 潤商工観光課長 いつというふうな部分で、

一斉に同時にというふうなものでもないもので

すから、直前１週間程度の間に、前後１週間前

後の間でやり取りをしていたかというふうに思

います。 

  以上でございます。 

８ 番（鈴木法学委員） 委員長、鈴木法学。 

田中 功委員長 鈴木法学委員。 

８ 番（鈴木法学委員） 気づかれたと思うんで

すが、いつ回収されているのかのほうもよろし

くお願いします。 

髙橋 潤商工観光課長 委員長、髙橋 潤。 

田中 功委員長 髙橋商工観光課長。 

髙橋 潤商工観光課長 失礼いたしました。26日

に回収しているというふうなことでございます。 

８ 番（鈴木法学委員） 委員長、鈴木法学。 

田中 功委員長 鈴木法学委員。 

８ 番（鈴木法学委員） 貸出しに関しては、そ

うですね、余裕を持って貸し出しているという

ことで理解しました。 

  その回収についてなんですけれども、今年の

８月の新庄まつりの26日後まつり、飾り山車は

例年どおり午前10時から午後４時までというこ

とで、駅前本町中央通りで例年どおり行われた

かなと思っております。20台の山車は、午前10

時前には定位置に展示を完了させます。その際

ですが、指定場所に、10時頃に、前までには着

いているんですけれども、その10時頃のあたり

の時間で、ＧＰＳの端末の回収に来ましたと、

回収の担当者が来られたという若連町内が多か

ったと聞いております。その際に端末は返却し

ています。 

  祭り関係者や、いつも新庄まつりに見に来る

方は、各若連の飾り山車の位置を把握されてい

る方も多いとは思いますが、観光客や一般の

方々にとっては、まさにこのＧＰＳ位置情報サ

ービスが生きると考えます。なぜ飾り山車の開

始時間に回収に来たのか、若連からは疑問の声

を聞きましたので、このあたりの事情は把握さ

れていますでしょうか。 

髙橋 潤商工観光課長 委員長、髙橋 潤。 

田中 功委員長 髙橋商工観光課長。 

髙橋 潤商工観光課長 ちょっと私の段階では、

具体的な把握ということはしておりませんでし

た。今伺って分かったというふうなところであ

ります。おっしゃるとおりの部分もあろうかと

思いますので、今後状況を確認しまして、来年

度以降、もう少し遅めの時間帯でどうなのかと

いうふうな検討もしてみたいと思います。 

  以上です。 

８ 番（鈴木法学委員） 委員長、鈴木法学。 

田中 功委員長 鈴木法学委員。 

８ 番（鈴木法学委員） よろしくお願いします。 

  また、この新しいＧＰＳ端末、祭り期間中、

山車に普通に搭載すればよいのですが、小型化

に便利にはなったんですけれども、小型化にな

ったおかげでといいますか、持ち歩いたり、つ

い違った場所に置き忘れてしまう場合もあるそ

うです。そのあたりは各若連で気をつけること

ですが、先ほどの回収のタイミングも含めまし

て、せっかく新しくなりまして、もっともっと

活用していただきたいので、便利な機能でござ
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います、有効活用できるよう、ぜひ御配慮のほ

うよろしくお願いいたします。 

  次に、４つ目の２款１項７目企画費、ふるさ

と納税事業費もしくは企画版ふるさと納税事業

費というところで、企業版のふるさと納税の寄

附で得られるベネフィットについて質問します。 

  感謝状の贈呈や、贈呈式の実施等企画されて

いるようですが、令和６年度に実際に行った内

容を教えてください。こちら私のほう、ホーム

ページ等をチェックはしているのですが、内容

についてです。 

  また、それに当たる経費を捻出したのは、企

業版ふるさと納税の備考欄、この事業費なのか

どうかというのはちょっと分かりづらかったの

で、普通のふるさと納税の事業費のほうに入っ

ているのかどうか、事業費名など教えていただ

きたいなと思います。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 企業版ふるさと納税につ

いての御質問いただいたところでございます。 

  企業版ふるさと納税、寄附いただいた方に対

してのお礼の在り方ということになりますけれ

ども、こちらにつきましては、金額に応じてち

ょっと様々感謝状の形式が異なってございます。

まず、10万円以上の寄附いただいた方には、お

礼状、紙での送付とホームページへの掲載、な

お20万円以上の場合は贈呈式という形で実施し

ております。50万以上につきますと感謝状、そ

して1,000万円以上があじさい表彰というよう

な形で、金額に応じた感謝の意を表していると

ころでございますが、こちらに関して費用が発

生していないというような話でございますが、

特に会場費を設定して会場費が出るとかという

ことはございませんので、市役所で行うか、も

しくは会社のほうを訪問して感謝状を贈呈させ

ていただくような形を取っております。また、

感謝状につきましても、既にあります用紙等に

印刷をして出させていただくというような形で

ございますので、特段企業版ふるさと納税事業

費の中からちょっと捻出したというようなこと

ではございません。昨年度ちょっとどういった

形で様式準備したか、ちょっと確認は取れてお

りませんが、これまであった様式などちょっと

使ったという形であれば、昨年度の支出はなか

ったかと思いますが、そう多い金額ではなかっ

たものではないかなというふうに考えておりま

す。 

８ 番（鈴木法学委員） 委員長、鈴木法学。 

田中 功委員長 鈴木法学委員。 

８ 番（鈴木法学委員） ただいま御説明いただ

きまして、費用は特になしと。令和６年度のホ

ームページをチェックしたところ、令和７年度

は写真で、そういった感謝状の贈呈や、贈呈式

等の写真は、令和７年度はあるんですが、令和

６年度は特に写真がなかったので、どこまでや

ったのかなという質問でした。 

  その中の質問で、今市役所庁舎内で、例えば

感謝状をお渡しするなどして、経費がかからな

い、もしくは企業版ふるさと納税をいただいた

会社のほうに出向いてという言葉がございまし

たが、県外の会社もございます。そういった場

合の交通費等もかかるとは思うんですが、そう

いったところも経費としては計上しないという

ことでよろしいですか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 県外に行った場合の感謝

状の贈呈の仕方でございますが、特別感謝状贈

呈のためにそちらの会社に行ったというような

ことではございませんで、今年の例を取ります

と、市長が様々東京のほうの出張など行った際

に、ちょっとそちらの企業に立ち寄っていただ

いて、感謝の意を表すとともに感謝状を贈呈さ

せていただくというような形で、あえてこの企

業版ふるさと納税をいただいたから、そのため
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だけという形での出張ではございませんでした

ので、そちらについての費用という形では、こ

れだけのものという形では考えていないところ

でございました。 

８ 番（鈴木法学委員） 委員長、鈴木法学。 

田中 功委員長 鈴木法学委員。 

８ 番（鈴木法学委員） まずは了解しました。 

  先ほどの歳入での質問でもございました、や

はりトップセールといいますか、市長自ら来て

いただけると、相手企業様も大変喜ばれており

ます。そういったところは必要であれば、費用

などをつけて、ぜひもっともっと進めていただ

ければなと思います。 

  それでは、次に５つ目の２款１項８目広報費、

広報事業費、成果説明書は13ページになります。 

  こちらのほう、ホームページの管理運営と新

庄市ＬＩＮＥ公式アカウントの管理運営につい

て質問いたします。 

  ホームページの更新件数は8,952件と、前年

度より2,275件増えております。更新たくさん

していただいて、大変御尽力されているなと感

じております。しかしながら、アクセス数は約

178万件と、前年度より約52万件減っているこ

とになります。このアクセス減についての見解

をお願いします。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 委員からお話しあったと

おり、ホームページのアクセス件数というのは、

昨年度と比較しますと大分減っているというの

は我々も認識しているところでございます。こ

ちらの分析というのは、なかなか非常に難しい

ところではございますが、今、市のほうの様々

広報の仕方、発信の仕方につきましては、様々

なＳＮＳの媒体を使って発信するように努めて

いるところでございます。その中で、昨年度公

式ＬＩＮＥのほうの機能を拡張して、そちらの

ほうから情報をたくさん得られるような形も取

っておりますので、またインスタグラムなどの

情報発信など様々行っておりますので、そうい

った広報の媒体が増えたということによって、

インターネット、市のホームページにアクセス

して調べたいというところは、そういった面で

は減ってしまったのではないかなという形で考

えているところであります。 

８ 番（鈴木法学委員） 委員長、鈴木法学。 

田中 功委員長 鈴木法学委員。 

８ 番（鈴木法学委員） 御回答いただきました。

そうですね、ＬＩＮＥの友だち数は4,855人と、

前年度の報告より1,184人も増えております。

そういったところがつながっているのかなと思

います。 

  また、ただいまＳＮＳ等のプラスの媒体とい

うことでＬＩＮＥのほうお話しありましたが、

こちらの事業費に関わってはいないんですが、

同じような形でいうと、昨年のほう、令和６年

７月からポータルサイトかむてんチャンネル、

こちらのほうも大事な広報だと認識しておりま

す。市と株式会社サイネックス様との連携でス

タートしたことは皆さん御承知のことですが、

ＬＩＮＥやホームページと同様に、どのような

成果が実っているのか気になるところです。こ

の件に関して、もし成果や報告できることがあ

りましたらお願いしたいのですが、どうでしょ

うか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 昨年度からかむてんチャ

ンネルということで始めたわけでございます。

こちらにつきましては、市からの行政情報だけ

でなく、民間の皆様方の情報を掲載して、一緒

に見ていただける、また運営費用につきまして

は広告で成り立っているということで、市の支

出はないというふうな形でスタートしたわけで

ございますが、年度末の登録者数というのをち

ょっと調べております。全体の登録者数、登録
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の件数が237件、そのうちの内訳としまして、

今イベント関係で126件、おすすめ情報で99件、

求人で12件で合計237件、こちら年度末の数字

でございます。こちらは情報入ったり、出たり

で入れ替わりがありますので、随時変わってく

ると思いますが、やはり当初思っていた以上に

は、ちょっと件数伸びていなかったのかなとい

うような反省点もありまして、今ちょっとここ

ら辺どういうふうにまたお知らせ、普及できる

かなというのは、担当の中でも考えているとこ

ろでございますが、ホームページ、ＬＩＮＥあ

るいはこういったかむてんチャンネル、いろん

な媒体を使いながら、市の情報が皆様に広く伝

わるように努めてまいりたいと考えております。 

８ 番（鈴木法学委員） 委員長、鈴木法学。 

田中 功委員長 鈴木法学委員。 

８ 番（鈴木法学委員） 質問しようか、ちょっ

と判断に迷ったんですが、詳しい内容、件数等

もお知らせいただいてありがとうございます。

委託事業としてなので、どこまでこの成果説明

書に載せるかというのはちょっと悩ましいとこ

ろですが、載せていただいたほうが親切かなと

思います。その辺は御検討ください。 

  あと、今お話、課長から説明はありましたが、

当初は企業の広告掲載料により構築、運営して

いるので、今費用がかからないというふうには

なっているんですが、一応確認ですけれども、

今回の決算書のどの款項目にもかむてんチャン

ネルの経費は計上されていないということでよ

ろしいでしょうか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 決算として数字は出ては

ございません。 

８ 番（鈴木法学委員） 委員長、鈴木法学。 

田中 功委員長 鈴木法学委員。 

８ 番（鈴木法学委員） それでは、次の６つ目、

２款１項11目市民生活対策費、市民生活対策事

業費についてです。成果説明書は20ページ、空

き家対策事業についてです。 

  空き家への指導及び助言が17件、応急措置が

９件、業者対応がゼロ件、職員対応９件と、前

年度と同じに近いような記載がありながら、17

件は少し増えたかなと思っております。ただ、

こちらの業者対応ゼロ件となっているんですが、

決算書の95ページには、空き家等に係る応急措

置業務委託料４万6,500円と記載があります。

この業務委託料はどのような処理なのかお伺い

いたします。 

田中 功委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後１時２５分 休憩 

     午後１時２６分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開いたします。 

髙橋 学都市整備課長 委員長、髙橋 学。 

田中 功委員長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 空き家に係る応急措置に

ついてということの御質問でございます。 

  説明書のほうでは、業者対応ゼロ件というふ

うに記載をしてございますが、実際の内訳とし

ては、業務委託をしまして、事業者のほうにお

願いをして措置をしたということが１件ござい

ました。そちらの費用というのが、決算書のほ

うに掲載しております４万6,500円ということ

でございます。 

  以上です。 

８ 番（鈴木法学委員） 委員長、鈴木法学。 

田中 功委員長 鈴木法学委員。 

８ 番（鈴木法学委員） 業者対応が１件あった

ということで了解いたしました。 

  これを基にしての話になるんですけれども、

空き家の老朽化により、例えばですけれども、

落下してきた外壁の撤去や飛散防止対策など市

に求められたとき、この空き家等に係る応急措

置業務委託料というのはどこまで対応できます
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でしょうか。 

髙橋 学都市整備課長 委員長、髙橋 学。 

田中 功委員長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 空き家の応急措置という

ことで、周辺の住民の方から様々な情報が寄せ

られて、それの対応ということでございますが、

基本的には、まずは持ち主の方に対応していた

だくという折衝を行っております。持ち主の方

が不明であったりとか、実際に動けないという

ような状況があった中で、直接職員が対応した

り、職員で対応し切れない部分について、事業

者のほうに業務委託をしてということでお願い

している状況でございますので、どこまででき

るかということに関しましては、その状況に応

じながら対応をしていくということで、今現在

も行っているような状況でございます。 

  以上です。 

８ 番（鈴木法学委員） 委員長、鈴木法学。 

田中 功委員長 鈴木法学委員。 

８ 番（鈴木法学委員） ありがとうございます。

何かあればそういった対応をしていただけると

いうことで理解いたしました。 

  それでは、最後に９款１項５目災害対策費、

防災対策推進事業費について、成果説明書は

130ページになります。 

  災害備蓄推進事業の資機材ですが、特に非常

食、食の使用または廃棄分が1,723と、前年度

に比べ1,300以上とかなり多いようです。令和

６年、昨年の７月25日の大雨の際など、こちら

のほう大まかな使用時期、使用実績が分かれば

教えてください。また、廃棄率、廃棄数、使用

したものと一緒になっているので、それを分け

るとどういうふうになるのかも教えてください。 

柏倉敏彦防災危機管理課長 委員長、柏倉敏彦。 

田中 功委員長 柏倉防災危機管理課長。 

柏倉敏彦防災危機管理課長 災害備蓄品に係る質

問をいただきました。 

  こちら、令和６年度で使用、廃棄が多いと、

特に非常食が多いということですけれども、昨

年７月に２回の避難所開設もありまして、その

後も避難所を開設しております。そこでの使用

数と、あと保存期間がありますので、これを１

年切ったものについては廃棄をするということ

で、随時更新を図っているものですから、こち

ら、これぐらいの数字になってくるということ

でございます。実際、令和６年度に1,150食購

入してございますので、同じぐらいが使用され

ている、廃棄になっているというような認識で

よろしいのかなというふうに思います。 

  以上です。 

８ 番（鈴木法学委員） 委員長、鈴木法学。 

田中 功委員長 鈴木法学委員。 

８ 番（鈴木法学委員） 内容は分かりました。 

  ただ、こちらのほう、使用数と廃棄数を最初

から分けて、こういったふうに記載することと

いうのはできないんでしょうか。 

柏倉敏彦防災危機管理課長 委員長、柏倉敏彦。 

田中 功委員長 柏倉防災危機管理課長。 

柏倉敏彦防災危機管理課長 こちらにつきまして

は、ちょっと課内とかで検討してまいりたいと

思います。実際、避難所に備品を持ち込みまし

て、実際カウントしているというわけではござ

いませんので、そういったことも踏まえまして、

ちょっと検討させていただければというふうに

思います。 

８ 番（鈴木法学委員） 委員長、鈴木法学。 

田中 功委員長 鈴木法学委員。 

８ 番（鈴木法学委員） 了解しました。 

  あと、備蓄品を各学校や指定されている各避

難所に分けて管理するようになりました。今後

のことですけれども、こういった備蓄リストも

各避難所ごとに分けた実数であったり、そうい

った記載を何らかの媒体に掲載するなど、そう

いった予定があるかお伺いします。また、既に

行っているでしょうか。 

柏倉敏彦防災危機管理課長 委員長、柏倉敏彦。 
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田中 功委員長 柏倉防災危機管理課長。 

柏倉敏彦防災危機管理課長 ただいまの鈴木委員

の質問にお答えします。 

  現在のところは、そういったことはございま

せんが、いい御提案でありますので、ちょっと

中のほうで検討してみたいと思います。 

８ 番（鈴木法学委員） 委員長、鈴木法学。 

田中 功委員長 鈴木法学委員。 

８ 番（鈴木法学委員） よろしくお願いいたし

ます。 

  以上です。 

田中 功委員長 ほかにありませんか。 

１４番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

田中 功委員長 山科正仁委員。 

１４番（山科正仁委員） それでは、私のほうか

ら４点ほど質問させていただきます。 

  ページ数が153ページ、７款３項４目の備考

欄、市企業立地アンケート調査業務委託料、そ

れから159ページ、８款４項１目のコンパクト

シティ形成調査に関する、３番目が同じく159

ページ、同じく８款４項１目の新庄インターチ

ェンジ付近道の駅勉強会負担金、それから４番

目が163ページ、８款５項１目の空き家対策事

業費と、この４点についてお伺いします。 

  まず、１番目の市企業立地アンケート調査業

務委託料、これ我が同僚議員のほうからも、同

じ会派の議員からもいろんな一般質問もあった

ことですが、いろんな意味で市長も副市長も、

ちょっとまだまだ検討が必要だというようなお

答えをいただきました。この令和６年度に関し

ては、240万円ほどアンケートの調査を業務と

して委託しているという形でありますが、この

アンケートの結果、詳細内容をお伺いしたいと

思います。 

髙橋 潤商工観光課長 委員長、髙橋 潤。 

田中 功委員長 髙橋商工観光課長。 

髙橋 潤商工観光課長 企業立地アンケート調査

業務委託の中のアンケート調査の内容というふ

うなことで御質問いただきました。 

  こちらにつきましては、全協で一度御説明し

ていたかと思いますので、ちょっと重なる部分

あるかと思いますけれども、調査方法といたし

まして、基礎調査ということで、帝国データバ

ンクが保有するデータベースを用いた分析、ま

たアンケート調査ということで、新庄市に立地

する製造業またはＩＣＴ関連の事業を営む企業

88社ということで、郵送で調査をしていると。

また、加えましてヒアリング調査ということで、

新庄商工会議所等のヒアリングを行ったという

ふうなものをまとめまして、アンケート調査と

いうふうな事業として実施したものでございま

す。 

  この中では、新庄市の現在の産業の状況の把

握の部分、またそれから、何といいますか、見

えてくる課題であったり、今後取り組むべき内

容であったり、そういったものを分析してまと

めたものというふうになりますけれども、例え

ば人材の確保、育成の強化が必要なのではない

かというふうな部分、また産業構造の多様化と

競争力を強化する必要があるのではないかとい

うふうな部分、そして地域内で経済を循環させ

る仕組みづくりが必要なのではないか、企業の

付加価値を高めることが必要なのではないか、

また、企業間連携の推進なんかを進める必要が

あるのではないかと、そういった幾つかの課題、

状況から見える課題というふうなものをまとめ

たというふうなものになります。 

  現在進めております産業ビジョンの策定検討

の中で、こういった内容を踏まえまして、現在

大きく３つの柱を中心に検討を深めているとい

うふうな状況になってございます。 

  以上でございます。 

１４番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

田中 功委員長 山科正仁委員。 

１４番（山科正仁委員） ありがとうございます。

全協でもお話、内容としてお伺いしましたが、
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再度確認させていただきました。 

  果たして、今取られたアンケートの結果とい

うのを、実際的に今後の新工業用地に関してど

のように生かしていくかという具体的なプラン

というか、そのアンケート結果を踏まえた、今

現状の考えはどうでしょう。 

髙橋 潤商工観光課長 委員長、髙橋 潤。 

田中 功委員長 髙橋商工観光課長。 

髙橋 潤商工観光課長 このアンケート結果をど

ういうふうに生かしていくかというふうなお話

かと思います。今申し上げた幾つかの課題があ

ったわけでございますけれども、それを解決し

ていくことが、まずはこの地域に魅力ある企業

をつくり上げる、誘致する、あるいは域内でつ

くり上げていくというような方向性につながっ

ていくものと思っております。 

  先ほど申し上げたように、ここから、このア

ンケートを踏まえまして、最も重要であろうと

いうふうな課題を３つピックアップいたしまし

て、それを解決するための内容について、現在

協議を深めているところでございますので、こ

のアンケートで把握した課題をいかに解決する

かというふうなことを、産業ビジョンの中で方

向性を示しまして、それを踏まえた産業振興施

策を今後実施していくというふうな流れで生か

していくようになるかと思っております。 

  以上でございます。 

１４番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

田中 功委員長 山科正仁委員。 

１４番（山科正仁委員） 分かりました。ありが

とうございます。 

  それでは、次に159ページのコンパクトシテ

ィ形成調査業務委託料550万円ほどありますが、

これは記載されている位置から見ても、エコロ

ジーガーデン原蚕の杜に関する中の一つの委託

料かなと判断していますが、これどのような目

的を持った調査業務の委託なのでしょうか。 

髙橋 学都市整備課長 委員長、髙橋 学。 

田中 功委員長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 こちらコンパクトシティ

形成調査業務委託料550万円と記載されている

内容についてでございますが、こちらについて

は、昨年度策定をいたしました立地適正化計画

をつくるための業務委託ということになってご

ざいます。 

  以上です。 

１４番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

田中 功委員長 山科正仁委員。 

１４番（山科正仁委員） ということは、道の駅

に関連するものはないと、別項目ですね。 

  内容を１点だけお伺いしますが、コンパクト

シティーというのは、いわゆる分散している市

の施設というのを集約化して、効率よく生活で

きるような形にしていくというような内容だと

思います。これの内容、目的は分かりましたが、

この調査した結果を踏まえて、結果はもう出て

いるんですよね、結果は出ていると思うんです

けれども、その内容をお聞かせください。 

髙橋 学都市整備課長 委員長、髙橋 学。 

田中 功委員長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 コンパクトシティーとい

うのは、今委員がおっしゃったように、まちの

中に集約をするというような考え方でございま

すし、新庄市においては、それにプラスネット

ワークということで、周辺の居住地域と結びな

がらまちを形成していくというような目標にな

ってございます。それらを調査の中から洗い出

しながら、今回定めました立地適正化計画とい

うことでまとめさせていただいているというこ

とになります。 

  立地適正化計画におきましては、今申し上げ

たように、町なかのほうにある程度の集約をす

ると、居住誘導区域を定めて居住を進めるとい

うような考え方が一つございます。それに加え

て、先ほども申し上げたようなネットワークで

周辺との結びつきというところを掲げた計画と
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いうことで、それが成果かなというふうに思っ

ております。 

  以上でございます。 

１４番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

田中 功委員長 山科正仁委員。 

１４番（山科正仁委員） 分かりました。ありが

とうございます。 

  それでは、次は新庄インターチェンジ付近道

の駅の勉強会の負担金45万円というこの内訳と、

その勉強会の内容の成果というか、どのような

内容で勉強会を行ったかという点をお伺いしま

す。 

髙橋 学都市整備課長 委員長、髙橋 学。 

田中 功委員長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 インターチェンジ付近道

の駅勉強会の負担金ということで、45万円とい

うことになってございます。こちらのほうは、

最上の８市町村の首長たちの勉強会ということ

で、新庄市としては45万円、ほかの町村で各15

万円を負担して、それぞれのお金でこの勉強会

を運営してきたということでございます。昨年

度の６月から、実際には毎月１回という中で、

講師をお呼びして、その課題、行政があるべき

ものということの課題について、様々な勉強を

してきたということでございます。今年の３月

には、一旦中間取りまとめという形で、皆様の

ほうにもお示しをさせていただいたとおりの成

果ということで進めているところでございます。 

  なお、今年度につきましても、同じく勉強会

を引き続きやってございます。この勉強会、目

的としましては、行政のほうでの課題を整理し

ながら、インターチェンジ道の駅の検討会の再

開に向けてということで、今現在も進めている

というところでございますので、よろしくお願

いいたします。 

１４番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

田中 功委員長 山科正仁委員。 

１４番（山科正仁委員） 勉強会ということで、

検討会を早めに実施するための前段としての勉

強だと思いますが、これ空気感というか、その

勉強会の中での空気感で、言いづらいでしょう

けれども、推進していく方向性にいきそうなの

か、その辺もし言えることがあれば教えてくだ

さい。 

髙橋 学都市整備課長 委員長、髙橋 学。 

田中 功委員長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 勉強会につきましては、

８市町村の首長方で、やはりどういったものが

必要なのかと、行政としてどういうことがある

べきかということで、共通のイメージを持つと

いうことがまずは一番大切なことなんだろうと

いうことで、その共通イメージを持ちながらや

っているということでございますので、それぞ

れが共通のイメージを持てるような形で進んで

いるというふうに御理解いただければと思いま

す。 

１４番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

田中 功委員長 山科正仁委員。 

１４番（山科正仁委員） まだまだ心の中の話で

しょうから、なかなかつかみづらいでしょうが、

ぜひいろんな情報をバックしていただければい

いなと思っております。よろしくお願いします。 

  あと、最後になりますが、163ページの空き

家等物件調査業務委託料の下にまた除却関係も

ありますが、こちらに関しての調査内容で得た

この情報の活用をどのように行っているか、そ

の実際例をお伺いします。 

髙橋 学都市整備課長 委員長、髙橋 学。 

田中 功委員長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 空き家等物件調査業務委

託料ということで、こちらの調査につきまして

は、空き家バンクに登録をいただく方、申請を

いただいた方のその建物の中を調査をさせてい

ただきまして、その間取りであったりとか、写

真を撮らせていただいて、空き家バンクに掲載

するための資料ということで調査をしていると。
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その成果が、ホームページ等々で皆さんに公開

させていただいて、買手といいますかマッチン

グをするための委託料ということになってござ

います。 

  以上です。 

１４番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

田中 功委員長 山科正仁委員。 

１４番（山科正仁委員） 分かりました。 

  併せて、この空き家の除却支援事業費の補助

金ということで20万円計上されておりますが、

こちらのほうの使い勝手というか使用方法とい

うか、どのようなケースのときに使える支援に

なるんでしょうか。 

髙橋 学都市整備課長 委員長、髙橋 学。 

田中 功委員長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 こちらの今質問いただき

ました空き家除却支援事業ということで、いわ

ゆる空き家を解体する場合に、その一部補助と

いうことで支援をしているものでございます。

令和６年度におきましては、最大10万円の補助

ということで、今回20万円ですので２件の申請

がありまして、10万円を２件補助したという内

容でございます。 

１４番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

田中 功委員長 山科正仁委員。 

１４番（山科正仁委員） 分かりました。解体に

対する補助という形でしょうから、今後も増え

る可能性あると思っております。 

  あと、一つ情報提供というか、ある業者が空

き家を売却してくれということで承ったところ、

そこの土地には畑があったと。付随するもので、

家の前が畑、それは農地であったという場合に、

農地の農地転用、農業委員会もいらっしゃいま

すので、そちらがネックになってなかなか進ま

ないという話もありました。そういう関係で支

援、売買に対する支援とはまた別枠なんでしょ

うけれども、そういう関係の手厚い指示という

のはできるものでしょうか。 

髙橋 学都市整備課長 委員長、髙橋 学。 

田中 功委員長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 ただいまの御質問に対し

てですが、実際にやはり御相談がありました。

空き家、空き地という形で売却したいんだと、

ただそこにはやはり畑、田んぼがついてくるの

で、どうしたらいいだろうという御相談を受け

たことも、やはりあります。こういった場合に、

金銭的なものに関しては、今お話ししました空

き家バンクであったり、空き家除却というもの

をうまく活用していただくということがまず一

つありますし、農地転用に関しましては、こち

らのほうから関係の課のほうに情報を共有させ

ていただいて、こういった相談があるのでとい

うことで連携をしながら、そちらの方へは支援

をしたというような形を取ってございます。 

  以上です。 

１４番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

田中 功委員長 山科正仁委員。 

１４番（山科正仁委員） ぜひ、せっかく空き家

の物件数を解消するいい機会であろうかと思い

ます。せっかくの売買で、農地関係でネックが

あって売れなかった、進まなかったという話は

もったいない話でありますので、ぜひ市のほう

でも、農業委員会のほうもバックアップしてい

ただいて、農地転用に関してもっと融通を利か

せるとか、アドバイスをしっかりしてあげると

いうふうな体制が必要かと思います。よろしく

お願いします。 

  以上です。 

田中 功委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後１時４９分 休憩 

     午後１時５９分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ここで、都市整備課長より発言の申出があり
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ますので、これを許可します。 

髙橋 学都市整備課長 委員長、髙橋 学。 

田中 功委員長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 先ほど、鈴木法学委員の

御質問の中でお話をさせていただいたところで

ございますが、主要施策の成果に関する説明書

20ページの部分に誤りがございました。20ペー

ジの（２）空き家対策事業につきまして、②の

応急措置９件、ゼロ円というところでございま

すけれども、こちら金額、先ほど申し上げまし

た４万6,500円という金額で業者対応が１件と

いうことでございましたので、ここで修正をさ

せていただきたいと思います。 

  重ねておわびを申し上げます。よろしくお願

いいたします。 

田中 功委員長 では、審査に入ります。ほかに

ありませんか。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） 私のほうから５点ほ

ど質問させていただきます。 

  １つ目、89ページ、２款総務費１項総務管理

費７企画費の中のやまがたＡＩ部運営コンソー

シアム負担金について、２つ目が119ページ、

３款民生費２項児童福祉費１目児童福祉総務費

の新中部保育所建設事業、３番目が139ページ、

６款農林水産業費１項農業費３目農業振興費の

６次産業推進事業、４番目が165ページ、９款

消防費１項消防費、非常備消防費、５番目が

183ページ、10款教育費５項社会教育費１目社

会教育総務費の中の地域学校協働活動推進事業、

これ多分事業名では載っていないですけれども、

多分この中に入っているということで御質問い

たします。 

  ちょっと順番を変えまして、消防費のほうか

ら質問させてください。消防団関係の費用、こ

ちらのほうに出動手当等を計上されていると思

います。消防団員、災害等の最前線を担ってい

るわけですけれども、地域防災力の中核であり

ますが、一方で団員数の減少、高齢化が進んで

いるという状況にあります。また、昨年も豪雨、

今般も昨日からの豪雨、どういう対応になるか、

ちょっとびくびく不安だったんですけれども、

そういう対応や、あとは熊への対応ということ

もありました。報酬等も上がり、財政的にも負

担が増しているという状況にあると思います。 

  その中で、決算における消防団員の報酬、決

算額4,950万円ということになっていると思い

ますが、前年の4,300万円から比べて増加して

いると思います。この増加の要因をどのように

分析しておりますでしょうか。 

柏倉敏彦防災危機管理課長 委員長、柏倉敏彦。 

田中 功委員長 柏倉防災危機管理課長。 

柏倉敏彦防災危機管理課長 消防団員報酬につい

ての御質問いただきました。 

  こちらにつきましては、前年度が4,300万円

ほど、令和６年度が4,900万円ほどとなってお

ります。こちらにつきましては、令和６年度か

ら団員報酬が上がっているということと、それ

から水火災災害発生時の出動手当、こちらにつ

いても、時間ごとに区切って最大8,000円まで

支給するというようなこと、それから、訓練警

戒等の報酬についても、１回当たり1,000円を

団員のほうにお支払いしているということから、

この642万5,000円ほど増額しているという要因

だというふうに認識しております。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） 年々その災害等の出

動が増えているという実感はございました。報

酬等も増額をしていただき、団員が減少してい

るというところにも歯止めというか、インセン

ティブということで上げていただいているとい

うことには感謝申し上げたいと思います。 

  この消防団の出動の手当については、財源は

新庄市の単独なんでしょうか、それとも県、国
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などの補助金があるのか、ちょっとその有無を

確認させてください。 

柏倉敏彦防災危機管理課長 委員長、柏倉敏彦。 

田中 功委員長 柏倉防災危機管理課長。 

柏倉敏彦防災危機管理課長 国県の補助等はござ

いませんが、交付税措置がされているというこ

とでございます。よろしくお願いします。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） 交付税ということで、

国からの手当てみたいなもので理解しました。

ただ、その交付税の算定は、出動回数とか人数

とか様々要因あると思うんですけれども、この

自然災害の発生等で出動回数が伸びた、人数が

多くなれば、その報酬等も多くなると思うんで

すが、その辺については手当てされているのか

どうか、いかがでしょう。 

柏倉敏彦防災危機管理課長 委員長、柏倉敏彦。 

田中 功委員長 柏倉防災危機管理課長。 

柏倉敏彦防災危機管理課長 そこまでは加味され

ているものではございません。あくまでも団員

の人数、条例定数から見る実人数等、そういっ

たことで算定されているものでございます。よ

ろしくお願いします。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） 分かりました。であ

れば、国からの交付税という措置というものは

定額ということで、定数に対しての定額であっ

て、出動すればするほど市の持ち出しが増える

という構図になっているのかなと理解しました。 

  昨年なんですけれども、今年の１月、２月で

すか、市街地に熊が出没し、消防団も出動して

対応に当たりました。そのとき私もいましたけ

れども、今般もその市街地で熊が出ているとい

う情報もありました。今回は消防団への出動要

請というものはなかったんですが、こうしたと

きに、消防団、昨年度令和６年度の活動であれ

ば、丸２日間夜通しでということであったと思

うんですが、どれほどの活動経費がかかったの

か分かりますでしょうか。 

柏倉敏彦防災危機管理課長 委員長、柏倉敏彦。 

田中 功委員長 柏倉防災危機管理課長。 

柏倉敏彦防災危機管理課長 大変申し訳ございま

せん。個別具体の金額については把握してござ

いません。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） そうだろうなとも思

いつつ、ちょっと細かい質問をして大変申し訳

なかったんですけれども、限られた予算の中で

効率的な活動を行うというのが、一般質問でも

申し上げてきました。やっぱり出動基準の明確

化というのが重要なのかなと思っています。前

回の熊の騒動のときに消防団員が出動して、今

回熊が見えたという情報はあったんですけれど

も、そこまでは消防団員に要請がなかったとい

うのも、一つどういう基準で出ているのかどう

かというのもありました。火災以外の災害、獣

害とか水害の対応について、これまでも申し上

げてきましたが、消防団員の出動基準というも

のを今検討、策定、どのように進めております

でしょうか。 

柏倉敏彦防災危機管理課長 委員長、柏倉敏彦。 

田中 功委員長 柏倉防災危機管理課長。 

柏倉敏彦防災危機管理課長 消防団員の出動基準

についての御質問いただきました。 

  こちらについては、分団長以上会議で毎回と

いいますか、検討しているところでございます

が、あくまでも指揮命令系統、団長からの指揮

の下に活動を行うということでございますので、

市から消防団のほうに要請を団長にしますと、

そこから団長から分団長、分団長から部長、部

長から班長へと普通は指示が下るものだという

ふうに認識してございます。 

  こちらの基準につきましては、昨年度ちょっ
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となかなか厳しいところもあったということも

あったんですが、今年改めて分団長以上会議で

その確認を行って、団長が市から要請を受けた

段階で、それをもって団長から各分団長のほう

に指示をすると。それをもって出動したものに

ついては、活動報酬という認識になると。ただ

し、広報訓練等、通常消防団の団長がお願いし

ている広報活動についても、回数当たりという

ようなことで報酬をお支払いすることになって

おりますが、こちらにつきましても、あくまで

も消防団長が指示をしたもの以外については報

酬は支払われないということで御理解いただけ

ればというふうに思います。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） 今の御回答であれば、

基本的には団長に市から要請があって、そこか

ら団としての指揮系統で出動するというところ

で、そこの中で報酬等が発生するということで

理解しました。であれば、なおさら市のほうで

出動基準をちゃんと決めていただいて、やっぱ

り火災ということになれば、もう皆で駆けつけ

て初期消火でたたくというのが、この火災にお

いては必要かと思いますが、水害、熊について

は、やはり団員であってもどこまで行くのか、

熊に対しても、装備がない中で皆が必要なのか

とか、それぞれちょっと思うところと不安なと

ころとありましたので、今このような御質問を

させていただいています。ぜひその基準と、市

からのということであれば、内部で検討をお願

いしたいと思います。 

  続きまして、地域学校協働活動推進事業に移

ります。こちらは、一般質問でも何度もちょっ

と取り上げさせていただきました。 

  この地域学校協働活動の推進ということで、

改めて申し上げますと、学校と地域をつなぐ取

組ということで、非常に重要なものだと思いま

す。主要施策の説明書にもありまして、学校運

営協議会の活動が活性化したことで、地域学校

協働活動も推進したという成果が報告されてい

ます。学校運営協議会自体は、学校の教育の中

でのものだという認識を私はしていまして、地

域学校協働活動は社会教育ということで、これ

は一体的に進めなければならないということは、

これまでも申し上げてきました。 

  以前お聞きしたんですが、この地域学校協働

活動の推進員の報酬は、この中では謝金として

含まれているということでよかったでしょうか。 

岸 聡社会教育課長 委員長、岸 聡。 

田中 功委員長 岸社会教育課長。 

岸 聡社会教育課長 ただいまの活動されている

方の報酬の部分でございますけれども、地域学

校協働活動推進員謝金という項目、決算書に載

せてございます。金額にいたしまして231万

4,000円、こちらが該当するのかと思います。

よろしくお願いします。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） ありがとうございま

す。 

  今年度、昨年度から併せて多分増額というか、

決算上は額が増えているという認識なんですけ

れども、それは活動量が増えたからという認識

でよかったでしょうか。 

岸 聡社会教育課長 委員長、岸 聡。 

田中 功委員長 岸社会教育課長。 

岸 聡社会教育課長 増額の内容につきましては、

令和５年度までは推進員の方５名体制というこ

とで、令和６年度からは、新たに統括的な活動

をしていただく方を１名増員いたしまして、内

容的には、これまでの推進員をやられた方から

１名、統括ということでランクアップしていた

だいて、その分を新たに別の方お一人お願いし

たということで、６名体制ということで１名増

員という部分での増額となっております。よろ

しくお願いします。 
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５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） ありがとうございま

す。 

  この活動は、先ほども申し上げたとおり、学

校と地域をつなぐその間のコーディネーターの

役目をされている方々ですので、増員は本当に

ありがたいと思います。 

  コロナ明けなんですけれども、やはりこの活

動量が増えていると実感しております。増えて

いる要因の中では、やはり地域の方々とともに

学びながらというのが、学校の児童生徒にも教

育的な効果が高いからということで思っていま

す。ただ、地域との関わり方がやはり増えるス

ピードが、この増員よりも多くなっているんじ

ゃないかなという懸念もございます。そういう

ところから把握していらっしゃるのであるかど

うかちょっと分からないんですけれども、学校

の先生たちの業務量というものが、その学校の

中、学校外、いろいろあるとは思うんですけれ

ども、増えていないかどうかというのは分かり

ますでしょうか。 

大町 淳学校教育課長 委員長、大町 淳。 

田中 功委員長 大町学校教育課長。 

大町 淳学校教育課長 ただいまの学校の教員の

負担増になっていないかという御質問に対して

お答えいたします。 

  学校では、やはり今、地域に開かれた学校と

いうこともありまして、地域の教育力、それを

生かした様々な展開をしております。その中で

は、本当にこの支援員の方、推進員の方がいら

っしゃることで、教員が安心して地域の教材や

人との学びを推進できるという意味では、教員

にとっては本当に大きな意味で働き方改革につ

ながっている、また教育効果も上がっているも

のと思っております。 

  以上です。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） 効果というところで、

学校の先生方の負担増はちょっと、多分分から

ないのかなとは思うんですけれども、ただ明ら

かに先生方が、言葉はあれですけれども、自ら

動けば動くほど、なかなか楽しいのではあるん

ですが、負担も増えると私は思っております。 

  この地域学校協働活動の推進員を拡充強化す

ることが、生徒がこの地域を知る機会をさらに

増やすと同時に、教員の負担も減るという一石

二鳥だと思うんですけれども、その辺について

はいかがでしょうか。 

岸 聡社会教育課長 委員長、岸 聡。 

田中 功委員長 岸社会教育課長。 

岸 聡社会教育課長 今委員から御指摘いただい

た面もあろうかとは思いますけれども、まずは

今現在の制度を十分実行した上で精査して、今

後考えていきたいと思います。よろしくお願い

します。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） ぜひ精査しながら、

学校の先生方の働き方と連動というか両方見な

がら、ぜひこちらのほうも強化、拡充していた

だけたらなと思います。 

  ３点目になるんですけれども、ちょっと戻り

まして、やまがたＡＩ部運営コンソーシアムの

負担金についてお伺いします。 

  負担金100万円ということで、各市なのか、

新庄市に対しては支出を求められて支出したと

いうことだと思うんですけれども、事業内容は

改めてどのようなものでしょうか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 やまがたＡＩ部運営コン

ソーシアムへの負担金というようなことでござ

います。 

  このやまがたＡＩ部運営コンソーシアムにつ
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きましては、今後需要が見込まれるデジタル人

材、そちらを育成するために、山形県内の企業、

教育機関、そして自治体が連携して取り組んで

おりまして、ＡＩプログラミング教育を通じた

デジタル人材育成プロジェクトという形で、県

内の高校生を対象に部活動という形で令和２年

度から始めている取組になっております。 

  その内容につきましては、まず高校の部活と

いうような形で、各企業様からコーチングスタ

ッフというような形で出していただいて、オン

ラインでの勉強会のような形になっております。

プログラミングの内容につきましては、最初座

学という形でプログラミング教育になります。

そしてまた、実習という形でオンラインでのＡ

Ｉの実験、あと地元企業訪問という形での実地

体験、そして最終的にＡＩ甲子園ということで、

参加している高校、皆様方が競技プレゼンです

る大会のような構成で、１年間流れております。 

  今参加しているのが、県内の高校でいいます

と21校で、市内でも１校参加しているという形

で、地元のある高校のある市町村が、それぞれ

100万円ずつ負担というような形になっている

というふうな形で認識しているところでござい

ます。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） 今の目的などは、こ

れからの時代のＡＩというところを活用しての

人材育成ということで、非常に説明を受ければ

必要な事業なのかなと、これで人材が育ってい

ただければなと思うんですが、このＡＩの活用

と、この人材育成が、この市の事業とどのよう

に連携されているんでしょうか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 市の事業とどう連動、関

係しているかというようなお話でございますが、

市の事業そのものに何か活用ということではあ

りませんで、あくまで人材の育成でありますの

で、これから新庄市を担う人材育成のために、

やはり今デジタルといったところを活用する部

分が非常に多くなっておりますので、こういっ

た活用できる人材を育て、そういった方々が今

度地元新庄の企業で働いていただいて、そうい

ったデジタルを使ってさらに生産性向上とか、

そういった企業面での活躍なども期待できるも

のではないかなというふうに考えております。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） 分かりました。 

  今の説明では、その内容どおりとなれば理解

はしたんですけれども、もう一歩やっぱり踏み

込んで、関わりをちょっとつくっていかないと

いけないのかなと思っております。100万円と

いう負担金が高いか安いかはちょっとさておき、

この100万円で人材育成を行ってもらうところ

に、コンソーシアムに出しましたと、拠出しま

したと言ったら、どのぐらいの人材がこれで育

成されたんだというのを、やはりコンソーシア

ムの中でも強く言っていかないと、出しっ放し

ではちょっとなかなかこの100万円が安くもな

るし高くもなるしという次元だと思うんですけ

れども、その辺についてはどうお考えですか。 

石山健一副市長 委員長、石山健一。 

田中 功委員長 石山副市長。 

石山健一副市長 ただいま坂本委員からは、この

負担金に基づいてどういう地域として成果を上

げていくかということだと思います。 

  ＡＩ部については、ただいま実は活動をもっ

と活発化する必要があるんじゃないかというこ

とで、今コンソーシアムの会長にお願いして、

さらに部活動の活動する生徒を増やすような取

組、まず一つ、それをしていただいております。

直接会長から、各学校の生徒に呼びかけていた

だくような講話をお願いしております。もう一

方は、コーチングスタッフの企業にも会長が直
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接協力をお願いするようなことをお願いしてお

ります。そのコーディネートを市としてもさせ

ていただいております。 

  もう一つは、市から実はコンソーシアムにお

願いしているのは、地元の企業のコーチングス

タッフの人が、地元の学校の生徒にコーチする

ような仕組みにぜひお願いしたいと。新庄最上

の企業の社員の方が、直接市内の学校の生徒に

教えるという形にすると、生徒から見れば、地

元の企業でこういうふうな、実際にプログラミ

ングなりデジタル使った会社なり、自分が将来

活躍できる場があるんだなというのを分かって

もらえると思いますし、企業から見れば、将来

回帰していただいて、地元の企業に勤めていた

だければ、それは地域の活性化にもつながると。

こういう仕組みを、実は今もう一回活性化のた

めにつくるようなことをお願いしております。 

  そのほかにも、少しあれですけれども、ほか

の企業でも、小中学校、特に中学校あたりにプ

ログラミングの直接授業にも御支援に前向きな

企業もありますし、コアカレッジさんも小中高

生向けのそういうプログラミングの研修会みた

いなものを開催したいというのがありますので、

私どもとすれば、やっぱり小さいうちから、や

はりこういうデジタル人材を、企業それから学

校、それから行政が一緒になって、そういう仕

組みを地域の中でつくっていけるようになれば、

今後ますますデジタル人材の育成が進むのでは

ないかなと思っておりますので、そういう取組

を強化していきたいと思っています。よろしく

お願いします。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） ありがとうございま

す。いろいろ御苦労されて展開されているのか

なという、副市長の答弁だったと思います。 

  昨日なんですけれども、オールもがみ若者定

着・人材育成事業という、それのコンソーシア

ムの会議にちょっと参加させてもらいました。

その中で、山形大学の松坂教授が、講演という

か講話があったんですけれども、その中で、地

元の企業の方と、年齢が若ければ若いほどと言

っていたんですが、やはり接触したり、その方

とお話ししたりというのが、自分の地元での、

こういう方々がいて、こういう仕事があってと

いう、それが残って、最終的に大人になったと

きに、どこに働くといったときに、知っている

か、知らないかというのはすごい大きな差があ

るというところでした。なので、高校生なら地

元の企業が育成に関わるというのはすごい重要

だと思いますので、ぜひそのＡＩ人材で連携し

ていくということであれば、産業ビジョンまで

は言わないんですけれども、ぜひ産業とも関わ

りを持っていっていただけたらなと思います。 

  ４番目です。ちょっと時間がなくなってきた

ので全部行けるかあれなんですけれども、最初

に農林水産の６次産業のところを質問させてい

ただきたいと思います。 

  令和６年度の決算においては、こちらも100

万円ということで、協議会へ負担金となってお

ります。皆さんも聞いたことあると思うんです

けれども、しんじょういいにゃフードのブラン

ドとして、新規認定とか販路拡大ということで

成果が示されております。このような事業をや

っているというところと、やはりどのような目

的でとなれば、売上げの増加、それが市内の農

家の所得向上といった実効性のある成果に本当

に結びついているのかどうか、その辺を調査し

ているのかどうか、その辺伺いたいと思います。 

大江 周農林課長 委員長、大江 周。 

田中 功委員長 大江農林課長。 

大江 周農林課長 ただいまの質問にお答えしま

す。 

  このいいにゃフードにつきましての売上げに

つきましては、年々僅かずつでありますけれど

も増加しているというようなことは分かってお
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りますけれども、どういうふうな形でそれが農

家様の所得に反映されているかまでは、そこま

では分析はしておりません。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） 100万円というとこ

ろで、やはり協議会なので、どの団体がどうい

うふうに協議会へお金を拠出しているのか、ち

ょっとそこの中身まで分かりませんが、やはり

お金を出している以上、そこまで追求して、農

家の農業者の方、生産者の方の所得向上まで上

がってはじめての事業、経費のかけ方だと思う

んですが、今後どのように、そのような道に持

っていけるかという、そういう戦略などはあり

ますでしょうか。 

大江 周農林課長 委員長、大江 周。 

田中 功委員長 大江農林課長。 

大江 周農林課長 ただいまの質問にお答えしま

す。 

  ６次産業化というのは重要な戦略の一つと思

って、特にしんじょういいにゃフードというの

は、新庄市のシンボル的な６次産業の一つとい

うふうに認識しております。こちらのほうの、

どうやって売れる商品を開発するかも含めて、

今後さらなる検討が必要だというふうに認識し

ております。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） ぜひ、そのように検

討していただければと思います。 

  新庄市の道の駅、秋に開業というか始業され

ますので、そこでこのような新庄の６次産業を

どのように売っていくかというのは、まさにそ

ういうところで売るための商品だと思っていま

すので、よろしくお願いいたします。 

  残り２分ということなんですけれども、最後

に新中部保育所の建設事業についてお伺いしま

す。 

  昨年度からいろいろ議会に対しても説明いた

だいているところですが、昨年度は、その翌年

度の繰越しということで多額の繰越金になった

と思います。建設が遅れたということで、こう

いう事態になったと思うんですけれども、現在

工期は順調でしょうか。 

土屋智史子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

土屋智史。 

田中 功委員長 土屋子育て推進課長兼福祉事務

所長。 

土屋智史子育て推進課長兼福祉事務所長 新中部

保育所の建設事業についての御質問でございま

す。 

  現在、８月の末時点で、建設の進捗率約30％

となっておりまして、工期どおりの進捗状況に

なっております。 

  以上です。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） 順調ということで安

心しました。昨今の物価上昇ということで、毎

年毎年工期が遅れれば部材も上がるというよう

な状況ですが、１年遅れたことでの工事費の増

大、費用の増大というものはどうでしょうか。

ありますかどうか。 

土屋智史子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

土屋智史。 

田中 功委員長 土屋子育て推進課長兼福祉事務

所長。 

土屋智史子育て推進課長兼福祉事務所長 当初令

和５年度に建設ということでありましたが、令

和６年度から建設するということで、価格のほ

うは、単価の上昇などがありまして、それを補

正させて対応したところでありますので、若干

の工事費の上昇があったということでございま

す。 

  以上です。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 
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田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） 順調ということで、

これからも工期を守っていただいて、見ていた

だければと思います。 

  終わります。 

田中 功委員長 ほかにありませんか。 

９ 番（辺見孝太委員） 委員長、辺見孝太。 

田中 功委員長 辺見孝太委員。 

９ 番（辺見孝太委員） よろしくお願いします。 

  決算書91ページ、２款１項７目総務費、総務

管理費、企画費の移住支援金、93ページ、２款

１項８目同じく総務管理費の広報費、市公式Ｌ

ＩＮＥアカウント機能拡張業務委託料について、

149ページ、７款１項３目商工費の観光費、外

国人観光客案内体制整備事業委託料について、

163ページ、８款５項１目土木費、住宅費、住

宅管理費、空き家除却支援事業費補助金、最後

に189ページ、10款５項８目教育費、社会教育

費、ふるさと歴史センター費の展示山車人形借

上料についてお伺いいたします。 

  まず、91ページの移住支援金についてですが、

毎年着実に活用が増えているなというふうに感

じております。令和６年度の実績が４件480万

円というところで、単身者と、もしかしたらち

ょっと大きい金額該当された方がいるのかなと

思っております。令和５年度に聞いたときには、

Ｉターンの方が多い傾向があったんですが、令

和６年度はＩターンとかそういう方が多い傾向

というのは変わりないでしょうか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 令和６年度に移住支援金

を利用された方というふうなことで、こちらは

一応県のほうに報告する中で、いろいろ内訳分

類作っております。その中では、関係人口とい

う形での４名というようなことで、ちょっとＩ

ターンというような形に近いかと思いますが、

内訳としては関係人口というような形で整理さ

せていただいていたところでございます。 

  以上であります。 

９ 番（辺見孝太委員） 委員長、辺見孝太。 

田中 功委員長 辺見孝太委員。 

９ 番（辺見孝太委員） 東京圏の方から、いず

れにしろ恐らく７名ぐらい定住、新庄のほうに

されているのかなというふうに思います。私の

周りもＵターンの方は結構いて、ただこういっ

た支援金を活用しているかどうかというところ

でＩターンが多いのかという、Ｕターンの方も

使っているのかということをお聞きしたんです

が、こういった支援金を使わなくても、新庄に

戻ってきて定住するということであればすごく

いいんですが、例えば周知が足りないとか、そ

ういったところで活用されていないということ

でありますと、市はお金は確かに出さなくてい

いんですけれども、一方で国とか県の支援を取

りこぼしているというような側面はあるかと思

います。そういったあたり、周知とかは十分行

き届いているというように分析しておりますで

しょうか。お願いします。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 周知につきましては、市

のほうでの周知も加えまして、この事業につい

ては全国同じ制度で成り立っておりますので、

国県からの周知みたいなものもそれぞれあるか

と思います。 

  対象になりますのが、やはり東京23区と限ら

れておりますので、なかなかそのところから来

られた方という形では人数少ないかと思います

が、様々移住相談センターという形での相談窓

口通しますと、23区以外からの移住を希望され

ている方なども多数いらっしゃいますので、そ

ういった方々からの移住というのも進めていき

たいと思っております。 

  この制度につきましての周知という形では、

それなりにしているつもりではあるというとこ
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ろでございます。 

９ 番（辺見孝太委員） 委員長、辺見孝太。 

田中 功委員長 辺見孝太委員。 

９ 番（辺見孝太委員） 分かりました。 

  続いて、93ページの市公式ＬＩＮＥアカウン

ト機能拡張業務委託料についてお伺いします。 

  公園の損傷を通報する機能があるかと思うん

ですが、これについては活用はされております

かというところと、以前この公園の損傷を通報

する機能の利用状況を見て、ちょっと道路の損

傷の通報まで機能拡張するか検討するという話

だったかと思うんですが、道路の損傷の通報ま

での拡張を考えているか、お願いします。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 損傷の通報ということで、

ＬＩＮＥ上は道路と公園と表示されているかと

思います。今は公園のほうの通報しかできない

ような形になっておるそうですが、特に通報と

いうのはこれまでなかったように、あったとい

うような報告は受けていないところであります。 

  今まだ道路もないところでありますが、今後

やはりいろいろな機能のほうは拡張していきた

いということでは考えておりますので、ちょっ

と通報を受けたときの体制などをどうするかと

いうのは、まだ今検討中なところもありますの

で、そこら辺は担当課のほうとも調整しながら、

可能であればそういった道路の部分の通報につ

いても取り組んでいければというふうに考えて

いるところであります。 

９ 番（辺見孝太委員） 委員長、辺見孝太。 

田中 功委員長 辺見孝太委員。 

９ 番（辺見孝太委員） そもそも公園に損傷が

なければ通報もないのかなというふうにも思い

ますが、やはり私も道路の損傷はたまに電話さ

せていただくんですが、電話で言うより画像を

送ったほうが分かってもらえるかなというふう

にも日々感じます。Ｅメールもあるんですが、

こういった機能が実装されれば、お互いにいい

のかなと思いますので、令和６年度の状況も確

認しつつ検討いただければと思います。 

  続きまして、149ページの外国人観光客案内

体制整備事業委託料で、成果表にもありました

観光コンシェルジュは、どのような方がどんな

ことを行っているのか、お願いいたします。 

髙橋 潤商工観光課長 委員長、髙橋 潤。 

田中 功委員長 髙橋商工観光課長。 

髙橋 潤商工観光課長 観光コンシェルジュにつ

いてということで御質問をいただきました。 

  こちらにつきましては、決算書に記載ありま

すこの委託事業の中で、新庄観光協会に英語が

堪能な方を１名配置しているというふうな状況

であります。観光案内、日本語に不慣れなとい

いますか、英語を使って観光についての案内を

したり、様々な情報を発信、お知らせをしたり

というふうな活動をしていただいている方にな

ります。よろしくお願いします。 

９ 番（辺見孝太委員） 委員長、辺見孝太。 

田中 功委員長 辺見孝太委員。 

９ 番（辺見孝太委員） 分かりました。コンシ

ェルジュといういい名前がついているので、結

構行き届いたことをしてくれているのかなと思

います。常駐しているんでしょうか、お祭りの

ときだけとか、繁忙期だけとか、そういう形で

すか。 

髙橋 潤商工観光課長 委員長、髙橋 潤。 

田中 功委員長 髙橋商工観光課長。 

髙橋 潤商工観光課長 観光コンシェルジュにつ

いて、常駐かどうかというふうなお話でござい

ますが、基本常駐というふうなことでございま

す。こちらの委託事業につきましては、ガイド

ボランティア団体のおもてなしレディースとい

うふうなものについての経費もこの中に含まれ

ておりまして、こちらも４か国語ですか、それ

ぞれ堪能な方を現在11名いらっしゃいますけれ

ども、そちらの方は非常勤扱いというふうなこ
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とになりますが、こちらの方と連携していただ

きながら、ゆめりあでの外国人に対する情報発

信に取り組んでいただいているというふうな内

容になります。 

９ 番（辺見孝太委員） 委員長、辺見孝太。 

田中 功委員長 辺見孝太委員。 

９ 番（辺見孝太委員） 分かりました。 

  次に、163ページの空き家除却支援事業費補

助金につきまして、先ほど山科正仁委員も触れ

たところなんですが、令和６年は上限10万円で

２件活用されたということで、ただ当初の見込

みよりも件数が少なかった、活用が少なかった

のではないかなと思いますが、どのように分析

しておりますか。 

髙橋 学都市整備課長 委員長、髙橋 学。 

田中 功委員長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 空き家の除却支援事業と

いうことで、上限10万円であったと。こちらの

事業、令和５年からスタートしてございます。

令和５年につきましては６件、60万円というこ

とでございました。令和６年が２件の20万円と

いうことになって、利用者が減っていると。相

談には複数の方が来られておりました。ただ、

やはり10万円という金額を聞いたときに、「う

ーん」と思われている方がやはり何名かいらっ

しゃった。足を運んでいろんな資料を整えてと

いう手間を考えると、というふうなことを実際

におっしゃっていた方もいらっしゃいましたの

で、その10万円で、少しでもその解体をする方

の気持ちを支えようということでスタートはし

たんですけれども、やはりそこの気持ちをおっ

つけるというか、精いっぱいバックアップする

というところになかなか行かなかったのではな

いかなというふうなところを感じているところ

でございます。 

  そんな状況でございましたので、今年度から

またちょっとその制度を見直したということの

経緯もあるということで見ております。 

  以上です。 

９ 番（辺見孝太委員） 委員長、辺見孝太。 

田中 功委員長 辺見孝太委員。 

９ 番（辺見孝太委員） 令和７年は上限50万円

になったということで、結構申込みが多くなっ

ているのではないかなと、補正予算なんか見て

も思うんです。やっぱり、令和６年度の状況２

件だったということに対して、上限を上げたと

いうことが、令和７年度の利用増につながって

いるのではないかなと思います。 

  課長おっしゃられたとおり、動機づけとして

はやっぱり10万円ではちょっと足りなかったの

かなというところで、こういった制度の改定と

いうのが、いい方向に働いたのではないかなと

思います。やっぱり解体費用全体に対して３分

の１程度を賄えるか、まるっきり足しにもなら

ないかで、この動機づけというのは変わると思

うので、今後も解体費がどうなるか分からない

んですが、上限を注視してというか検討してい

く必要があるのではないかなと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  最後に、189ページのふるさと歴史センター

の展示山車人形借上料についてお伺いします。 

  こちらは275万円で、毎年定額かなと思うん

ですが、展示される山車は、毎年人形の数とい

うのは違うんですが、人形の数にかかわらず決

まった額で契約しているのでしょうか。あるい

は、ちょっとメンテナンスみたいなものも、こ

の金額の中に含まれているのかお伺いします。 

岸 聡社会教育課長 委員長、岸 聡。 

田中 功委員長 岸社会教育課長。 

岸 聡社会教育課長 展示山車の人形借上料の質

問いただきました。 

  こちらにつきましては、お借りしているとこ

ろとお話しさせていただいて、毎年金額につい

ては協議しているところではありますが、基本

的には、人形の数とかメンテナンスとかという

細かい部分については特に取決めなく、展示山
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車に乗っている人形があるということで、そち

らをお借りするということでの借上料という内

容になってございます。よろしくお願いします。 

９ 番（辺見孝太委員） 委員長、辺見孝太。 

田中 功委員長 辺見孝太委員。 

９ 番（辺見孝太委員） 分かりました。 

  令和６年度というと、人形でいろいろ大変な

ことがあったんですが、昨年の10月から11月に

かけて、やっぱりそういった問題は解決して、

人形師のほうもやる気をまた出して、山車若連

のほうは、それなりにコミュニケーションを取

ってやっているところではあるんですが、新庄

市としても、契約に関してサインもらったりと

か金額の協議ということも今ありました。コミ

ュニケーションはちゃんと取れていますか。 

岸 聡社会教育課長 委員長、岸 聡。 

田中 功委員長 岸社会教育課長。 

岸 聡社会教育課長 山車の若連の皆様に比べれ

ば機会は少ないとは思いますけれども、コミュ

ニケーションは取れていると考えております。

よろしくお願いします。 

９ 番（辺見孝太委員） 委員長、辺見孝太。 

田中 功委員長 辺見孝太委員。 

９ 番（辺見孝太委員） 分かりました。終わり

ます。 

田中 功委員長 ほかに質問ございますか。 

１２番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

田中 功委員長 今田浩徳委員。 

１２番（今田浩徳委員） それでは、私のほうか

ら何点かお願いします。 

  まずは、133ページ、４款１項１目の大雨災

害に伴う災害廃棄物処理業務委託料、137ペー

ジ、６款１項３目の農業振興費の中のそばまつ

り、139ページ、同じく市民農園、163ページの

８款５項１目の定住促進住宅管理事業の修繕費

についてお伺いします。 

  まず、最初に大雨災害に伴う災害廃棄物処理

業務委託料について、７月25・26日の災害の後

の大雨の後の処理になりますが、最初から確認

しておきますが、まずは処理する場所であると

ころと、開設場所と、あとその期間、あとは処

理量についてお伺いします。 

井上 徹環境エネルギー課長 委員長、井上 徹。 

田中 功委員長 井上環境エネルギー課長。 

井上 徹環境エネルギー課長 ただいまの質問に

お答えいたします。 

  場所につきましては、旧新庄工業高校の跡地

を活用させていただきまして、災害があった３

日後の７月28日から８月12日の約２週間ほど仮

置き場として活用させていただきました。 

  処理料の業務委託料といたしましては、新庄

建設クラブと委託契約を結びまして、こちらが

内訳としては306万1,300円、もう一つが新庄最

上清掃事務組合と契約いたしまして、こちらの

ほうは12万9,800円ということで、総額といた

しまして319万1,100円というふうになっており

ます。 

  以上でございます。 

１２番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

田中 功委員長 今田浩徳委員。 

１２番（今田浩徳委員） 金額はそうなんです、

処理量としての量、あとは大体こういうものが

多かったというところ、分かれば何点かお願い

したいと思います。 

井上 徹環境エネルギー課長 委員長、井上 徹。 

田中 功委員長 井上環境エネルギー課長。 

井上 徹環境エネルギー課長 大変失礼いたしま

した。 

  廃棄物の処理量ということでございますけれ

ども、可燃物の畳といたしましてまず55トン、

不燃物、粗大ごみといたしまして33トン、木質

系の災害ごみが27トン、廃家電として211台、

処理困難物といたしまして、こちらが４トン、

また金属類ということで10トンというふうな内

訳となっております。 

  以上でございます。 
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１２番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

田中 功委員長 今田浩徳委員。 

１２番（今田浩徳委員） 相当量であります。受

入れの際の内容でありましたけれども、その受

け入れる際の条件とかはあったんでしょうか。

これがいい、これが駄目という条件はなしで受

け入れたんでしょうか。 

井上 徹環境エネルギー課長 委員長、井上 徹。 

田中 功委員長 井上環境エネルギー課長。 

井上 徹環境エネルギー課長 特に条件というよ

うな形ではありませんけれども、分別できるよ

うな形で受入れするということで、持って来て

いただく際に、仮置場の中で分別するような形

で対応しておりました。 

  以上でございます。 

１２番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

田中 功委員長 今田浩徳委員。 

１２番（今田浩徳委員） あとは、この期間なん

ですけれども、この８月12日に区切ったわけな

んですけれども、なかなかその場所によっては

整理ができない家屋であったり、小屋であった

り、様々な条件の方がいたと聞いておりますが、

その８月12日に一応期限を切ったという理由と、

あと、その後持込みした方もという話は聞いて

いるんですけれども、その辺に対しての対応は

いかがだったんでしょうか。 

井上 徹環境エネルギー課長 委員長、井上 徹。 

田中 功委員長 井上環境エネルギー課長。 

井上 徹環境エネルギー課長 一旦仮置場という

ことで期限を決めさせていただかないと、なか

なか搬出のほうも終わらないということで、こ

ちらのほうは期限のほうを決めさせていただき

ました。その期限以降にまだ搬出する場合につ

きましては、10キロ180円ということで、自ら

エコプラザないしリサイクルプラザに運んでい

ただきまして、その手数料につきましては市で

持つというような形で対応しております。 

  以上でございます。 

１２番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

田中 功委員長 今田浩徳委員。 

１２番（今田浩徳委員） 分かりました。 

  次に、そばまつりについてお伺いします 

  成果表にもあるんですけれども、この成果表

の94ページ、新庄産そば振興事業ということで、

どうしてもそばを振る舞って食べていただいて、

新庄産の最上早生おいしいんだなということを

どうしても強調してしまうように感じるわけな

んですけれども、令和６年産のソバに関しまし

て、大変豊作な年でもありまして、その最上早

生のやはり実需者をどうしてもそこに呼んで、

新庄産のソバを利用してもらいましょうという

思いも少なからずあったのかと思っております。 

  その中で、そういうところでの実需者をこち

ら側から呼んだとか、来ていただいたとかいう

実績はあったのでしょうか。 

田中 功委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後２時５４分 休憩 

     午後２時５５分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開いたします。 

大江 周農林課長 委員長、大江 周。 

田中 功委員長 大江農林課長。 

大江 周農林課長 お答えします。 

  そばまつりの本来の目的としましては、やは

り市内の店の方に新庄産の最上早生を使っても

らうというのが一番だと思っておりますので、

実際に使っている方、店の方を３店舗ほどお呼

びしております。 

  以上です。 

１２番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

田中 功委員長 今田浩徳委員。 

１２番（今田浩徳委員） 15回の回数を重ねてい

るわけですから、やはりそれだけ新庄産のソバ

の知名度を上げるためにも、市外、県内、県外

を含めたそういう実需者の方に利用してもらう
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ための、やはり次の手を考えていくべきだと思

いますので、それはまだこれから先７年、８年

と続いていくと思いますので、そこに関しまし

ては、ぜひそういうことも一案入れていただけ

たらと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

  次に、139ページ、同じく成果表の94ページ

の市民農園なんですけれども、74区画の36名、

この成果内容には、市民農園を利用する市民に

対して開設していると、農業への理解や余暇活

動の充実が図れるとともに、市民生活の質の向

上に寄与したと成果がうたわれておりますが、

まだまだこの36名74区画では、その成果までに

はいっていないのではないかと思います。この

現在使われていない分も含めまして136区画あ

るので、やはりここを満床できるような手だて

を講じるべきだと思うんですけれども、実際こ

の使用料としていただいている分で、もうそう

いうふうに感じるんですけれども、ここをもう

少しＰＲであったり宣伝であったりというとこ

ろを、もう少し充実を図るべきだと思いますが、

そのあたりの考えはないでしょうか。 

大江 周農林課長 委員長、大江 周。 

田中 功委員長 大江農林課長。 

大江 周農林課長 今田委員の質問にお答えしま

す。 

  確かに、まだ大分余裕があるということが事

実でございます。一応ＰＲとしましては、広報

お知らせ版という形でしております。もっと広

くＳＮＳ等も使いまして、広く広報していく必

要があるというふうに認識しております。よろ

しくお願いします。 

１２番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

田中 功委員長 今田浩徳委員。 

１２番（今田浩徳委員） 利用者の年齢層であっ

たり、そういう方々の把握はどうできています

か。 

大江 周農林課長 委員長、大江 周。 

田中 功委員長 大江農林課長。 

大江 周農林課長 質問にお答えします。 

  年齢層については、すみません、分析のほう

はしておりません。今後どういう方にアピール

していくのがいいのか、今の利用状況も踏まえ

て検討していきたいというふうに考えておりま

す。 

１２番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

田中 功委員長 今田浩徳委員。 

１２番（今田浩徳委員） ＳＮＳを使ってもＰＲ

したいというふうに述べていただきましたので、

その点を含めて、やはり若い方々にも興味を持

っていただけるような市民農園の運営というと

ころを考えていただけたらと思います。 

  あと、一応現在西山のところに市民農園の開

設をしておりますけれども、かなりの年数も要

しています。新たな場所とか、それでそういう

転換も必要ではないかなとも思いますし、様々

この市民農園が、現在農業の状況というか物価

高の影響で、野菜が高い、いろいろな農産物が

高いというところを逆に追い風にして、そうい

う方々が増えていただければ、そういう成果も

得られると思いますので、その辺はしっかりや

っていただきたいと思いますけれども、よろし

くお願いします。 

  次に、163ページの定住促進住宅管理事業の

修繕費、これは63件となっていますが、これは

イコール棟数になるんでしょうか。 

髙橋 学都市整備課長 委員長、髙橋 学。 

田中 功委員長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 修繕の件数ということで

ございます。これがイコール管理の戸数という

ことではございません。それぞれの状況に合わ

せた修繕を発注しておりますので、非常に小規

模なものから大規模なものということで、件数

が重なっているということでございます。 

１２番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

田中 功委員長 今田浩徳委員。 
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１２番（今田浩徳委員） これは、専門職大学が

開学しまして、その学生対応としての修繕であ

ったりというふうに捉えておりますけれども、

この令和６年のこの修繕ができてからの、完成

してからのこの住宅への利用者の申込み状況は

いかがだったんでしょうか。 

髙橋 学都市整備課長 委員長、髙橋 学。 

田中 功委員長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 この修繕費の中には、専

門職大学の学生向けということで、10戸を改修

させていただいております。10戸を改修して募

集をしたところでございますが、今年度、令和

７年度入学された方々の中で５名がこの定住促

進のほうに入っていただいたという状況でござ

います。 

  以上です。 

１２番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

田中 功委員長 今田浩徳委員。 

１２番（今田浩徳委員） 半分ということなので、

状況は大変よいと思います。まだ学生はどんど

ん入ってくるというところでありますし、今後

もまだこの住宅に関しては修繕可能なところが

まだまだあると思いますが、この修繕を63件と

いうふうになっていますけれども、今後これも

継続しながら修繕して募集を続けていくように

なるんでしょうか。 

髙橋 学都市整備課長 委員長、髙橋 学。 

田中 功委員長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 定住促進住宅の空き家、

空いている部分を利用して専門職大学の学生に

入っていただくということで、令和５年からこ

ういった措置をしてございます。令和５年のと

きには10件改修をさせていただいて、10名の方

が入っていただいた。令和６年度の改修の中で

は、10件改修してそのうち５件、５人の方が入

っていただいたということで、学生向けとして

は今現在５件、５つの部屋がちょっと空いてい

るという状況になってございます。 

  今後も、そのほかにもまだ空いている部屋も

ございます、来年度入学される学生に向けてと

いうことで、さらにプラスしてということで、

今回の９月補正のほうにも予算のほうを計上さ

せていただいておりますので、学生の方に住ん

でいただくということはしていきたいなという

ふうに考えてございます。 

  それとは別に、一般的な定住促進住宅に入ら

れる方、また入っている方で不具合があったと

きに修繕も行っているということでございます

ので、これらを合わせて修繕費を計上させてい

ただいているという状況でございます。 

  以上でございます。 

１２番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

田中 功委員長 今田浩徳委員。 

１２番（今田浩徳委員） 今専門職大学生に特化

したところで質問してしまいましたが、定住促

進住宅は、そこに申込みする方々がやはりいれ

ば、やっぱりその対応をどんどんしていかなけ

ればならないと思いますし、やはりこの住宅を

利用してもらうことで、市民というか新庄に住

む方が増えていただければと思いますので、や

はりこの辺はしっかり修繕をして利用される、

選ばれる住宅にしていただきたいと思います。 

  終わります。 

田中 功委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後３時０５分 休憩 

     午後３時１５分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

４ 番（鈴木啓太委員） 委員長、鈴木啓太。 

田中 功委員長 鈴木啓太委員。 

４ 番（鈴木啓太委員） それでは、私のほうか

ら６点質問させていただきます。 

  決算書84ページ、２款１項１目総務費、総務
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管理費、一般管理費の職員研修事業費について、

続いて同じく84ページ、２款１項１目総務一般

管理事業費について、３点目が90ページの２款

１項７目のやまがた縁結びたい活動支援助成金

と、ＡＩナビやまがた登録料助成金について、

続いて決算書94ページ、２款１項９目デジタル

推進事業費について、５点目が決算書117ペー

ジの３款２項１目児童福祉総務費のわらすこ広

場運営管理事業費について、最後６点目が270

ページの記載の部分になるんですが、まつり振

興基金について。以上６点について伺いたいと

思います。 

  まず、初めに84ページ、２款１項１目の職員

研修事業費について伺います。 

  成果説明書の４ページの各種研修派遣、研修

等の内訳について伺いたいんですが、行政課題

研修について、令和６年度計画値で622人とな

っておりますが、実績が421名となっておりま

す。令和４年度、令和５年度での成果表では、

計画値に対して20名から30名程度の誤差という

か実績値、少ない程度になっておりましたが、

令和６年度は大きく計画値より少なくなってお

りますが、この要因なんか把握しておれば教え

ていただきたいと思います。 

小関 孝総務課長 委員長、小関 孝。 

田中 功委員長 小関総務課長。 

小関 孝総務課長 それではお答えいたします。 

  計画値より実績がというお話でしたけれども、

その時々の職員の都合というのもございました

けれども、全体的にはおおむね達成できたかな

というふうには捉えてございます。 

  以上です。 

４ 番（鈴木啓太委員） 委員長、鈴木啓太。 

田中 功委員長 鈴木啓太委員。 

４ 番（鈴木啓太委員） おおむね達成できたと

いうことは、大体450名ぐらいを目標にしてい

たということですか。 

小関 孝総務課長 委員長、小関 孝。 

田中 功委員長 小関総務課長。 

小関 孝総務課長 研修も様々なジャンルがあり

ますので、個人で受けにいく研修、あるいはそ

の団体で、我々が全員対象として受ける研修等

ありますので、そうしたトータルで考えて、お

おむね達成できたのではないかなというふうに

捉えている、そういうことでございます。 

４ 番（鈴木啓太委員） 委員長、鈴木啓太。 

田中 功委員長 鈴木啓太委員。 

４ 番（鈴木啓太委員） 分かりました。人数と

いうか、研修の科目は全部カバー、おおむねカ

バーできたというような意味合いですか。分か

りました。大きく人数の差があったので、何か

あったのかなと思い、確認の意味も込めて質問

させていただきましたので、引き続き職員研修

を非常に大事だと思いますので、職員の業務の

都合などもあると思いますが、知識の習得、質

の向上に向けて、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  続いて、決算書84ページの総務一般管理事業

費、成果説明書の７ページになります。行政改

革の基本方針の説明の中にある②ですが、メン

タル不調の未然防止策として行っていますここ

ろの相談室、こちらの令和６年度より新たに職

員を対象に実施されているものと理解しており

ますが、こちらの取組の実績やその効果などに

ついてはどのように評価しているか、お伺いい

たします。 

小関 孝総務課長 委員長、小関 孝。 

田中 功委員長 小関総務課長。 

小関 孝総務課長 まずは、こころの相談室につ

いて若干御説明させていただきますと、職場の

ことに限らず、家庭や体で心配なこと、不安に

思っている方々、職員、それからストレスに感

じていることなど、専門の先生、臨床心理士な

んですけれども、に気軽に相談して、心に留め

ないように努めようというものでございます。 

  その実績ですが、少々お待ちください。 
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  こころの相談室につきましては、第３水曜日

午後に３こまとか取っておるんですけれども、

すみません、少々お待ちください。後ほど御回

答させていただきたいと思います。すぐに資料

見つからなくて申し訳ないです。 

４ 番（鈴木啓太委員） 委員長、鈴木啓太。 

田中 功委員長 鈴木啓太委員。 

４ 番（鈴木啓太委員） 具体的な数字は後ほど

でも大丈夫ですが、やっぱり第三者の方に悩み

を相談できる機会というのは、職員にとっても

非常にありがたい取組の一つかなと思いますの

で、今後も引き続き実施していただくとともに、

利用した方のアンケートとか、何かこういうふ

うにしたほうがより使いやすいというようなフ

ィードバックなど拾い上げて、さらに使いやす

い制度にしていただけるとありがたいかなと思

いますので、そちらのほう御検討よろしくお願

いいたします。 

  続いて、決算書90ページ、２款１項７目の企

画費についてです。成果表では９ページと10ペ

ージにまたがっているんですが、９ページのＡ

Ｉナビやまがた登録料助成事業については、交

付が５件で４万8,500円、やまがた縁結びたい

活動支援金助成事業については、１件交付で３

万円の実績となっております。令和６年度の予

算のポイントにも記載されておりまして、いず

れも出会いの場を確保するという趣旨の事業な

のかなと理解しておりますが、１年を通じて合

計６件の利用にとどまっております。まずは、

この実績についてどのように評価されているの

かお伺いしたいと思います。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 ＡＩナビやまがたの登録

料の助成金、そしてやまがた縁結びたい活動支

援の助成金ついて御質問いただいたところでご

ざいます。 

  いずれも令和６年度から事業を始めたものと

なりますけれども、まずＡＩナビやまがたにつ

きましては、こちらの登録が５名ということで、

これが多かったのか、少なかったかというのは

なかなか難しいところではございますが、年度

末、こちらのＡＩナビやまがたについては県単

位で組織している団体になってくるわけですが、

県単位での登録者数が944名いらっしゃいます。

そのうち新庄市内の登録では27名ということで、

昨年度制度を利用していただいた方が５名とい

うことでありますので、ここが多かったか、少

なかったは別として、まずはスタートして１年

目でまず皆さん方周知いただき、利用する方は

利用いただいたのかなというふうに思ってござ

います。 

  また、やまがた縁結びたいのほうにつきまし

ても、こちらも県の制度で行っている事業で、

ボランティアの仲人事業をされる方ということ

で、県のほうに、やまがた縁結びたいに登録さ

れる方について、その活動費ということで登録

したときに１回、１人３万円ということで、昨

年度は１人御利用いただいたということでござ

います。こちらにつきましても、今年５月時点

で６名、新庄市の出身の方がいらっしゃいます。

今年度もまた２名ほど利用いただいている方が

いらっしゃいますので、昨年度末だと恐らく４

名だったのかなと思いますが、こういった方々

を通しまして、やはり結婚活動の支援の相談と

か、そういったところには十分成果といいます

か御尽力いただいているものというふうに考え

ております。 

  以上であります。 

４ 番（鈴木啓太委員） 委員長、鈴木啓太。 

田中 功委員長 鈴木啓太委員。 

４ 番（鈴木啓太委員） ありがとうございます。 

  多い、少ないというのは、それぞれの感じ方

によるものもあると思いますが、出会いの場を

創出するということだけを見ると、やっぱり人

数としては十分ではないのかなというふうな印
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象を抱いております。 

  現在のＡＩナビやまがたの登録助成や、縁結

びたいの支援活動というと、どうしても一対一

の個々人への支援というかサポートになってい

ると思います。出会い方が一対一になっている

ので、人口減少対策という意味においても、個

人に対する支援に加えて、出会いの場を面的に

つくる取組みたいなものが必要になってくる、

そういうふうな面的に出会う場をつくる機会を

つくる仕組みみたいなものが必要だと思うんで

すが、個人個人ではなくて幅広く出会うような

取組について何か考えていることがあればお伺

いします。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 出会いの場の創出という

ようなことの取組につきましては、こちら新庄

市だけということはなく最上広域全体での取組

を行っております。最上広域の婚活実行委員会

ということで、出会いのイベントなども創出し

ているところでございます。そちらのほうの事

業につきまして、主要施策の成果９ページのほ

うの５番の少子化、若者定着対策のところの

（１）結婚活動支援に記載しておりますが、こ

こに記載しているとおりでございまして、交流

イベントということで、「最上地域のきのこで

芋煮コン」ですとか、「クリスマスを一緒に、

クリスマスコン」というような形で、まず出会

いの場の創出というようなところの取組は別な

形で行わせていただいているところでございま

す。 

  以上であります。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 ありがとうございます。 

  出会いの場ということで、９ページの（１）

結婚活動支援の各種イベントのほうを開催して

いるということでしたので、これはこれとして

いいと思うんですが、どうしてもこれを見ると

年２回の活動になってしまって、なかなか出会

うチャンスをつくる上で限界があるのかなと思

います。結婚をするために出会うということも

あるんですが、その前にやっぱり、結婚の前に

交際期間というか、友達とか交友関係を広げる

ような出会いの場というのも必要だと思います。

やっぱり、結婚するためには段階を踏んでいく

必要があると思うので、こういったイベントな

んかも、もっと積極的に支援できると効果的な

のかなと思います。 

  以前、一般質問でも、イベント補助の仕組み

を導入できないかというふうなこともお伺いし

ましたので、面的に出会いを増やすための取組

について御検討いただければと思います。 

  続いて、94ページのデジタル推進事業費につ

いてお伺いいたします。 

  こちらは、成果説明書の10ページについてお

伺いするんですが、（２）のデジタル化推進ア

ドバイザーの活用ということで、ちょっと予算

科目、予算の備考を見ても、ちょっとどの費用

か分からなかったので、概要を含めてこちらに

ついて教えていただければと思います。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 デジタル推進に向けての

事業ということで、デジタル化推進アドバイザ

ーの活用についてでございますが、こちらにつ

きましては、市の予算を通さずに、地方公共団

体金融機構が実施しております事業、その中で

地方公共団体の財務経営マネジメント強化事業

という事業を活用しまして、アドバイザーを派

遣していただくというようなことをしていただ

きましたので、こちらは市の予算を通さずにア

ドバイザーに機構のほうから直接お金が振り込

まれるという形ですので、市の支出は出てきて

おりません。 

  このアドバイザーの活用につきましては、昨
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年度７回ほどちょっと市のほうにおいでいただ

きまして、市の職員に向けてのＤＸツールの導

入に向けての助言でありましたり、生成ＡＩの

活用に向けた指導などいただいたところです。

また、今年度から市のほうでも生成ＡＩの活用

のほう、少し取り組み始めているところですが、

昨年度そのガイドライン作成に向けての助言を

いただいたりというようなことで、デジタル化

推進に向けてお助けをいただいたというような

ことでございます。 

  以上であります。 

４ 番（鈴木啓太委員） 委員長、鈴木啓太。 

田中 功委員長 鈴木啓太委員。 

４ 番（鈴木啓太委員） 市の予算を使わないで

アドバイザーを派遣していただいたという内容

だったと思います。こちらについては、今年度

も同じようなものがあるのかお伺いしたいのと、

あとはＡＩのガイドラインを策定したというふ

うにありましたが、ほかには何かこう成果で課

題の整理を行うことができたと記載ありますの

で、どのような課題があったのかを教えていた

だければと思います。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 今年度につきましてとい

うことでございますが、今年度は予算化させて

いただきまして、また派遣という形ではなくて、

交付税措置などを使いながら、またアドバイザ

ーとして引き続き助言等をお願いしているとこ

ろであります。毎月来ていただくような形で、

各課で様々デジタル化を進めるに当たっての困

り事への相談であったりとか、また生成ＡＩを

活用始めたばかりですので、そういった活用に

向けて職員向けの研修などをしていただいてい

るところでございます。 

  昨年度は、デジタル推進によって課題整理を

行ったということでございますが、やはりまだ

まだ市としてもデジタル化が進んでいないとこ

ろがありますので、そういったところをどうい

ったところが進めていったらいいかというよう

なところで、様々ＤＸのツールであったり、オ

ンライン化を進めていくに当たったり、そうい

ったところを相談に乗っていただいたというよ

うなことで、課題整理という言葉を使わせてい

ただいたところでございます。 

  以上であります。 

４ 番（鈴木啓太委員） 委員長、鈴木啓太。 

田中 功委員長 鈴木啓太委員。 

４ 番（鈴木啓太委員） ＤＸの遅れている部分

やデジタル化の遅れている部分を整理というこ

とで理解いたしました。やっぱり、デジタルツ

ールの導入などはこれから必要になってくると

思うので、ぜひよろしくお願いいたします。 

  続いて、決算書117ページのわらすこ広場管

理事業費について伺います。成果説明書は67ペ

ージになります。７番わらすこ広場の（２）利

用状況についてお伺いいたします。 

  こちらの説明ですと、市内、郡内、郡外合わ

せて３万2,390人の利用があったと記載されて

おります。こちらの利用者について、年齢層ご

とに、何歳が何名みたいな利用者の年齢を把握

しているのか伺います。もし具体的な数字があ

ればお示しいただきたいんですけれども、ない

場合は把握しているかどうかだけ伺えれば大丈

夫ですので、よろしくお願いします。 

土屋智史子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

土屋智史。 

田中 功委員長 土屋子育て推進課長兼福祉事務

所長。 

土屋智史子育て推進課長兼福祉事務所長 わらす

こ広場の利用者の年齢構成ということで御質問

いただきました。 

  わらすこ広場の利用者については、受付する

ときに年齢等書いていただいているんですけれ

ども、実際にその集計等は行っておりませんの

で、年齢別の内訳というのは把握しておりませ
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ん。 

  以上です。 

４ 番（鈴木啓太委員） 委員長、鈴木啓太。 

田中 功委員長 鈴木啓太委員。 

４ 番（鈴木啓太委員） ありがとうございます。 

  利用するときに、何か年齢を書いたような記

憶があったので、把握していればお伺いできれ

ばと思ったんですが、集計はされていないとい

うことで、もしこの利用者の年齢が大体どのく

らいがボリュームゾーンなのかとか分かれば、

その多い年齢層に合わせて、そこにマッチした

遊具を入れるとか、あるいはこの年齢の利用が

少ないから、その年齢が好むようなものを入れ

るとか、戦略的に利用を向上するようなことが

できるんじゃないかなと思い、お伺いしました

ので、そういった集計なんかも、もし必要であ

ればしていただければと思いますが、いかがで

しょうか。 

土屋智史子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

土屋智史。 

田中 功委員長 土屋子育て推進課長兼福祉事務

所長。 

土屋智史子育て推進課長兼福祉事務所長 おおむ

ね、やはり未就学児を中心に利用していただい

ていると思いますけれども、やはり土日には小

学校低学年なども大分利用していただいている

状況です。今後につきまして、その集計をして、

もうちょっとニーズ等を把握しまして、遊具の

リニューアル等を検討していきたいと思ってお

ります。よろしくお願いします。 

４ 番（鈴木啓太委員） 委員長、鈴木啓太。 

田中 功委員長 鈴木啓太委員。 

４ 番（鈴木啓太委員） よろしくお願いします。

紙ベースなので、かなり集計は大変になるかと

思うんですが、ニーズを把握するという意味で

は必要なのかなと思います。 

  もう一つなんですが、利用する際に紙で名前

とか住所とか連絡先を記載して利用するんです

が、これをタブレットなんかにして、ピッピッ

とやって入れるようにすると、利用するほうと

しても簡単だし、さっき集計されていないとい

うことでしたが、デジタルでやれば一気に集計

も簡単になると思うので、先ほどアドバイザー

の方もいらっしゃるということでしたので、こ

ちらのほうをぜひ活用して御検討いただければ

と思います。 

  最後ですが、決算書270ページのまつり振興

基金について伺います。 

  令和６年度の決算においては587万4,588円減

少しておりまして、決算年度末の現在高が476

万4,715円となっておりますが、この取崩し要

因についてお伺いします。 

髙橋 潤商工観光課長 委員長、髙橋 潤。 

田中 功委員長 髙橋商工観光課長。 

髙橋 潤商工観光課長 まつり振興基金の取崩し

た充当先といいますか、そういった御質問だと

思います。 

  そちらにつきましては、２つの事業に活用さ

せていただくということで取り崩させていただ

いておりますが、１つ目が決算書149ページ、

観光振興対策事業費のうちの委託料、市観光映

像コンテンツ等制作業務委託料というのがあり

ます、これが１つ目。もう一つが、同じくその

下のほうにあります新庄まつり実行委員会負担

金、こちらのほうへ、負担金の一部というふう

になりますけれども、そちらのほうに充当させ

ていただいております。 

  以上でございます。 

４ 番（鈴木啓太委員） 委員長、鈴木啓太。 

田中 功委員長 鈴木啓太委員。 

４ 番（鈴木啓太委員） ありがとうございます。

映像コンテンツ等負担金、実行委員会の負担金

の一部ということで、確認いたしました。 

  少し前の決算資料の数字を振り返りますと、

令和元年度から令和３年度までは積立額が増額

されておりまして、令和４年度に821万8,892円
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で、昨年度令和５年度が3,542万702円を取り崩

しております。基金の増減の詳細は、各年度の

予算編成によるものだと思いますので、ここで

は詳細については触れませんけれども、令和６

年度末の残高が476万4,715円と、同様の令和６

年度と同じぐらいの取崩しがあった場合、次の

取崩しができない状況になっています。なので、

持続可能な新庄まつりの開催を踏まえると、こ

のまつり振興基金の運用については丁寧にやっ

ていかなければいけないのかなというふうに思

いますが、こちらの今後の運用についてはどの

ようにお考えでしょうか。 

髙橋 潤商工観光課長 委員長、髙橋 潤。 

田中 功委員長 髙橋商工観光課長。 

髙橋 潤商工観光課長 具体的にこうするという

ふうなものがあるわけではございませんけれど

も、今後みんなが安心して祭りを楽しめる新庄

であり続けるというふうなことのために、いろ

いろと検討しながら管理をしてまいりたいと思

います。よろしくお願いします。 

４ 番（鈴木啓太委員） 委員長、鈴木啓太。 

田中 功委員長 鈴木啓太委員。 

４ 番（鈴木啓太委員） 私自身もお祭り、町内

に関わっておりまして、やっぱり町内に交付さ

れる補助金なんかも非常に大切な、運営する上

で大切なものになりますので、持続可能な新庄

まつりになるためにも、ぜひ基金の健全な運用

をお願いして、私の質問を終わります。 

小関 孝総務課長 委員長、小関 孝。 

田中 功委員長 小関総務課長。 

小関 孝総務課長 鈴木委員の御質問にございま

した、こころの相談室の令和６年度の実績につ

いてお答えしたいと思います。 

  まず、こちらの相談室、年12回、月１回実施

しておりますが、その中で本人からの相談件数

が延べ19回、それから管理職からの相談件数、

こういう対象者がいるんですけれども、どのよ

うに対応したらいいですかというふうな相談件

数が延べ13回を数えております。資料すぐに見

つけられなくて失礼いたしました。 

  以上です。 

田中 功委員長 ほかに質問ありませんか。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

田中 功委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） ６点質問させていただ

きます。 

  決算書106ページ、３款１項１目の老人福祉

センター運営費補助金について、また、２つ目

が決算書118ページ、３款２項１目の放課後児

童健全育成事業費補助金について、そして、３

点目が決算書126ページ、４款１項１目の不妊

治療費助成金について、次が、決算書130ペー

ジ、４款１項５目の鳥獣保護事業について、ま

た、決算書136ページの６款１項３目新庄そば

振興事業についてということで、さっき今田委

員もおっしゃいましたが、ちょっと別の観点か

ら質問いたします。そして最後なんですけれど

も、決算書150ページ、７款１項３目のエコロ

ジーガーデン推進事業についてということで質

問をさせていただきます。 

  最初、老人福祉センター運営費補助金という

ところなんですが、令和５年度も829の団体が

老人福祉センターを利用されておりましたが、

昨年の９月、本当に惜しくも閉鎖ということに

なりましたけれども、令和６年度の実績という

ことで、成果表51ページに書いてあるんですけ

れども、それまで423団体が令和６年度に老人

福祉センターを利用して、各種相談とか、教養

の向上とか、健康増進、レクリエーションなど

の事業を行ってきましたが、その後の活動の受

入れ先というのは、滞りなくというか、よい形

で移行されたかどうかをお聞きいたします。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 
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大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 老人福祉

センターの閉鎖後の活動の場所の確保というこ

とでの質問をいただきました。 

  ９月末で閉鎖したということで、それまでの

間に継続できる団体については、市民プラザ等

の場所を利用できないかどうかということで、

市と社会福祉協議会のほうで調整を行いました。

それで、今言ったような場所に活動場所を移し

て活動を続けていただいています。 

  以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

田中 功委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） ぜひ、継続できるとこ

ろはそうやって市民プラザなどに移行していた

だいたということなんですけれども、継続をま

ず今回でやめたというところもあるんでしょう

か。そこと、あと老人福祉センター、今現在も

建っていますけれども、もし解体計画とかがあ

りましたら教えてください。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 ９月で閉

鎖したわけですけれども、それまで活動のほう

も縮小してきたということもありまして、これ

を機にほかのものにという方もいらっしゃった

ようです。なので、市民プラザと、あとは継続

するもので、社会福祉協議会のほうで場所のほ

うを提供しているというのが実態となっており

ます。 

  また、老人センターのほうを閉鎖して、今そ

のまま残っている状態になっていますけれども、

今後、活動できる場の確保という点からも、社

会福祉協議会のほうと連絡を密にして検討を進

めてまいりたいと思っておりますので、御理解

いただきたいと思います。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

田中 功委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） ぜひ、よろしくお願い

いたします。やっぱり、今まで活動していた建

物がなくなると、それができなくなるというこ

とで中止になってしまわないように、各町内ご

とに、またサロンというのも強化しているとい

うことでありますので、そちらへの移行も含め

て、よろしくお願いいたします。 

  次に、放課後児童クラブのことについてです。

子ども・子育て支援新制度ということで、令和

５年度は4,588万7,000円の補助でしたけれども、

令和６年度になって2,000万円が増加になって、

6,558万円の補助となったようです。職員の処

遇改善のための委託料を増額したということで

すけれども、どのくらいの人数が増えたのか、

具体的にどういった改善がなされたのかお聞か

せください。 

土屋智史子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

土屋智史。 

田中 功委員長 土屋子育て推進課長兼福祉事務

所長。 

土屋智史子育て推進課長兼福祉事務所長 放課後

児童健全育成事業費補助金の御質問でございま

す。 

  昨年度比で1,900万円ほど増額になっており

ますけれども、そのうちの1,200万円について

は、民間立の新たな放課後児童クラブの、令和

７年度から１か所開所しまして、それに向けて

の開所のための改修費ということで1,200万円

が増額になっております。そのほかの部分につ

きましては、主に支援者処遇改善などの国の補

助単価の増額に合わせての増額となっておりま

す。 

  以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

田中 功委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 令和７年度から新たに

放課後児童クラブができる、その開所の準備の
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ための改修費がその中に入っていたということ

ですね。分かりました。やっぱり、大変人気の

ある放課後児童クラブですので、ちょっとこれ

から受入れも含めて、またさらによりよいもの

にしていっていただきたいと思います。 

  それでは、次に不妊治療助成金ということで、

こちらもいつもちょっと質問させてもらってい

るんですけれども、市のほうで、県の補助から

超えたものをまた市のほうでも補助するという

ところなんですけれども、令和６年度も少し実

数というか、こちらの補助を使われた方も増え

ているようなんですけれども、この利用状況と

いうか実績とか、その他評価、また何か課題と

かがありましたならばお聞かせください。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 不妊治療助成金についてお答

えいたします。 

  こちらの実績等につきましては、令和５年度

から実人数、利用回数とも増えております。実

人数につきましては、令和５年度11名でありま

したが、令和６年度は12名、また、延べの利用

件数につきましても、令和５年度22件でござい

ましたが、令和６年度は23件となっております。 

  また、独自調査によります妊娠に至った方で

ございますけれども、令和５年度は11名中４名

でございましたけれども、令和６年度におきま

しては12名中10名の方が妊娠に至っているとこ

ろです。妊娠に至った方が大きく増えたという

ところは、本市独自事業の成果であると考えて

おります。 

  また、課題でございますけれども、治療費に

おきましては、その方その方で上限がございま

すので、県のほうにも助成金の増額等について

要望しているところでございます。 

  以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

田中 功委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 健康課長から、とても

いいお話を聞きまして、よかったなと思います。

やっぱり、継続してこういった助成制度をやっ

てくださることで、12人中10名の方が妊娠する

ことができたということで、本当によかったな

と思います。これからも継続でよろしくお願い

いたします。 

  次が、鳥獣保護事業のところです。成果表が

83ページになっております。 

  従事者証交付人数が、令和５年度のときは法

人が39名、個人が118名ということでしたが、

令和６年度が、法人が36名、あと個人が73名と

いうことで、45名ほど減っています。その理由

と、また今後の対策についてお伺いいたします。 

大江 周農林課長 委員長、大江 周。 

田中 功委員長 大江農林課長。 

大江 周農林課長 ただいまの山科委員の質問に

お答えします。 

  具体的に減った理由というのは、私のほうで

ちょっと分析していないところでした。一応猟

友会につきましては、昨年度は１人、若い人が

入っていただいたということですけれども、猟

友会につきましては高齢化の問題等もあります

ので、今後引き続き猟友会のほうを支援し、こ

ちらのほうの支援をしてまいりたいというふう

に考えております。 

  以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

田中 功委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） ちょっと先ほども鳥獣

被害とか、熊の被害ということについてのお話

も、ほかの委員からもありましたけれども、や

っぱり猟友会の人が、これほど45名というと、

ちょっと一気に何か減っているという感じが、

すごく数字を見て思ったんですけれども、やは

りちょっと推進に向けて力を入れていっていた

だきたいなと思います。 

  次は、新庄そばまつりのことについて、ちょ
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っと今田委員とは別の視点で質問させていただ

きます。 

  令和６年度は12月15日にゆめりあで開催とな

りました。令和５年度は、11月12日に山屋セミ

ナーハウスで開催されました。そのときの、や

っぱりちょっと場所の違いもあるんですけれど

も、提供食数が令和５年のときが1,242食で来

場者が811人、令和６年度は652食で来場者が

652人ということです。今まで11月でやってい

たのが12月に変わった理由、また開催場所もち

ょっと変わった理由について、令和６年度の検

証についてお聞かせください。 

大江 周農林課長 委員長、大江 周。 

田中 功委員長 大江農林課長。 

大江 周農林課長 ただいまの山科委員の質問に

お答えします。 

  時期が後ろにずれたというのは、やはり７月

の豪雨の影響が大きかったということでござい

ます。あと、場所の変更ということもございま

すけれども、ゆめりあに変えたということで、

提供食数が減少になったというのは、やはり山

屋セミナーハウスに比べましてスペースか少な

かったということでございますけれども、今年

のそばまつりに関しては、昨年より多くの食数

を提供できるのではないかということで今検討

しております。 

  以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

田中 功委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 昨年の７月豪雨で、本

当に農林課の方々もすごく大変だったと思いま

す。昨年の理由は分かりました。 

  今年は今までよりも、今まで70万円ほどの予

算だったんですが、今年は120万円の予算がつ

いておりますので、今年の何か予定とか、その

日時とか発表されているんでしょうか。ちょっ

とそのあたりを教えてください。 

大江 周農林課長 委員長、大江 周。 

田中 功委員長 大江農林課長。 

大江 周農林課長 山科委員の質問にお答えしま

す。 

  第１回そばまつり実行委員会のほう開催しま

して、開催日のほう11月2日ということで、場

所は昨年と同じゆめりあのほうで開催するとい

うのを決定しております。 

  以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

田中 功委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 分かりました、ありが

とうございます。11月2日ということで、ゆめ

りあで、またちょっと予算も高くなったので、

盛り上げていっていただきたいなと思います。 

  最後なんですけれども、エコロジーガーデン

推進事業ということでお聞きいたします。 

  道の駅オープンに向けて整備も進んでいます

けれども、令和６年度の事業で、成果表118ペ

ージにある内容なんですけれども、エコロジー

ガーデン活用推進交流拡大事業実施業務委託料

とか、またエコロジーガーデン情報発信体制整

備事業委託料、また交流拡大プロジェクト実行

委員会負担金とありますけれども、こういった

事業が令和６年度で行われたんですけれども、

今後指定管理者制度を導入することに当たり、

こういった事業というのは継続されるのか、こ

ういった事業はどういう事業だったのか教えて

ください。 

髙橋 潤商工観光課長 委員長、髙橋 潤。 

田中 功委員長 髙橋商工観光課長。 

髙橋 潤商工観光課長 エコロジーガーデン推進

事業費のうちの主要施策の成果というふうな、

118ページに記載の事業の内容ということでご

ざいますけれども、１つ目の活用推進交流拡大

事業というふうなものにつきましては、こちら

はエコロジーガーデンの北側にドッグランを設

置しておりますけれども、こちらの設置のため

の委託料というふうなことでございます。 
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  次のエコロジーガーデン情報発信体制整備事

業というふうな部分につきましてですけれども、

こちらにつきましては、エコロジーガーデンの

専用ホームページを道の駅の開業と併せて公開

をしたいというふうなことで、昨年から準備を

しておりまして、完成をしているものというこ

とでございます。そのホームページの作成の委

託料というふうなものでございます。 

  最後、交流拡大プロジェクト実行委員会負担

金というふうなものですけれども、こちらにつ

きましては、エコロジーカーテンの有効的な利

活用に関して、定期的にイベントを開催するな

どして交流拡大を図るというふうな部分を目的

にしまして、エコロジーガーデンの利用団体等

で組織するプロジェクトというふうなことで、

交流拡大に関する様々な事業について検討した

り、実施をしたりというふうな部分の事業をし

ている実行委員会でございます。 

  これらの実行委員会、事業が、指定管理者制

度を導入した場合にどういうふうに変わるかと

いうことでございますけれども、実際その指定

管理料として支払う分があると思うので、こち

らの部分そのものがストレートに事業費として

また再度計上されるかどうかということについ

ては、そうはならないのかなというふうには思

います。ただ、その趣旨については、指定管理

者の方と十分意思疎通をしながら、例えばその

交流拡大プロジェクトの団体については、今後

も有用だと思いますので、その辺については個

別に一つ一つ検討してまいりたいというふうに

思います。 

  以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

田中 功委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 内容が分かりました。 

  交流拡大については、また実行委員会で進め

ていくということで、指定管理者の方々ととも

に頑張っていただきたいなと思います。 

  オープニングセレモニーが12月15日というこ

とで、そちらのほうも間もなく近くなってきて

いるんですけれども、ちょっと市民の皆様の声

で、もう建物が今どんどん建っていっているん

ですけれども、結構まだ知られていないという

か、あそこに何が建つんですかとか聞かれるこ

とがすごく多いんです。今ちょっと400年祭の

途中でありまして、いろいろ新庄まつりもあっ

たので、そういった情報発信の、そちらのほう

の情報発信が多かったんだと思いますけれども、

やっぱり市民へのこのエコロジーガーデン道の

駅についての情報が本当に十分と言えずに、や

っぱり分からないという方の声をよく聞きます。

今後のアピールとかＰＲなどについて、何か計

画しているものはありますか。 

髙橋 潤商工観光課長 委員長、髙橋 潤。 

田中 功委員長 髙橋商工観光課長。 

髙橋 潤商工観光課長 具体的にこういうふうな

形でＰＲするというふうな計画を持っているわ

けではございませんけれども、確かに情報発信

の部分、12月に竣工式といいますか、そういっ

たものをするというふうなことで委員の皆様方

には情報提供しているわけですけれども、その

あたりの情報発信が不足しているかなというふ

うに思いますので、どういう形で、竣工式です

ので、工事の進捗とかで、そういったものでま

だ変わる可能性もなきにしもあらずというふう

な中であることも踏まえて、少し検討してみた

いと思います。よろしくお願いします。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

田中 功委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 12月のオープニングセ

レモニーで、来年の４月から５月に、何か道の

駅の記念のイベントも予定しているということ

ですので、ぜひ市民の皆様にも本当に周知して

いただいて、そちらのほうもちょっと盛り上げ

ていっていただきたいなと思います。 

  以上で終わります。 
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田中 功委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後４時０５分 休憩 

     午後４時０６分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

散      会 

 

 

田中 功委員長 以上をもちまして、本日の審査

を終了いたします。 

  次の決算特別委員会は、９月19日金曜日午前

10時より再開いたしますので、御参集をお願い

します。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

     午後４時０７分 散会 
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決算特別委員会記録（第３号） 

 

 

令和７年９月１９日 金曜日 午前１０時００分開議 

委員長 田  中     功     副委員長 鈴 木 法 学 

 

 出 席 委 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   亀  井  博  人  委員 

  ４番   鈴  木  啓  太  委員     ５番   坂  本  健 太 郎  委員 

  ６番   田  中     功  委員     ７番   山  科  春  美  委員 

  ８番   鈴  木  法  学  委員     ９番   辺  見  孝  太  委員 

 １０番   渡  部  正  七  委員    １１番   新  田  道  尋  委員 

 １２番   八  鍬  長  一  委員    １３番   伊  藤  健  一  委員 

 １４番   山  科  正  仁  委員    １５番   髙  橋  富 美 子  委員 

 １６番   佐  藤  卓  也  委員    １７番   小  野  周  一  委員 

 １８番   小  嶋  冨  弥  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 科 朝 則  副 市 長 石 山 健 一 

総 務 課 長 小 関   孝  総 合 政 策 課 長 鈴 木 則 勝 

財 政 課 長 川 又 秀 昭  税 務 課 長 小 関 紀 夫 

防災危機管理課長 柏 倉 敏 彦  市 民 課 長 補 佐 髙 橋 智 江 

環境エネルギー課長 井 上   徹  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 大 野 智 子 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 土 屋 智 史  健 康 課 長 佐 藤 朋 子 

農 林 課 長 大 江   周  商 工 観 光 課 長 髙 橋   潤 

都 市 整 備 課 長 髙 橋   学  上 下 水 道 課 長 阿 部 和 也 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 杉 澤 直 彦  教 育 長 津 田   浩 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 伊 藤 リ カ  学 校 教 育 課 長 大 町   淳 

社 会 教 育 課 長 岸     聡  監 査 委 員 須 田 泰 博 
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監 査 委 員 
事 務 局 長 井 上 利 夫  選挙管理委員会 

委 員 長 武 田 清 治 

選挙管理委員会 
事 務 局 長 長 沼 俊 司  農 業 委 員 会 

会 長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 今 田   新    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 山 科 雅 寛  議 会 総 務 主 査 伊 藤 幸 枝 

主 事 小 野 一 樹  主 事 秋 葉 佑 太 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第４６号令和６年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議案第４７号令和６年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第４８号令和６年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第４９号令和６年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５０号令和６年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

議案第５１号令和６年度新庄市下水道事業会計決算の認定について 
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開      議 

 

 

田中 功委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は17名です。 

  欠席通告者はありません。 

  これより、９月18日に引き続き決算特別委員

会を開きます。 

  初めに、審査に入る前に、９月18日にも申し

上げましたが、再度確認のため、本委員会の進

行に関しての主な留意点を申し上げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

を取りながら進めてまいります。 

  質疑は答弁を含め１人30分以内といたします。

質問の際は、決算に関する資料の名称とページ

数、款項目、事業名などを具体的に示してから

質問に入るようにお願いいたします。 

  また、会議規則第116条第１項に、発言は全

て簡明にするものとして、議題外にわたり、ま

たはその範囲を超えてはならないと規定してお

りますので、これを遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げました点について特

段の御理解と御協力をお願いいたします。 

  なお、クールビズ期間でありますので、暑い

ときは上着をお脱ぎいただいても構いません。 

  審査の前に、財政課長より発言の申出があり

ますので、これを許可します。 

川又秀昭財政課長 委員長、川又秀昭。 

田中 功委員長 川又財政課長。 

川又秀昭財政課長 おはようございます。 

  昨日の決算委員会における決算書の誤りにつ

きまして、議員の皆様に正誤表をお配りさせて

いただいております。 

  内容につきましては、263ページの（３）の

無体財産権の表を削除いただくとともに、（４）

（５）がそれぞれ１つずつ繰り上がる訂正とな

ります。 

  併せまして、決算審査意見書も訂正となりま

すので、お手数をおかけしますが、よろしくお

願いします。 

  併せまして、タブレットにも同様の正誤表を

送信しておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  以上でございます。 

 

 

議案第４６号令和６年度新庄市一

般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 

 

田中 功委員長 それでは、18日の審査に引き続

き、議案第46号令和６年度新庄市一般会計歳入

歳出決算の認定についてを議題といたします。 

  一般会計の歳出について、質疑ありませんか。 

１０番（渡部正七委員） 委員長、渡部正七。 

田中 功委員長 渡部正七委員。 

１０番（渡部正七委員） おはようございます。 

  初めに、ページ数と款項目を言います。 

  決算書147ページ、７款１項２目商工振興費、

成果に関する説明書では、ページ数が111ペー

ジになります。 

  次に、決算書149ページ、７款１項３目観光

費、成果に関する説明書では115ページになり

ます。 

  次に、成果に関する説明書136ページの安全

安心通学プラン推進事業の通学路安全対策につ

いて。 

  続いて、成果に関する説明書の144ページ、

標準学力検査実施事業。 

  次に、決算書191ページの10款５項11目の社

会体育費。 

  次に、決算書191ページの10款５項12目体育

施設費、成果に関する説明書では160ページに

なります。 
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  次に、決算書267ページ、物品について、以

上の質問となりますので、よろしくお願いしま

す。 

  それでは、初めに決算書147ページの７款１

項２目の商工振興費、試作品開発・新サービス

創出事業なのですけれども、昨年もやっており

ましたが、成果表111ページ、成果として、試

作品の開発により新たな受注獲得が見込まれ、

市内企業の経営力向上の一助となった、そうい

うような成果が書かれていました。昨年度も同

様の文章で書かれていましたが、具体的にどの

ような試作品の開発が行われたのか、この点も

し分かりましたらお聞かせ願いたいと思います。 

髙橋 潤商工観光課長 委員長、髙橋 潤。 

田中 功委員長 髙橋商工観光課長。 

髙橋 潤商工観光課長 試作品開発・新サービス

創出支援事業ということで御質問いただきまし

た。こちらにつきましては、新製品開発の支援

事業費補助金ということで拠出を行っておりま

して、対象を市内に事業所を有する中小企業者、

内容といたしまして試作品開発・新サービス創

出に資するための必要な経費に対する補助とい

うことで規定しているものでございまして、昨

年度は１件の対象があったということでござい

ます。 

  こちらの具体的な内容につきましては、ちょ

っと詳細の資料が手元にございませんので、後

ほどにでも回答させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

１０番（渡部正七委員） 委員長、渡部正七。 

田中 功委員長 渡部正七委員。 

１０番（渡部正七委員） 把握していないという

ことでありますが、昨年度もたしか２社ですか、

出ていましたので、成果の内容も同じような文

章だったので、どのようなものかなと興味を持

ちましたので、後ほどお願いしたいと思います。 

  それから、同じ成果に関する説明書の111ペ

ージに、新庄市商工会議所事業費補助事業で、

令和６年度の実績で500万円。商工会議所にい

ろんな補助事業をお願いしていると思うのです

が、成果として、「市の事業である空き店舗補

助事業やキッチンカー補助事業の相談窓口とな

り、書類作成補助や出店ノウハウの相談等も実

施し、スムーズな補助事業への誘導を行った」

と書かれていますが、この空き店舗を活用して

出店した店舗数とか、キッチンカーの新規事業

者数、どのくらいあるのかお聞かせ願いたいと

思います。 

田中 功委員長 暫時休憩します。 

 

     午前１０時０８分 休憩 

     午前１０時０９分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開いたします。 

髙橋 潤商工観光課長 委員長、髙橋 潤。 

田中 功委員長 髙橋商工観光課長。 

髙橋 潤商工観光課長 大変失礼いたしました。 

  空き店舗の出店企業ということでございます

が、こちらの事業を活用しまして出店した企業

といいますか、事業者が１事業者、それとキッ

チンカーにつきましては、２事業者という実績

となっております。 

  実績がこの数ということでございますけれど

も、恐らくはそれに伴う、ここまでに至ってい

ないような相談であったり、またこの実績に上

がった人たちの速やかな申請に向けての相談対

応ということでしていただいているものと認識

しております。 

  以上でございます。 

１０番（渡部正七委員） 委員長、渡部正七。 

田中 功委員長 渡部正七委員。 

１０番（渡部正七委員） 次に、決算書149ペー

ジ、７款１項３目の観光費、成果に関する説明

書では115ページになります。 

  最上広域交流センターの管理運営についてで

すが、ゆめりあの管理運営に係る分担金の支出
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が、令和６年度は7,839万9,000円、令和５年度

は9,021万9,000円でありました。前年度より

1,182万円ほど負担金が少なくなっていますが、

この金額が少なくなった理由が１つと、そして

成果について、ゆめりあ鉄道ギャラリーの展示

の充実、施設内イベントの実施などを行いなが

ら、最上地域の玄関口として役割を果たすとと

もに、地域における交流促進につなげることが

できたとあります。この成果についても同じよ

うな文面、昨年とまるっきり同じでした。令和

４年度はどうだったかなと思ったら、令和４年

でも同じ文面で、確かに広域が指定管理者に委

託しているのは重々承知しているのですけれど

も、新庄市としてはやはり分担金を非常に多く

支出しているわけでありますので、もう少し具

体的な例など、少し何かそういう成果というも

のをお聞かせ願いたいと思います。 

田中 功委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時１２分 休憩 

     午前１０時１３分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開いたします。 

髙橋 潤商工観光課長 委員長、髙橋 潤。 

田中 功委員長 髙橋商工観光課長。 

髙橋 潤商工観光課長 負担金額が下がった要因

としましては、ゆめりあの管理経費の下がって

いる部分があったということになるわけでござ

いますが、そのうち修繕費と光熱水費が下がっ

ているという状況でございました。 

  御指摘のゆめりあでの活動等について、ここ

に記載するべきではないかというお話でござい

ますが、これまで負担金の拠出ということで、

そこまでの情報収集であったり、ここへの記載

であったりということは行っておりませんけれ

ども、今後記載の内容について改めて再検討し

たいと思います。よろしくお願いします。 

１０番（渡部正七委員） 委員長、渡部正七。 

田中 功委員長 渡部正七委員。 

１０番（渡部正七委員） 予算的な面は分かりま

した。広域がゆめりあを指定管理者にお願いし

ているというのは重々分かっているわけですけ

れども、やはりいろんなイベントとかやってい

るのは分かります。ただ、市としてもその分多

くの支出をしているわけですから、いろんなア

ドバイスとか、いろんなことも必要になってく

ると思いますので、今後よろしくお願いしたい

と思います。 

  次に、成果に関する説明書の136ページ、安

全安心通学プラン推進事業の通学路の安全対策

について質問します。 

  通学路の危険箇所の把握数が、令和４年度は

19か所、令和５年度は15か所、令和６年度は16

か所ありました。緊急合同点検実施箇所が令和

４年度は１か所あり、令和５年度、令和６年度

はなしという記載があります。そして、安全対

策の実施済み箇所が、令和４年度は17か所のう

ち、学校が実施したものが６か所で、令和５年

度が15か所のうち、学校が実施したものが11か

所、令和６年度は14か所のうち、学校が実施し

たものが12か所となっております。 

  当然危険箇所として把握はしていると思いま

すが、まだ危険箇所について対応ができていな

いところもあるのかなと、この数字から見ると

思ったのですが、あるとすれば、あるのか、ま

たあった場合、今後の対応についてどのように

考えているのかお聞かせ願いたいと思います。 

伊藤リカ教育次長兼教育総務課長 委員長、伊藤

リカ。 

田中 功委員長 伊藤教育次長兼教育総務課長。 

伊藤リカ教育次長兼教育総務課長 通学路安全対

策についての御質問でした。こちらについては、

学校、警察、道路管理者、また最上教育事務所

と連携して点検を行っている状況です。４月に

学校に調査を依頼しまして、危険箇所の把握を

行っております。 
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  今回、令和６年度の数値としては、対策を実

施した箇所が14か所、うち学校が12か所実施し

ているというところで、やはり学校では対処し

きれない箇所もございますので、そういった部

分は道路管理者であるとか、警察とか、連携し

て行っているというような状況でございます。 

  また、国などに要望して実施していただかな

ければならないような部分もございますので、

そういった要望も行いながら、例えば踏切の改

良なんかも、議会でも度々話題になっておりま

すが、そういったところも要望を行いまして、

改善を今後実施する予定となっております。 

  そういったところで、まだ改修が未実施にな

っているところもございますが、子供の安心・

安全な通学という点で非常に大事なことと思っ

ておりますので、今後も安全箇所を確認しなが

ら、子供の安心な通学に努めてまいりたいと考

えております。 

  以上です。 

１０番（渡部正七委員） 委員長、渡部正七。 

田中 功委員長 渡部正七委員。 

１０番（渡部正七委員） 安全・安心な通学路、

非常に大切なことであると思いますし、やはり

命というものは、お金には代え難いものである

と思います。これからも安全・安心な通学路を

よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、成果に関する説明書の144ページ、標

準学力検査の実施事業の成果として、これも客

観的な尺度を用いた学力の定着を確認し、課題

の分析をすることで事業の改善につなげること

ができたという成果であります。この成果も、

何回も言いますけれども、昨年も同じような成

果が書かれていました。具体的に、課題やそれ

らをどのようにこの事業の改善につなげていっ

たのか、例などがありましたらお聞かせ願いた

いと思います。 

大町 淳学校教育課長 委員長、大町 淳。 

田中 功委員長 大町学校教育課長。 

大町 淳学校教育課長 それでは、ただいまの標

準学力検査の御質問についてお答えいたします。 

  この検査につきましては、児童生徒が進級し

ました４月に行う検査となっております。前年

度の学習状況がどうであったかということを見

るテストなのですけれども、もちろんその学年、

例えば小学校２年生であれば、１年生の学習状

況で十分理解がされていない部分につきまして

は、２年生に進級した後も学級担任が補充しな

がら理解を深めていく。また、前年度、１年生

のときに、この単元、この学習の理解がなかな

か十分でなかったという場合につきましては、

それを現１年生の担任にそのことを引き継ぎま

して、そのことを改善するような手だてをもっ

て、現１年生の指導にも当たるということで、

そのような形でこれを活用しているところでご

ざいます。 

  また、これは小学校１年生から中学校３年生

まで経年変化も入れるものとなっておりますの

で、そのような形でも授業改善に活用している

ところでございます。 

  以上です。 

１０番（渡部正七委員） 委員長、渡部正七。 

田中 功委員長 渡部正七委員。 

１０番（渡部正七委員） 次に、決算書の191ペ

ージ、10款５項11目社会体育費、新庄リレーマ

ラソン大会実行委員会負担金543万9,000円。昨

年度から始まり、今年は参加者も増えて、多く

の市民の方が参加し、体力の向上、いろいろつ

ながっていったと思います。第２回を開催しま

して、見えてきた課題、これから改善すべき点

などありましたらお聞かせ願いたいと思います。 

岸 聡社会教育課長 委員長、岸 聡。 

田中 功委員長 岸社会教育課長。 

岸 聡社会教育課長 昨年度につきましては、第

２回の新庄キャッスルサイドリレーマラソン大

会を実施したところでございます。今年も第３

回予定しているところでございます。先日、参
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加申込みを締め切りまして、昨年を上回る申込

みをいただいているところでございます。 

  競技自体につきましては、第１回目におきま

して若干トラブル等がございましたので、その

対策を行い、コースの運営をきちんと行ったと

ころです。そういった部分については、問題は

なかったのかなと認識しているところでありま

すけれども、ゴール付近が土橋というところで、

実際にぎやかしというか、同時に開催しており

ましたもがみベースの会場から若干離れている

という部分がありまして、ゴールしたときのに

ぎわい、感動がいまいち会場全体で共有できな

かったのではないかと分析したところです。 

  それを踏まえまして、今年度につきましては、

保健センターと歴史センターの間の部分、ちょ

うど引込線には道路ありますけれども、そちら

にゴールを移動しまして、なるべくもがみベー

スのイベント会場と近い場所にゴールしていた

だき、ゴールのにぎわいを、一体感を持って大

会を盛り上げていこうと考えているところでご

ざいます。よろしくお願いします。 

１０番（渡部正七委員） 委員長、渡部正七。 

田中 功委員長 渡部正七委員。 

１０番（渡部正七委員） やはり見えてきた課題

とかいろいろあると思いますので、第３回目成

功するようによろしくお願いしたいと思います。 

  次に、決算書191ページ、10款５項12目体育

施設費、成果に関する説明書では160ページに

なります。この中に、福田テニスコートの利用

者数が記載されていますが、令和６年度の利用

団体が１団体で９名、個人使用では54名の方が

利用され、利用者合計が63名でありました。昨

年度は、団体利用者数がなく、個人使用が29名

でありました。令和４年については、合計で79

名の方が利用していたと、このような利用実績

があったわけです。 

  この福田テニスコートについては、東山の市

のテニスコートが新しくなったために、人工芝

で使いやすいために、こちらに移ってきている。

そして、何より一番の問題は、福田のテニスコ

ート自体が老朽化して、安全面でもプレー上、

支障を来す、そのような問題があると思います。 

  今後、福田テニスコートの修繕をするとなる

と、本当に多額の費用が予想されるわけであり

ます。令和５年度、横根山の運動広場が廃止に

なりましたが、横根山の運動広場は、少なくと

も福田テニスコートより利用率は非常に多かっ

たわけです。それでも費用対効果とかいろいろ

考えた場合に廃止したのですけれども、今後こ

の福田テニスコート、今の使用状況とか今後の

維持管理を考えれば、施設について今後どのよ

うにするか検討すべき時期ではないかと思うの

ですが、その点についての見解をお伺いしたい

と思います。 

岸 聡社会教育課長 委員長、岸 聡。 

田中 功委員長 岸社会教育課長。 

岸 聡社会教育課長 福田の運動広場テニスコー

トについて、御質問いただいたところでござい

ます。数字としてはっきり出ておりますので、

他の施設に比べれば、利用状況が低いのかなと

いうのは、実際そのとおりだと思っているとこ

ろでございます。 

  施設につきましては、体育施設もありますし、

様々な施設の中で、市全体としてこれから人口

減少社会の中でどう維持していくかという部分

の課題がございます。そういった中で、全庁的

に今年度から協議、検討を始め、来年度の計画

に反映していくというような流れがございます。

その中で、体育施設も当然今後どうしていくの

だというような議論が始まると思いますので、

今現在はこちらの施設について、継続について

の協議といいますか、結論はございませんけれ

ども、今後考えていかなければいけない課題と

認識しております。 

  以上です。 

１０番（渡部正七委員） 委員長、渡部正七。 
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田中 功委員長 渡部正七委員。 

１０番（渡部正七委員） 福田テニスコートを利

用している方は少なくなっていますけれども、

行ってみると、プレーする上では非常に危険な

コートになってくると私は認識しておりますの

で、その辺も含めて今後の検討をお願いしたい

と思います。 

  次に、決算書267ページになります。物品に

ついての質問となりますが、ここには固定資産

台帳に登録されている取得価格50万円以上の物

が記載されているわけであります。その中の美

術品で、前年度末が341、決算年度は５つ増え

ています。この５つの美術品はどのようなもの

か、またこれら取得したとすれば、その価格な

ど分かりましたらお聞かせ願いたいと思います。 

田中 功委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時２６分 休憩 

     午前１０時２７分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開します。 

岸 聡社会教育課長 委員長、岸 聡。 

田中 功委員長 岸社会教育課長。 

岸 聡社会教育課長 こちらの美術品５点につき

ましては、歴史センターに収蔵しておりますけ

れども、定期的に近岡先生の作品の寄贈を受け

てございます。そちらの品物となっております。

よろしくお願いします。 

１０番（渡部正七委員） 委員長、渡部正七。 

田中 功委員長 渡部正七委員。 

１０番（渡部正七委員） 寄贈されて５つ増えて

いるということで、近岡さんの絵ですか。分か

りました。５つ増えているので、何が増えたの

かなと非常に興味を持ったものですから、あり

がとうございます。 

  時間もなくなったので、最後なのですけれど

も、今年度も主要施策の成果に関する説明書、

非常に職員の方がうまく、非常に分かりやすく

まとめていただいて、まとめるのも利用者の数

字とか積み上げが大変だと思います。私ども参

考になって、非常にありがたいのです。 

  そして、ちょっとその資料、すばらしいので

すけれども、１つ私が気になっているのは、令

和４年度からずっと、私も議員になってから令

和４年、令和５年、令和６年、ずっとこの成果

表を見させていただきました。すると、事業の

評価に対して、その成果、同じ文書で同じ文面

がずっと続いている事業が結構たくさんあった

のです。これは、事業する上で継続事業なので、

同じ成果しか出てこないという言い方もあるか

もしれませんが、少なくとも事業を行って、そ

の成果に対して今後どうするかという課題とか

問題点というのは必ず出てくると思うのです。

それを翌年に直していく、そういうことをもう

少し考えながらしていただくと、非常に事業の

継続性も出てくるのではないかと思います。 

  今後、より効果的な事業を行うためにも、そ

ういう検証が必要になってくると思いますので、

執行部の皆さんによろしくお願いしまして、私

の質問を終わります。よろしくお願いします。 

田中 功委員長 ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 成果表ということで、

この主要施策の成果に関する説明書を中心に質

問したいと思います。成果と言わせていただき

ます。 

  その成果の４ページに、定員管理計画という

のがあります。そこに、早期退職者12人とあり

ましたが、その原因は何なのでしょうか。 

小関 孝総務課長 委員長、小関 孝。 

田中 功委員長 小関総務課長。 

小関 孝総務課長 おはようございます。それで

は、お答えさせていただきます。 

  早期退職の方々の理由は様々でございます。

新しい目標を見つけて、新たな道を歩み始めた
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方々、それから定年を迎えて第２の人生を歩も

うと決意された方々、それから病気、傷病の治

療に専念したいという方々、様々でございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 早期退職なさる方が毎

年多いような気がいたします。その原因の１つ

に、病気などの方がおられるというのは残念な

ことだと思うのです。病気にならないで、元気

に働いていただくというのが、市民にとって大

変有益なことですので、病気にならないように

健康で働いていただきたいということで、有給

休暇の取得状況はどうなっているでしょうか。 

小関 孝総務課長 委員長、小関 孝。 

田中 功委員長 小関総務課長。 

小関 孝総務課長 年休の取得状況ということで、

平均が10.2日と令和６年度はなっております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 長く働いている方など

は40日取れるわけです。そういう方が多い中で、

目標10日というのは、あまりにも少ない目標だ

と総務課として思いませんかと思うのですけれ

ども、目標が10日と出ているようですが、あま

りに少ない目標ではないか。本当は、ヨーロッ

パであれば、全部40日取ってほしいという国が

多いのですけれども、日本の新庄市で10日取る

のを目標にというのは、ちょっと少な過ぎる目

標ではないでしょうか。 

小関 孝総務課長 委員長、小関 孝。 

田中 功委員長 小関総務課長。 

小関 孝総務課長 まずは、その10.2日、これは

目標ではなくて実績です、令和６年度の。 

  休暇制度には、年休のほかにもいろいろござ

いまして、厚生休暇、豪雪休暇、夏季休暇、そ

れから看護休暇ですとか育児休暇、様々ござい

ます。そういった中で、年休に関しては10.2日

ということでございますので、よろしくお願い

します。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 年次有給休暇の平均取

得日数というので10.2日ということですが、こ

こに総務課の目標というのが資料についており

まして、目標、令和７年度は日数10日と総務課

の目標が出ているようなのですが、目標を立て

るところが少な過ぎるのではないかと思うので

すが、どうですか。 

小関 孝総務課長 委員長、小関 孝。 

田中 功委員長 小関総務課長。 

小関 孝総務課長 多いか少ないかという話です

けれども、年休は確かに権利上は40日取れるの

ですけれども、年間40日というと相当な日数で

ございますので、その中で業務を進めていかな

ければならない、市民サービスを維持していか

なければならないということがございますので、

総務課としては、年休につきましては、一定程

度の目標ございますけれども、そういった中で

様々な休暇制度を利用しながら、働きながら、

お休みを取りながら、健康維持していただくと

いうことにしてございますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 有給休暇だけでなく、

ほかの休暇もあるし、取っているというお話で

した。この資料を全部出して、まとめて資料を

頂きたいのですが、どのぐらい取っておられる

のか、その割合を見てみたいのですが、資料を

頂けないでしょうか。 

小関 孝総務課長 委員長、小関 孝。 

田中 功委員長 小関総務課長。 
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小関 孝総務課長 資料については、後ほど御提

供したいと思います。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） それから、健康で働く

ためには、あまり長い時間残業してはいけない

ということで、労働基準法で定められた残業の

上限時間というのがありまして、月45時間を超

えてはならないとなっているようなのですが、

市職員の中でこの上限を超えて働いた方が、令

和６年度はどうだったでしょうか。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員に申し上げます。

本委員会は令和６年度の決算に関する要件でご

ざいますので、それに関連した御質問を明瞭に

お願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 定員管理計画なのです

が、これが少な過ぎるではないかという私の趣

旨です。なぜかというと、資料で令和５年度財

政状況類似団体比較カードというのが国で出さ

れておりますが、人口1,000人当たりの職員数

を見ますと、新庄市は1,000人当たり7.24人、

類似団体では10.85人です。その差は、人口

1,000人当たり3.61人も少ないと、国から出さ

れた資料に出ております。人口が、令和５年５

月段階では３万3,000人でしたから、その33倍

にすると119人も少ないのかと驚くような少な

さです。 

  こういう中で、休みも取れず、取りたくても

我慢して働き、残業が多くて、もうこなしてや

らねばならない。そういうことで、病気になっ

て、早くお辞めになる方が出てみたりしてしま

っている。 

  そして、そもそも管理計画の定員が少な過ぎ

る。それは、国の指摘でもこのように類似団体

との比較で出ております。そういう意味では、

新庄市として、定員管理計画の見直しをして、

もっと多く採用し、ゆったりと働きということ

ができるようにしていただく必要があると思う

のです。どうでしょうか。 

小関 孝総務課長 委員長、小関 孝。 

田中 功委員長 小関総務課長。 

小関 孝総務課長 まずは、類似団体についてお

答えさせていただきたいと思います。佐藤委員、

どの資料を御覧になっているのかちょっと分か

らないのですけれども、類似団体の区分という

のは、人口が１万人から５万人の範囲で、産業

構造ですとか、行政の規模ですとか、そういっ

たものを比べたときの類似団体です。人口にま

ずは幅があるということです。 

  それから、職員数の乖離についてですけれど

も、例えば消防を直営で持っているところ、そ

れから病院を持っているところ、当然病院を持

っていない新庄市のような団体と比べると、職

員数は当然多くなります。そういったことなの

で、単にその類似団体比較ということだけでは

なくて、本当に新庄市に近いような地方自治体

と比較しないといけないのかなと思ってござい

ます。 

  次に、定員管理計画の見直しについてでござ

いますけれども、定員を増やしていただければ

という御質問だったと思いますが、定員を増や

す、人数を増やすということは人件費が上がり

ます。人件費が上がるということは、これから

人口減少、少子高齢化が進む中で、税収が見込

めない中で、市民の皆様に税負担をいただくこ

とになります。交付税といっても、基準財政需

要額と基準財政収入額の差額分しか出ませんの

で、やっぱりそこは税負担でお願いせざるを得

ないという状況になるかと思います。 

  このことにつきましては、数日前に佐藤委員

と議論したような気もするのでございますけれ

ども、そのことは置いといて、いずれにしろ佐

藤委員の御指摘、職員一人一人の健康とか、気
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を遣っていただくというのは大変ありがたいこ

とでございますので、定員管理計画につきまし

ては、定年延長の導入とか、国からの権限委譲

の動向ですとか、国・県の施策の転換など流動

的な要因により、必要が生じた場合に見直しを

図ると既に計画してございます。 

  なお、この管理計画につきましては今年度見

直しを行う予定でございますので、必要とあれ

ば、定員を増やす方向で検討する必要もあるの

かなと考えてございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 丁寧なお答え、誠にあ

りがとうございます。 

  そこで、消防と病院が直営であれば人数が多

くなるのだというお話でしたが、例えば市それ

ぞれにあるのかどうか分からないのですけれど

も、寒河江市、上山市、村山市、長井市、尾花

沢市と含めて１万人以上かというところで、全

て新庄市より多いです。人口1,000人当たりの

職員数が多いです。これらの市が、全部病院、

消防直営でしょうか、疑問です。よく分かりま

せんが、そうでないようなところも多いような

気もします。という私の考えです。 

  さらに、増やせば人件費が上がる、市民の税

負担となる。確かにそうです。しかし、なぜ新

庄市でこんなに正職員が少ないかと考えますと、

私なりに考えてみると、給食の調理師を民間に

してみたり、保育所が直営だったのを民営化し

たり、そのほか社会教育施設も本当は直営だっ

たのですけれども、皆、指定管理という民間に

委ねているような形で、神室荘もそうでした。

直営で職員を雇ってやっていたものを、民間に、

民営化にという形で、どんどん職員を減らす方

向に持っていったということです。 

  しかし、よく考えてみますと、そこで働く人

たちの姿、直営だったときのことを考えると、

市職員で正採用の方がたくさんおられました。 

田中 功委員長 佐藤委員、すみません、簡潔に

お願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） そういう意味で、正採

用である方が増えるということは、市で働き、

そこで定住し、結婚し、子供を産むという方が

多くなる条件の１つです。しかも、女性の働く

場所が多いです。若い女性が少ないとよく言わ

れますが、女性の働く正採用の仕事場、それを

増やす、そして安定して働けるようにする。本

当は、直営としてそういう職場があるところが、

職員が多いのだと思います。そこを削ってきた

新庄市の定員管理計画が、このように女性の働

く場、正採用の場をなくしてきた。そういうこ

とで、女性がここからいなくなる、流出してし

まう条件をつくってしまっていたのではないか

と私は思うのです。 

  それは、サービスを受ける市民の側から見れ

ば、経験を積んだ安定した方々からいろいろサ

ービスを受ける、いろんなことを教えてもらう、

これが市民の人権を守ることにもつながるので

はないかと私は思うのです。 

  そういう意味で、定員管理計画は正採を増や

すという立場で、そして女性の働く場を増やす、

そういう立場で増やすべきではないかというこ

とを考えるのですが、もう一度ありましたらお

願いします。 

小関 孝総務課長 委員長、小関 孝。 

田中 功委員長 小関総務課長。 

小関 孝総務課長 まずは定員についてですけれ

ども、先ほども申し上げましたように、国から

の動向ですとか、政策の転換など様々な要因に

よりまして、事務事業量に乖離が生じた場合、

見直すものとしてございます。 

  それから、女性についてでございますけれど

も、後ろを振り返っていただければ分かると思

いますが、今期の新規採用職員並んでいますの

で、御覧いただければ分かると思います。 
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  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 定員管理計画について

は、今年見直す時でもあるということですので、

今のようなことで、新庄市の職員数が非常に少

ないという状況とか、あと早期退職の中で病気

の人が出ているとか、有給休暇取得が少ないと

か、残業の多い方がいるとか、そういうことを

よく見ていただいて、増やして、健康で市民の

ために全力で働く職員、そして人権を守る職員

を増やすように、定員をぜひ見直して増やして

いただきたいという要望を申し上げます。 

  次に、２つ目ですが、成果の140ページの

（５）学校給食物価高騰対策支援とありまして、

１食当たり20円の補助をしているという、これ

はいいことだなと思って見ておりました。しか

し、給食を食べている方からこういう声があり

ました。去年から牛乳のない日が増え、おかず

が貧しくなったような気がすると。ほかの自治

体と比べてみたら、ほかの自治体ではそういう

ことはないようだみたいな声が聞かれたのです。

新庄市の物価高騰対策としての支援が足りなか

ったのではないかということと、あと地元産の

活用がもっとできるように、支援拡充が必要で

はなかったのかなと思うのですが、どうでしょ

うか。 

大町 淳学校教育課長 委員長、大町 淳。 

田中 功委員長 大町学校教育課長。 

大町 淳学校教育課長 それでは、ただいまの質

問にお答えいたします。 

  昨年度は、国の臨時交付金を活用いたしまし

て、12月補正で１食20円を11月１日から遡って

補助させていただきました。それによりまして、

各御家庭に新たな負担なく給食を提供すること

ができました。 

  今年度につきましては、確かに物価の高騰と

いう影響は給食にも出てございます。ただ、各

学校、給食のメニューを立ててくださる先生方

の本当に御難儀いただきながら、摂取カロリー

であるとか、栄養素につきましては、基本的な

基準の目安をクリアした形で給食は提供させて

いるところでございます。 

  なお、今後の国の動向であるとか、また物価

の状況、学校の状況につきましては、学校と

我々で十分把握させていただきながら、今後の

在り方につきましては、検討していかなければ

ならないと考えているところでございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 給食は毎日の子供の一

番の楽しみでありますので、その子が学校に来

てよかったなと思えるような給食になるよう、

どうか予算をけちらないで、つけていただくよ

う市長にはお願いします。 

  次に、成果143ページの11で、不登校適応教

室等指導事業というのがありますが、適応指導

という名称は、学校に行かない、行けない子供

の立場に立つと、どうもそぐわないというか、

子供の人権に対して不適切な使われ方のような

気がするのです。自分がそう言われたら、ちょ

っと嫌だなという気持ちがするような気がする

のです。そこで、その言葉は使われなくなった

とも言われています。文部科学省も2003年から

教育支援センターと名称変更を促していると聞

きました。そのように名称変更は考えておられ

るか。 

  また、文部科学省が進めている学びの多様化

学校を新庄市でもつくっていただけないかと感

じるのですけれども、そういったことはどうで

しょうか。 

大町 淳学校教育課長 委員長、大町 淳。 

田中 功委員長 大町学校教育課長。 

大町 淳学校教育課長 それでは、ただいまの御

質問にお答えいたします。 
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  まず、不登校適応教室等指導事業につきまし

ては、事業名としては適応指導教室という言葉

を使ってございますが、子供たち、児童生徒の

間では広くシャイニング教室という言葉を子供

たちも使っているところでございます。 

  昨年度につきましては、小学生３名、中学生

９名、合わせまして12名がこのシャイニング教

室に通ったところでございますけれども、なか

なか学校には行けない、集団の中で学べないと

いうお子さんにとっては、本当に居場所になっ

ているところだと思っております。 

  昨年度は、中学校３年生のお子さんにつきま

しては、自分の希望する進路に進まれた生徒も

いらっしゃいました。そういう意味では、これ

からも学校で学びがなかなかできないお子さん

にとりましての学習保障の場、また居場所の１

つとして、この事業を続けてまいりたい、シャ

イニング教室という中で続けてまいりたいと思

っております。 

  また、もう一つございました学びの多様化学

校につきましては、６月の議会でも御質問いた

だいたところでございますが、学びの多様化学

校につきましては、ある程度、教育課程の柔軟

な対応が認められてございますが、あくまでも

各教科が主たる学習の内容となっております。

そのようなところで、児童生徒のニーズ、また

他町村の動向も懸案しながら検討してまいりた

い、研究してまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） シャイニング教室とい

うことで、よく見ればいい名前、輝く名前なの

でしょうから、それをぜひ前面に出していただ

くようにお願いします。 

  それから、次に決算書の111ページの３款１

項３目で、障がい者移動手段確保事業がありま

す。給油券を支給するのがありますが、この利

用率が非常に高くなっております。通学や通勤

の送迎の利用者にとっては大変ありがたいけれ

ども、少な過ぎる支援でないかと思うのですが、

どうだったでしょうか。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

給油券の使用状況ということでの質問をいただ

きました。タクシー券の使用率よりも給油券の

ほうがやはり高くて、今まで枚数も少なかった

のですが、それを検討しまして、令和７年度か

ら枚数を12枚に増やして対応しております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 大変ありがたいことで

ありました。よかったなと思います。 

  それから、次に決算の129ページの４款１項

４目で、検診業務委託料というのがあります。

この検診業務をそれぞれ見たのですけれども、

聴力検査というのが見当たらないようなのです

けれども、なかったのでしょうか。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 聴力検査につきましての御質

問でありますけれども、特定健診の契約の中に

……、申し訳ありません、ちょっと確認させて

いただいて、後で御回答させていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 聴力検査はないように

私は見ておりました。 

  車の運転にも、また道を歩く場合も、人と対

話するにも、大事な耳の力、聴力だと思います。
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これを、自分はどうなっているかと自覚して、

必要に応じて補聴器など試してみるかみたいな、

そういうことを促すことになる健康診断として

必要だと思いますので、もしないという場合は、

考えていただきたいということをお願いします。 

  以上です。 

田中 功委員長 それでは、10分間の休憩に入り

ます。 

 

     午前１０時５４分 休憩 

     午前１１時０４分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ここで、商工観光課長と健康課長より発言の

申出がありますので、これを許可します。 

髙橋 潤商工観光課長 委員長、髙橋 潤。 

田中 功委員長 髙橋商工観光課長。 

髙橋 潤商工観光課長 先ほど、渡部委員より、

試作品開発の事業について、どんな技術だった

のかという御質問をいただきました。 

  こちらの事業につきましては、試作品という

ことでも想像つくかと思いますが、特許とか、

企業の機密情報に該当するような内容が多分に

含まれるというものでございまして、昨年度実

施した事業につきましても、企業の機密という

部分に該当すると思われますので、それにつき

ましての情報提供は御容赦いただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 佐藤委員から御質問のありま

した聴力検査につきましてでございます。 

  本市で実施しております特定健診の中には項

目で含まれておりませんけれども、オプション

メニューとして770円でお受けいただくことが

可能となってございます。 

  以上です。 

田中 功委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

田中 功委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） それでは、４点質問い

たします。 

  初めに、94ページ、成果表では21ページにな

ります。２款１項10目交通安全対策事業につい

て質問します。 

  この成果表の中に、交通安全専門員設置事業

ということで、専門員数３人、予算額が663万

2,590円となっています。その下に、交通指導

員設置事業ということで、指導員数が14人、こ

の決算額が334万5,400円ということになります。

これを単純に割っていきますと、交通安全専門

員が１人当たり221万円になりまして、（３）の

交通指導員設置事業は334万5,400円ですから、

単純に割りますと、端数が出るのですが、１人

当たり23万8,000円という数字になっておりま

す。 

  まず第１に、交通安全専門員の活動状況です。

どういうことをやっているか、あまり見えない

のですけれども、どういうことをやられておる

か、お知らせいただきたい。 

  それから、その下の交通指導員は、下に街頭

指導、小学校の登校時間帯に実施ということを

書いてありますが、私が見た範囲では下校も指

導をやっている状況が見受けられますけれども、

小学校に限って登校時間と限定しているのかど

うか、お答えいただきたいと思います。 

井上 徹環境エネルギー課長 委員長、井上 徹。 

田中 功委員長 井上環境エネルギー課長。 

井上 徹環境エネルギー課長 新田委員の御質問

にお答えいたします。 

  まず、交通安全指導専門員の活動ということ

ですけれども、こちらにつきましては女性の３

名の専門員がいらっしゃいまして、幼稚園とか

保育所等に行きまして、交通指導を行っている

ものでございます。昨年度は、幼児、小学生の

安全教室といたしましては79回、あと高齢者の
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安全教室ということで８回ほど実施しておりま

す。 

  あと、交通指導員につきましては、朝の登校

時の立哨という形で行っている交通指導の方な

のですけれども、基本的には朝の登校の時間帯

で行っているわけですけれども、個人的に数名

でしたか、下校時も危険と思われる場合に立っ

ていただいている方がいらっしゃるということ

でございます。 

  以上でございます。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

田中 功委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） これは、そうすると下

校時の立哨というのは、本人の個人的な考えで、

無償でやっているボランティア的な活動という

ことになるわけですか。 

井上 徹環境エネルギー課長 委員長、井上 徹。 

田中 功委員長 井上環境エネルギー課長。 

井上 徹環境エネルギー課長 こちらにつきまし

ては無償ではなく、立哨につきましては、基本

的に１時間程度の業務となりますけれども、時

給制となっておりまして、出た回数分で対応し

ておりますので、下校分も支払っております。 

  以上です。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

田中 功委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） あともう一つ、小学校

ということに限っていますけれども、中学校も

同じような時間帯に下校するわけですけれども、

登下校、中学校は関係ないということですか。 

田中 功委員長 暫時休憩します。 

 

     午前１１時１０分 休憩 

     午前１１時１１分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開いたします。 

井上 徹環境エネルギー課長 委員長、井上 徹。 

田中 功委員長 井上環境エネルギー課長。 

井上 徹環境エネルギー課長 登校につきまして

は、小学校も中学校も大体同じ時間帯になると

思います。下校につきましては、中学校ですと

部活等もありますので、小学校と大幅に時間帯

が変わってきます。夜間ということであります

ので、危険性は小学生より増すとは思うのです

けれども、小学生よりは中学生のほうが交通ル

ールについてはしっかり守られるというか、理

解しているということだと思いますので、メイ

ンとしては小学校、下校については特定の人だ

けがやっている状況ですけれども、基本的に登

下校、登校の小中学生の立哨というような形で

やっております。 

  以上でございます。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

田中 功委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） この指導に対しては、

小学校も中学校も関係なくやっていただいてい

ると認識していいわけですね、分かりました。 

  次に、決算書115ページ、３款１項５目在宅

高齢者福祉事業ということで、成果表は52ペー

ジにありますが、この（２）に老人クラブの助

成事業ということが載っています。クラブ数が

昨年度は23組あったということで、新庄市の現

在の人口、60歳以上が１万3,581人、会員数が

453人、加入率3.4％というような数字が載って

います。 

  お伺いしたいのは、私の感じではかなり前か

ら見ると、だんだん老人クラブの数が減ってい

ると認識しております。理由はいろいろあると

思うのですが、私が聞いた範囲では、経費がか

かり過ぎて維持できないということで解散した

ということを聞いているのです。助成額を見ま

すと、124万1,200円と載っています。 

  まず、第１にお伺いしたことは、一番最高に

あったときのクラブ数は幾らあったか、分かれ

ばお知らせいただきたい。現在と比較して考え

てみたいと思うのです。分かりますか。 
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大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

の御質問ですが、老人クラブ数、過去どれくら

いだったかということなのですけれども、すみ

ません、手元の資料だと令和元年になりますが、

30と認識しております。 

  以上です。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

田中 功委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） 確かに減っていること

は伺わなくても分かりますが、私の考えは、老

人クラブが減っているというのは、非常にマイ

ナス面が生まれている。少子高齢化、もうかな

り前からそう言われて、高齢化の年寄りをどう

扱うかということが社会的問題になっているわ

けですから、そこをしっかり解決するといいま

すか、そこを上手にやっていかないと、社会全

体に影響が出ると。年寄りはだんだん増えてく

る。今、65歳以上ですと35％ぐらいになってい

るのではないですか。３人に１人はもう老人な

のですよね。そういう時代に入ってきているの

で、年寄りの高齢者の扱いを間違うと、行政に

大きな負担がかかると。かかりますね、全体的

に。要するに、独り暮らしの老人を減らしてい

かないと、だんだん負担が大きくなる。健康保

険にも影響するし、介護保険も必ず増えてくる。

だから、独りにしておかないということが大事

だと私は思うのです。ですから、老人クラブが

減るということは、非常に憂える部分があるわ

けです。私はそう感じています。 

  これからだんだん数字が増えてきますので、

その扱いというものをもう少し慎重に検討して

いかないと、うまくないと私は思っています。 

  この原因が、さっき申し上げましたとおり、

経費が捻出されない、維持できないという大き

なネックがあるわけですから、それを考慮する

方法というのは何か、担当課としてあれば、お

知らせいただきたい。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

の老人クラブについて、活動を継続する上で必

要な課題、解決すべき課題という質問をいただ

きました。 

  老人クラブは、一応地域にとっても身近な組

織ということで、今まで活動を続けていただい

ております。ボランティア活動等、大事な活動

も続けていただいております。委員おっしゃる

ように、全国的な問題もありますけれども、新

庄市独自の問題についても抽出して対応してい

かなければならないなとは認識しております。 

  今の活動は、一応助成金もお上げしているの

ですけれども、グラウンドゴルフ、輪投げ等の

大会を開いていただいたり、福祉施設への訪問

等もしていただいております。こちらの活動を

充実して行っていただけるように、支援を継続

するという点で取組が必要だというか、重点的

に取り組んでいかなければならないという認識

はございます。 

  ただ、活動の経費がなお足りないという声が

あるということですので、そちらも皆さんのお

声を聞いて検討してまいりたいと思います。 

  以上です。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

田中 功委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） 私は、老人の取扱い、

高齢者の取扱いを間違うと、大変な方向に走っ

ていくのだと感じています。 

  少子化も大きな社会問題になっていますけれ

ども、どうしようもないような状態になって、

例えばいい例が、山形県の人口100万人を割っ
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たということで大騒ぎになっていますけれども、

元に戻すのは非常に難しいと私は思います。そ

うならない前の対策というのは十分に行政とし

てやっておくべきだったと。新庄市の場合も同

じです。県ばっかり言いましたのですが、新庄

市の人口減も、前々から減少にならないような

政策を打ってこなければならなかったはずなの

です。それを怠ったために、今、毎年500人以

上の人口減をずっと続けているわけです。歯止

めがかからない。ですから、早め早めにその対

策というものをやるべきだと。 

  老人の場合、高齢者の場合も同じですけれど

も、たった独りにしておくということは、イコ

ール、病気につながる、間違いなく。健康を害

したときには、どういう負担が市にかかるか、

言わなくても皆様お分かりと思いますけれども、

そうならないように施策を打っていかなければ

ならないと私は思っています。 

  そんなことで、できる限り高齢者の対応とい

うものを、担当課の福祉課がやっていかなけれ

ばならない、先頭に立ってこれをやっていただ

きたい。お願いいたします。 

  次に、決算書172ページ、10款２項１目、成

果表は135ページ、この中に修繕ということで、

新庄小学校教室棟３階トイレ外１か所洋式改修

修繕、それからその下の日新小学校２階トイレ

洋式改修修繕ということで載っています。和式

を洋式に変えるということだと思うのですが、

今現在、９学校で和式のトイレがまだあるので

はないかと想定されます。どのようになってい

るか、お知らせいただきたい。 

伊藤リカ教育次長兼教育総務課長 委員長、伊藤

リカ。 

田中 功委員長 伊藤教育次長兼教育総務課長。 

伊藤リカ教育次長兼教育総務課長 洋式トイレ化

修繕に関する御質問をいただきました。 

  洋式トイレに関しては、一般質問でもお答え

させていただきましたが、現在８割以上の洋式

化が終わっているということになっております。 

  小学校の教室棟でいくと、日新小学校の洋式

化がまだ終わっていない状況です。子供たちが

中心に使う教室棟については、そのような状況

なのですけれども、まだ先生方が使う部分とか、

そういった部分も洋式化が済んでいないところ

もございますので、今８割方というような状況

になっております。 

  以上です。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

田中 功委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） この洋式化は、今ほと

んど和式なんていうところは、個人家庭でもな

くなってきているので、子供たちも不便を感じ

ているはずです。早急に全部洋式にすべきだと

私は思っていますが、計画を教えていただきた

い。 

伊藤リカ教育次長兼教育総務課長 委員長、伊藤

リカ。 

田中 功委員長 伊藤教育次長兼教育総務課長。 

伊藤リカ教育次長兼教育総務課長 洋式化の計画

につきましては、先ほど申し上げましたように、

教室棟を優先して行っております。来年度、日

新小学校の洋式化を行いたいと考えております

が、なお実態などを調査いたしまして、計画ど

おりに進められるかというところもございます

ので、なお調査しまして、早急に対応してまい

りたいと考えております。 

  以上です。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

田中 功委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） どうかひとつ、子育て

にも影響してくるはずですので、なるだけ早く

この対応をお願いしたいと思います。 

  次に、決算書175ページ、成果表では140ペー

ジになります。10款２項３目小学校給食管理運

営事業費でございますが、今子育て事業という

ことで、全国的に問題になって進めておるわけ
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ですけれども、新庄市では給食費の補助がほと

んどないと言ってもいいのではないかと思って、

見ています。ここには国からの補助ということ

で、先ほど話されましたのですが、小学校でた

った15円、１食ですね。中学校で20円などとい

う数字が出ていますけれども、こういうことで

は子育てできるはずがない。 

  一番の問題は、出生率が低いということが問

題ですので、子供を育てやすいようにしていか

ないと、人口が増えていかない、減る一方です。 

  今、学校見て分かるとおり、通学なんか見て

いると一番分かります。子供がほとんどいない

のです。私のところは特に歩行通学ですので、

マイクロバスは使えませんで、３キロ以内にな

っています。皆分かります。年々減っていると

いう状況です。 

  それを解消していくには、子供にかける経費

を少なくしていかなければならないということ

が言えると思うのです。これもこういう小刻み

に何十円なんてことではなくて、無償化すべき

だと私は思っています。全部小中学校の給食費

を無償、こういう考えで施策を打っていかなけ

ればならないと私は思っています。育てやすい

ようにしていかなければ、子供は絶対増えませ

ん。そんなことで、教育委員会は給食費に対し

てどんな考えを持っているか、お答えいただき

たいと思います。 

大町 淳学校教育課長 委員長、大町 淳。 

田中 功委員長 大町学校教育課長。 

大町 淳学校教育課長 それでは、ただいまの給

食費に関わる御質問につきまして、お答え申し

上げます。 

  昨年度は、第１子に対しまして、小学校は１

食15円、中学校は20円、そして第２子は半額、

第３子以降は全額補助という形で子育て支援さ

せていただいておりました。 

  今年度につきましては、先ほど申し上げまし

た第１子の補助額を上げまして、小学校につい

ては40円、中学校につきましては50円という形

で補助の幅を拡大させていただいております。 

  議員御指摘のとおり、子育て支援という意味

では、給食費の補助負担を軽減するということ

は大切なことだと思っております。また、現在、

国でも無償化に向けた準備、検討事項として上

がっているという報道もございます。それらを

注視しながら、子育て支援の重要性と併せて、

総合的に判断、検討してまいりたいと思ってお

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

田中 功委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） そう小刻みにやるので

なくて、やらなければ駄目なことは一気にやら

ないと、効果が生まれない。国や県の行動を待

っているようでは、新庄市の人口は減る一方で

すよ、何回も申し上げますけれども。思い切っ

て、ぜひ無償化にすべきと私は申し上げたい。

そうしていかないと、人口はどんどん減る一方

ですよ。子どもをもう少し重要視して、みんな

で大事にして守っていかなければいけない、そ

ういうふうに私は思います。 

  住みやすいまち、よそから見ても新庄市がそ

う言われるように、子育てするなら新庄という

ようなキャッチフレーズを打てるぐらいの政策

を打つべきだと私は思いますけれども、市長、

どう考えますか。 

大町 淳学校教育課長 委員長、大町 淳。 

田中 功委員長 大町学校教育課長。 

大町 淳学校教育課長 ただいまの御質問にお答

え申し上げたいと思います。 

  子育てしやすいということにつきましては、

本当に子供たちが将来、この新庄を支える大き

な人材だと思っております。子供たちの学びを

支えていくためにも、給食、体を育てることも

含めまして、取り組んでいくことが重要なこと

だと思っております。できるだけ早くという声

もいただきましたけれども、今後さらに検討を
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進めてまいりたいと思っていますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

田中 功委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） 国の政策を待っている

ようでは駄目なのです。新庄市は新庄市でつく

っていかなければならない。だから、思い切っ

た政策を打たないと解決しないのです。黙って

いれば、少子高齢化はどんどん進んでいきます。

歯止めをかけなければいけない。だから、よそ

の自治体でやらないうちに一歩先んじて、政策

を実行していかなければならないと私は思うの

ですけれども、市長、考えありましたら。 

山科朝則市長 委員長、山科朝則。 

田中 功委員長 山科市長。 

山科朝則市長 委員からは、将来に向けての見通

しのアドバイスをいただいたと思っております。

多分、多くの自治体がそのような形で無償化に

向けて取組を進めたいと思っていると思います。

しかし、財政面とかいろんなことを勘案した場

合に、今全国市長会でも国に対してそれを制度

化してほしいというような要望を、まさに提出

している最中でございまして、国に対する市長

会の、学校給食に関わる担当の市長たちの部会

もございまして、そこでも国とかなりいろんな

意味での論戦を交わしていると伺っているとこ

ろでございますので、先ほど来、委員おっしゃ

られるように、国に先駆けてということは十分

理解しているつもりでございますけれども、私

どもの財政規律の問題もございますので、前向

きにお話を承って、そして検討を進めてまいり

たいと思います。 

  以上です。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

田中 功委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） やはり地方に必要なも

のは、国で政策をちゃんと打ってもらわないと

困るわけです。今、いいことに少数与党になっ

ています。皆さん御承知のとおり、野党側の意

見も十分に聞き入れないと先に進めないような

状況に国会がなっています。要望があれば、野

党を先頭にして国を動かすという方法もできる

わけですから、ひとつ市長会でも十分意見を出

して、国になるたけ早く無償化できるような要

望を、出していただきたい。 

  以上、終わります。 

田中 功委員長 ほかにありませんか。 

１５番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

田中 功委員長 髙橋富美子委員。 

１５番（髙橋富美子委員） それでは、初めに決

算書109ページ、３款民生費１項社会福祉費１

目、生活困窮者自立支援事業費の子どもの生

活・学習支援事業委託料についてお伺いします。

成果表は49ページとなっております。 

  ここに、支援人数は５人、事業費が185万

8,897円とあります。こちらの内訳として、通

所型33万5,000円、訪問型152万3,897円となっ

ておりますが、こちらの事業の詳細についてお

伺いします。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

の質問についてお答えいたします。 

  生活困窮者世帯の子どもの学習支援と居場所

づくりということでの、日常生活の課題の解決

についての支援になります。これは委託事業で、

委託先が特定非営利法人福祉サポートセンター

山形になります。 

  以上です。 

１５番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

田中 功委員長 髙橋富美子委員。 

１５番（髙橋富美子委員） 通所型、訪問型も、

サポートセンターが委託先ということで承知し

ました。今後ともしっかり子供たちの学習支援
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のために、よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、決算書111ページ、同じく３款民生費

１項社会福祉費１目、高齢者・子育て世帯、熱

中症緊急対策事業費の家庭用冷房機新規購入事

業補助金について、成果表は50ページとなって

おります。 

  こちらを見ますと、57件の実績ということで、

高齢者世帯の方、また子育て世帯の方、本当に

この猛暑でエアコンの設置、上限は５万円です

けれども、大変助かりましたという声を聞いて

おります。この中で、申請された方全ての方が

補助を受けられたのか。また、要件とか、締切

り後に来られた方とか、いらっしゃいましたら

教えてもらいたいと思います。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

の質問、家庭用冷房機新規購入事業の助成の件

について質問をいただきましたので、お答えい

たします。 

  こちらは、熱中症による健康被害を予防する

ため、住民税非課税世帯である高齢者や障害者

世帯がエアコンを購入設置する場合に、経費の

うちの３分の２で上限５万円ということでの助

成になりました。 

  実績といたしましては、成果表にも載ってい

るように57件です。申請いただいた全ての方に

助成を行いました。内訳としては、高齢者世帯

が50件、その他が７件ということになります。 

  以上です。 

１５番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

田中 功委員長 髙橋富美子委員。 

１５番（髙橋富美子委員） 57件のうち50件が高

齢の方ということをお伺いしました。ますます

地球温暖化ということで、年々猛暑が続くよう

です。熱中症予防の一助として、継続を今後と

もお願いしたいと思います。 

  また、せっかくエアコンを設置しても、高齢

者の方、特にエアコンのスイッチを切ったり、

操作のミスもあるようです。この点については、

どのような対処をされますか。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

の質問についてお答えいたします。 

  今回のこの制度についても、民生委員やケア

マネジャーに、もし該当するような方がいらっ

しゃったらということでお声がけさせていただ

きました。引き続き、そのような方に、訪問の

際に気づいた点があったらお声がけいただくよ

うな指導も続けてまいりたいと思います。 

  以上です。 

１５番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

田中 功委員長 髙橋富美子委員。 

１５番（髙橋富美子委員） 引き続き、よろしく

お願いいたします。 

  次に、決算書117ページ、こちらも３款民生

費２項児童福祉費１目児童福祉総務費、わらす

こ広場管理運営事業費について、成果表は67ペ

ージとなります。 

  昨日も鈴木委員より質問がありましたが、こ

のわらすこ広場、成果表の（２）利用状況が載

っております。令和５年度より利用者が、市内

の利用者は1,766人、郡内は567人、郡外が

1,450人、計3,783人の増となっておりました。

郡外の利用者の方は、主にどちらの方面からい

らっしゃった方でしょうか、お分かりになれば

教えてください。 

土屋智史子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

土屋智史。 

田中 功委員長 土屋子育て推進課長兼福祉事務

所長。 
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土屋智史子育て推進課長兼福祉事務所長 わらす

こ広場の御質問をいただきました。 

  わらすこ広場につきましては、小学校３年生

までのお子さんを対象にした屋内の遊び場で、

子育て家庭の保護者と交流の場となっておりま

す。 

  令和６年度につきましては、利用者数３万

2,390人ということで、去年よりも約13％利用

者が増えたところです。特に郡外からの方が多

い状況ですけれども、特に県内、遠いところで

は仙台辺りからもいらっしゃっている状況です。

人数的な集計はしておりませんが、例えばほか

の施設に比べて時間制限がないとか、混んでい

るときでも予約が必要ないとか、そういうよう

なお声でいらっしゃっているようです。 

  以上です。 

１５番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

田中 功委員長 髙橋富美子委員。 

１５番（髙橋富美子委員） 県外、仙台からもと

いう今お話がありましたけれども、こういった

方は、ホームページとか何かを見ていらっしゃ

っているのでしょうか、その辺お願いします。 

土屋智史子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

土屋智史。 

田中 功委員長 土屋子育て推進課長兼福祉事務

所長。 

土屋智史子育て推進課長兼福祉事務所長 詳細は

把握しておりませんが、ホームページとか、あ

と子育て関連がまとまっているようなパンフレ

ットというかフリーペーパーとか、そういうと

ころにも情報が載っていますので、そういうの

を見ていらっしゃっているようです。また、新

庄市内に実家があるとか、郡内に実家があると

かというようなことで、帰省の際、また長期休

みの際、そういう形での利用も多くあります。 

  以上です。 

１５番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

田中 功委員長 髙橋富美子委員。 

１５番（髙橋富美子委員） 昨日も鈴木委員から

あったのですけれども、利用されるときに住所

等を記入されるわけですけれども、そういうと

きにちょっと声をかけていただいていると思う

のですけれども、そういったところも把握して

いただきたいと思うのですが、いかがでしょう。 

土屋智史子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

土屋智史。 

田中 功委員長 土屋子育て推進課長兼福祉事務

所長。 

土屋智史子育て推進課長兼福祉事務所長 昨日も

御質問ありましたけれども、入場する際に、お

名前、あとどの地区からいらっしゃったか、年

齢等を書いていただいていますので、今後その

あたりも集計しまして、分析してニーズ等の把

握をしていきたいと思っております。 

  以上です。 

１５番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

田中 功委員長 髙橋富美子委員。 

１５番（髙橋富美子委員） よろしくお願いいた

します。 

  子育て支援施設については、県内にも新たな

施設がオープンしたり、またリニューアルして

おります。新庄市も当初、わらすこ広場が開設

されたとき、大変遊具ももちろん新しく、本当

にすばらしいものだということで、いろんなと

ころから来られて、その方が新庄市でお買物さ

れたり、そういったことがありました。今もそ

れは継続されていると思うのですが、今後子供

の遊び場ということで、市民アンケートにも多

くの要望があると思いますが、この点について、

本市はどのようなお考えをお持ちですか。 

土屋智史子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

土屋智史。 

田中 功委員長 土屋子育て推進課長兼福祉事務

所長。 

土屋智史子育て推進課長兼福祉事務所長 設備の

リニューアルとか、そういうことでの御質問を
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いただきました。安全性と魅力向上のために、

計画的なリニューアル等をわらすこ広場につい

ても行っております。 

  令和６年度につきましては、サイバーホイー

ルといって、ぐるぐる中が回るような遊具につ

いても更新いたしました。ほかの自治体のよう

に、新たな遊び場というようなお声も、市民ア

ンケートなりで大分そういう声もお聞きしてお

りますので、そういう施設につきましては、今

後必要な機能とか、規模、時期、大きさなどに

ついても多角的に検討してまいりたいと思って

おります。 

  以上です。 

１５番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

田中 功委員長 髙橋富美子委員。 

１５番（髙橋富美子委員） 皆さんの声を聞いて

いただいて、先ほど新田委員からもありました

けれども、本当に新庄市に住んでよかったとで

きるような子育て支援に力を入れていただきた

いと思います。 

  次に、決算書125ページ、３款民生費３項生

活保護費２目扶助費、生活保護事業費の生活保

護扶助費についてお伺いします。成果表は48ペ

ージとなっております。 

  生活保護費の構成比の中で、53.45と大きな

構成比を占めている医療扶助費ですけれども、

令和５年度より4,900万円ほど増となっており

ます。こちらの詳細について、お願いしたいと

思います。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

質問いただきました医療扶助費の増加について

の質問についてお答えいたします。 

  令和６年度については、入院された方がちょ

っと増加したということで、令和５年度と令和

６年度を比べて大幅に増額になっております。

入院の日数に関しましても多くなっておりまし

て、65歳以上の保護者の方の入院が多くなって

きております。年々高齢化が進んでおりますの

で、医療扶助はちょっと増額になるのかなと見

通しております。 

  以上です。 

１５番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

田中 功委員長 髙橋富美子委員。 

１５番（髙橋富美子委員） やはり病気ってなり

たくてかかるわけではないので、日頃からの予

防についてもしっかりお願いしたいと思います。 

  次に、決算書129ページ、４款衛生費１項保

健衛生費４目健康増進費、健康増進事業費の中

の、歯周疾患検診、成果表の81ページになりま

す。対象者が2,366人に対して、受診者が70人

で受診率が3.0％ということで、令和５年度も

同じような受診率だったかと思います。今後、

こちらの受診率の向上に向けての取組について

お願いしたいと思います。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 歯周病検診に関する御質問に

お答えいたします。 

  こちらの受診率が低い理由といたしまして、

本市でもホームページ等で周知を図ってまいっ

たところでおりますが、治療中の方につきまし

ては、検診の対象外となっておりましたことな

どにより、健診当日に行かれても、その場で治

療が必要な場合は反映されないということで、

治療を進められることが多かったということで、

検診よりも治療を優先されていると分析してお

ります。 

  対策につきましては、さらに令和６年度から

対象者を20歳、30歳の方に拡大しておりますこ

とと、また今後治療中の方も助成対象として実

施していきたいと考えております。 

  以上です。 
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１５番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

田中 功委員長 髙橋富美子委員。 

１５番（髙橋富美子委員） 歯周疾患ということ

で、今お話をさせてもらいましたけれども、健

康は本当に全てあれなのですけれども、歯とい

うのは本当に大事な部分でもあります。令和６

年度からは20歳、30歳の方に対して、この検診

があるということを伺いました。本当に一人一

人自分の健康は自分で守るわけですけれども、

こういった様々な検診をしっかり受けていける

ように、今後ともよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  以上で終わります。 

田中 功委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午前１１時４８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  質疑ありませんか。 

１３番（伊藤健一委員） 委員長、伊藤健一。 

田中 功委員長 伊藤健一委員。 

１３番（伊藤健一委員） よろしくお願いします。 

  歳出に関しまして、初めに92ページ、２款１

項総務管理費８目広報費について伺います。92

ページといっても93ページ側、内訳でございま

すけれども、昨日も同僚委員の質問の中で、Ｌ

ＩＮＥとホームページ関係に関する質問があっ

たわけですけれども、その中で市の公式ＬＩＮ

Ｅアカウントの機能拡張業務委託料88万円と、

機能拡張システム使用料66万円、このことに関

しましては、具体的にどのような業務内容でご

ざいますか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 市の公式ＬＩＮＥアカウ

ントの機能拡張事業ということで、昨年度８月

からの運用ということで、ＬＩＮＥの扱いの利

便性をより高めるということを行っております。

その中で、特に内容を充実した部分につきまし

ては、登録者の属性というところで、性別、年

代、居住エリア、こういった属性はこれまでご

ざいましたが、そのほかに職業、学区、町内会

など細かいエリアでの設定ができるようにして

ございます。 

  また、メニューの画面につきましても、自由

に構成ができるということで、メニュー画面の

充実、そしてまたメッセージということでは、

セグメント配信また定期配信など、配信できる

ような機能も設けております。 

  また、任意のアンケートフォームということ

で、アンケートの集計などもできるようなこと

で、様々な機能を充実させた内容になってござ

います。 

  以上であります。 

１３番（伊藤健一委員） 委員長、伊藤健一。 

田中 功委員長 伊藤健一委員。 

１３番（伊藤健一委員） 使う中で、いろいろ使

用目的やニーズが増えたものに対応したという

ことと、システムのバージョンアップと、その

ような理解でよろしいでしょうか。 

  では、ここに踏み込んだ中には、昨日のやり

取りにもありましたけれども、友達申請数が

3,000人何がしから4,855人に1,000名以上増え

ているというお答えをいただきました。ホーム

ページの閲覧回数に関しても、それなりの件数

が長い歴史の中であるわけですけれども、そち

らはまず置いておきます。 

  ただ、ＬＩＮＥアカウントに関してなのです

けれども、確かに1,000名以上のお友達が増え

て4,800名と、一生懸命増やす努力を当局もな

さっていることは敬意を表します。 

  ただ、踏み込んで欲を言えばなのですけれど

も、このＬＩＮＥというのは、インスタグラム

とかＸとかいろいろＳＮＳ対策をなさっている
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中で、１つの大きな実績を持つ、あとは集客力

を持つチャンネルツールだと私も思います。そ

の中で目指すところは、今4,800人まで行きま

したけれども、どのぐらいまで持っていきたい

なと、そういうビジョンはありますでしょうか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 具体的に数値目標という

形での人数の目標までは持ってございませんが、

より多く御利用いただけるようなことで、周知

に努めてまいりたいと考えております。 

１３番（伊藤健一委員） 委員長、伊藤健一。 

田中 功委員長 伊藤健一委員。 

１３番（伊藤健一委員） それでは、私なりのま

とめなのですけれども、この質問の意図すると

ころは、言うまでもなく従来ホームページをメ

インとして、いろいろな情報ツールを市として

用意して、市民なり外部から新庄市を調べるた

めに知るために用意しているものだと承知して

おります。 

  それに対して、ＬＩＮＥ等に関しては、いわ

ゆるプッシュ型といいますか、発信型で、こち

ら側から情報を提供するという逆方向からの情

報発信のツールでありまして、例えて言えば、

紙ベースの回覧板とかお知らせ版のようなもの

のＳＮＳ、ウェブ版だと言ってもいいかと思う

のです。ホームページの待ちに対して、情報発

信だと。そういう意味では、特にうまくいって

いるこのＬＩＮＥ作戦を、もっともっと積極的

に活用して、同じ予算で、人的な費やす労力は

ありますけれども、そこをうまく効率化して、

本当に発信型のツールとして、より有効に、平

均のよそ様の行政よりも先んじて、新庄市の情

報発信は大したものだなというところを目指し

ていただきたいと思いまして、この質問をいた

しました。 

  次、94ページです。２款１項９目、ＡＩ音声

認識文字起こし支援ソフト使用料148万7,000円

とございます。金額的にそんな大きなものでは

ないのですけれども、簡単にこのような運用を

しているというような説明をお願いいたします。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 ＡＩ音声認識文字起こし

支援ソフトにつきましては、文字のとおり、音

声データを文字に起こすということで、様々会

議などにおいて会議録などを作ったりしますけ

れども、そういった場合につきまして職員が全

て手打ちで作るということではなくて、音声を

ＡＩで文字を起こしていただいて、より業務上

効率性を求めるために導入を図っているといっ

たものでございます。 

１３番（伊藤健一委員） 委員長、伊藤健一。 

田中 功委員長 伊藤健一委員。 

１３番（伊藤健一委員） ありがとうございます。 

  その中には、当然今の私たちの議会のやり取

りも、同じ業者に委託業務の中の一つとして入

っているということでよろしいですよね。 

  なぜ聞きましたかというと、今もう数年ぐら

いで物すごく皆さん御存じのとおり、ＡＩの技

術革新、進歩により、このような便利な時代に

なっておりますので、有効に限られた予算の中

で使うことが求められていると思うので、質問

いたしました。 

  この業者に関しましては、具体的なところと

いうよりも、どのような業者に例年継続してや

っているのか。契約更新のたびに見積りして検

討し直すとか、そのようなことはあるのでしょ

うか。恒常的に同じ業者に継続してもらうとい

うことがメインでしょうか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 この予算につきましては、

使用料ですので、まずはソフトを使わせていた

だくということでございます。毎年同じかとい

うこと、そうではないと思いますが、多分昨年、
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今年は同じ業者だったと思いますが、使用に当

たりまして、様々な性能のいいソフトがまた別

に出てくるかと思いますので、そこら辺は考え

て、見計らいながら、より安く利用勝手のいい

ものに見直しを図っていかなければならないと

考えております。 

１３番（伊藤健一委員） 委員長、伊藤健一。 

田中 功委員長 伊藤健一委員。 

１３番（伊藤健一委員） ありがとうございます。 

  お答えいただいたとおり、一定の規格のもの、

仕様書みたいなものは、いわゆるハード的な業

務と違ってソフトでございますので、本当に制

度の問題とかで、安かろうだけではない中身の、

いわゆる今までの新庄市議会に精通したような、

分かっているようなところに仕事をしてもらう

ということが、一つ大事なことだと思います。 

  しかしながら、このように日進月歩でＡＩの

技術が目まぐるしく変わっている中では、常に

よりよい仕事をしてくれる事業者を、常に新し

くアンテナを立てておくというようなことも必

要かなと思って伺いました。よろしくお願いい

たします。 

  では、次に行きます。次に144ページ、６款

２項１目です。昨日の歳入のところでも触れま

したが、森林環境譲与税に関して、また歳出で

もお願いいたします。この譲与税の基金積立金

758万9,000円何がしとありますが、このことに

ついて確認させてください。 

  昨日の歳入では、基金繰入金として当初予算

と補正と同額で748万円とのことでした。ほぼ

10万円ほど違いますけれども、758万円。これ

は、ほぼこの金額を、当初予算を基金に回した

というような考え方でしょうか。 

大江 周農林課長 委員長、大江 周。 

田中 功委員長 大江農林課長。 

大江 周農林課長 伊藤委員の質問にお答えしま

す。 

  森林環境譲与税で、令和６年度中の入金が

3,025万6,000円、そのうち基金を使った部分が

2,266万6,706円で、その差額分758万9,294円を

基金に積み立てるということになっております。 

  以上です。 

１３番（伊藤健一委員） 委員長、伊藤健一。 

田中 功委員長 伊藤健一委員。 

１３番（伊藤健一委員） 今の関連で、決算書の

最終ページ、270ページでしたか、271ページで

す。ここに基金の内訳がございます。ここを見

ますと、この譲与税に関して、昨日の会話のお

さらいをちょっとだけさせてください。 

  去年は当初予定が2,300万円で3,000万円入っ

てきたと。おととしは2,300万円で2,300万円ち

ょうどで決算したと。去年は3,000万円で700万

円ちょっと浮いたという結果がありました。そ

れを受けての歳出で今話をしておりますが、そ

の浮いた分は大体基金に回ったと。実際にこな

した仕事は予定どおり、前年も、昨年も、一昨

年も2,300万円何がしだったと、そういう丸い

数字にはなると思うのですけれども、271ペー

ジを見ますと、現在の残高は3,915万円何がし

と、3,900万円に増えていると。大事に積み立

てたということではあるのですけれども、この

話のポイントとしましては、森林環境譲与税の

基金は、目的が限られているために、何にでも

使っていいという税金でないのは、当然理解は

しております。 

  ただしなのですけれども、せっかくの貴重な

財源、しかも今のところは来年以降も読める税

金です。それを、使い道は制限、もちろん決ま

っているのだけれども、使用目的の幅をぎりぎ

りの柔軟なところまで攻めて、有効に、結果と

してためることがメインにならなくて、活用し

てはどうかというところを、ちょっと抽象的で

はありますが、伺います。 

大江 周農林課長 委員長、大江 周。 

田中 功委員長 大江農林課長。 

大江 周農林課長 ただいまの御質問にお答えし



 - 290 - 

ます。 

  確かに森林環境譲与税につきましては、目的

のある事業に使うということになります。です

ので、あくまでも基金に積み立てるための財源

ではございませんので、こちらの財源を有効に

利用して、今後はカーボンニュートラルとかと

いうこともあります。森林の有効活用は重要に

なってくると思いますので、そちらの財源に有

効に活用させていただきたいと考えております。 

  以上です。 

１３番（伊藤健一委員） 委員長、伊藤健一。 

田中 功委員長 伊藤健一委員。 

１３番（伊藤健一委員） 続けて、ちょっと付け

足すのですけれども、その中には、具体的に主

な今までの事業としましては、森林の維持管理、

林道の整備、枝の倒木整理とか、そのようなこ

とがどうしてもメインになると思うのですけれ

ども、一般質問のときにも熊対策か何かで、特

に森と林と、あとは市街地とその後の農村部、

あと緩衝地帯とか、そのようなところの対策が、

市民の皆さんのボランティアだけでは間に合わ

ないのではないのかと、事業化も検討すべきで

はないかというようなことを申し上げたつもり

なのですけれども、そのような考え方で、里山

の山の対策費として、山際の環境の整備なんか

も、補助金の趣旨に抵触しないぎりぎりのとこ

ろを攻めるというニュアンスを込めて、活用で

きないかなと、そのような意味の質問をいたし

ました。その辺考慮の余地はないでしょうか。 

大江 周農林課長 委員長、大江 周。 

田中 功委員長 大江農林課長。 

大江 周農林課長 ただいまの質問にお答えしま

す。 

  こちらのお金につきましては、森林の管理と

いう形が基本になっております。当市としまし

ては、民間の所有する森林であって、管理不全

になっているところが市内でも数か所あるかな

と考えております。そちらは、こちらの財源で

市が実施したり、採算性が取れれば業者へ委託

したりということもございますので、そちらに

向かいまして、不全森林等の民間で所有してい

る森林等について、そのような形でこちらの財

源を活用して整備していきたいと考えておりま

す。 

  以上です。 

１３番（伊藤健一委員） 委員長、伊藤健一。 

田中 功委員長 伊藤健一委員。 

１３番（伊藤健一委員） 繰り返しますが、有効

に、本当にこのような状況下、市民の暮らしを

何とかしようとする市の執行部の皆さんの一体

となった明るい明日を目指すために、何とか有

効に使っていただきたいなと。ぜひ皆さんにも

その思いを述べさせていただきたいものだなと

思います。 

  続きます。151ページ、７款１項３目の観光

基盤整備事業費235万4,000円何がしです。この

中で、今の山林、森林関係に関連する部門かな

と、そのような思いで伺います。 

  自然公園、登山道云々の予算項目がここにご

ざいます。この中では、刈払い、倒木処理、登

山道案内標柱作成などうたってあります。また、

神室山の避難小屋の運営管理などがございます。

この辺のところは、ほかに内容とかございます

か、このとおりでございますか。 

髙橋 潤商工観光課長 委員長、髙橋 潤。 

田中 功委員長 髙橋商工観光課長。 

髙橋 潤商工観光課長 観光基盤整備に関する事

業ということで御質問いただきました。ほかに

というのは、主要施策の成果に書いてあるもの

以外ということでしょうか。主立ったところに

つきましては、こちらに記載させていただいて

いる事業ということでございます。負担金で若

干記載してない部分もありますけれども、主に

はこの事業であるということでございます。 

  以上です。 

１３番（伊藤健一委員） 委員長、伊藤健一。 
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田中 功委員長 伊藤健一委員。 

１３番（伊藤健一委員） それでは、若干この款

項目から外れると言われればどうなのかという

ところあるのですけれども、先ほど農林課に伺

いました。今は商工観光課に伺いました。森林

関係そのものだったり、登山道だったりあるの

ですけれども、山屋のキャンプ場に関わるとこ

ろとか、陣峰ラインに関わるようなところは、

農林課と観光課で違うのですか。 

田中 功委員長 伊藤委員に申し上げます。ただ

いまの質問は、どちらに基づいて質問でしょう

か。 

１３番（伊藤健一委員） 委員長、伊藤健一。 

田中 功委員長 伊藤健一委員。 

１３番（伊藤健一委員） 失礼しました。説明書

でいきますと109ページですか、陣峰市民の森

に関する整備事業は森林振興費ということで農

林課かなと思っておりました。その確認として、

山屋はどっちなんだっけなというところで伺い

たかったのでありますが、どうですか。 

川又秀昭財政課長 委員長、川又秀昭。 

田中 功委員長 川又財政課長。 

川又秀昭財政課長 山屋のキャンプ場につきまし

ては、キャンプ場としての用途は廃止となって

おりまして、普通財産の位置づけとなっており

ます。土地については、市で借り上げしており

まして、ヒュッテは団体のほうに、物置といい

ますか、そういった部分で使用したいというと

ころで貸付けを行っているという現状になって

おります。 

１３番（伊藤健一委員） 委員長、伊藤健一。 

田中 功委員長 伊藤健一委員。 

１３番（伊藤健一委員） 多少ぼやけた質問で申

し訳ございませんでした。何で聞いたかという、

最後なのですけれども、同じく熊対策に関して

聞きたかったのが私の意図するところでござい

ます。 

  歳入のほうでは、熊が市街地にもう出没多発

しているということで、今対応できている市の

体制と、今後来ないようにもする工面をしまし

ょうねという話をしたわけですけれども、その

ときに触れ切れなかったことなのですけれども、

陣峰とか、そういう管理する、今農林と商工の

お答えの中で、人が自ら入っていこうとするケ

ースですね、この山際に対する啓発といいます

か、お知らせといいますか、注意喚起といいま

すか、そこら辺でなさっていることはあります

かと、農林課と商工にこのテーマで中心に聞き

たかったというのが私の質問でございます。 

大江 周農林課長 委員長、大江 周。 

田中 功委員長 大江農林課長。 

大江 周農林課長 熊に関することということで、

農林課所管の陣峰市民の森については、熊出没

注意の注意書きがされております。また、今、

熊出没警戒ということで、そちらの広報もさせ

ていただいているところでございます。 

  以上です。 

１３番（伊藤健一委員） 委員長、伊藤健一。 

田中 功委員長 伊藤健一委員。 

１３番（伊藤健一委員） 今の課長のお話で、よ

ろしいですよね。ほかにないですよね。 

  私としましては、できることは精いっぱいや

ってらっしゃるのは理解した上で、本当に私た

ちの予想を超えて、熊の出没が激しくなってお

るものですから、のぼり旗とか縦看板とかだけ

ではなくて、何かをどう伝えたらいいのだろう

ということで、いつもアンテナを立てて、新し

い取組を工面していただかなければいけない今

の現状であるということで申し上げました。答

えの出ないことを申し上げましたけれども、ぜ

ひとも担当課だけでなくて、ほかの職員、執行

部も、我々議員も一緒になって、こうできない

かなと予防策を一緒に工面していく時代だなと、

そういう必要があると思いまして、この質問を

終わります。 

  続きまして、最後になります。186ページ、
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10款５項６目、二の丸の出土遺物整理等業務、

この2,600万円何がしについて、主にどのよう

なことをやっているのか伺います。 

岸 聡社会教育課長 委員長、岸 聡。 

田中 功委員長 岸社会教育課長。 

岸 聡社会教育課長 二の丸の遺跡の質問をいた

だいたところでございます。 

  こちらの事業につきましては、新中部保育所

建設の際に出土しております発掘物を、山形県

埋蔵文化財センターにお願いいたしまして、出

てきた物の洗浄、分類整理、記録などの業務を

お願いしているところでございます。よろしく

お願いします。 

１３番（伊藤健一委員） 委員長、伊藤健一。 

田中 功委員長 伊藤健一委員。 

１３番（伊藤健一委員） その作業の一定の終わ

り具合、終了具合、区切りはどのようになって

いますか。 

岸 聡社会教育課長 委員長、岸 聡。 

田中 功委員長 岸社会教育課長。 

岸 聡社会教育課長 今年度におきましても、同

じ団体に整理と報告書の作成をお願いしており

ますので、基本的には今年度で終わるというよ

うな内容になってございます。 

  以上です。 

１３番（伊藤健一委員） 委員長、伊藤健一。 

田中 功委員長 伊藤健一委員。 

１３番（伊藤健一委員） 大して、必要以上に長

引かなくて済んだということは、大変幸いなこ

とだなと思っておりますので、終わり次第速や

かに城跡周辺再整備、歴史まち事業に関する一

体のエリアの新庄の魅力発信に、早く本来の業

務に戻れるようにお祈り申し上げます。 

  以上、終わります。 

田中 功委員長 ほかにありませんか。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 私からは、６か所につ

いてお願いしたいと思います。資料は全部主要

施策になります。１番目、６ページと７ページ、

行政改革になります。２番目、９ページ、４番

の国土利用計画法による届出受理件数になりま

す。３番目、同じく主要施策の13ページの４の

（１）広報関係の公式ＬＩＮＥ、ホームページ、

になります。５番目、156ページ、文化財保護

の関係です。６番目としまして、144ページの

学力関係についてお願いしたいと思います。 

  それでは、最初に、主要施策６ページ、７ペ

ージの行政改革ですけれども、その中の７ペー

ジの（２）で作業部会というのが中段にありま

す。「業務の見える化による業務改善の推進」

をテーマとして、業務フローの点検・見直しに

よる事務所処理手順の効率化、適正化を図った

とありまして、短縮した時間についても記載が

あります。具体的には、職員給与の支給、小中

学校等の入学祝い、紙おむつ支給業務等が挙げ

られております。また、成果として、限られた

行財政資源を活用しながら、市民ニーズに即し

た行政サービスの維持・向上につながったとあ

ります。確かに行政サービスの維持・向上にい

ろいろな意味でつながっていると思いますけれ

ども、さらなる業務の見える化と接遇レベルの

向上を図っていただいて、業務のみならず、市

民の見える化までお願いしたいという点から、

４点あります。 

  １つ目です。窓口等に行ったときに、担当者

がいないので分からないということがまれにあ

ります。同僚、上司も把握してないというケー

スです。その後、連絡があればいいのですけれ

ども、連絡がない場合もあります。 

  ２つ目です。担当課に要望等をしたときに、

何らかの期限を決めて回答をお願いしたいとい

うのが２つ目です。 

  ３つ目です。多くの市民の方は、専門用語に

なれていないということがありまして、説明と

ともに、場合によっては紙などメモに書いて分
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かるようにお願いしたいということがあります。 

  最後、４つ目ですけれども、以前もやってい

たと思いますが、挨拶運動というのを１年に１

回ぐらいは実施していただきたいというのが、

接遇向上に向け、市民の見える化をさらに図る

という点からお願いしたい点ですが、いかがで

しょうか。 

小関 孝総務課長 委員長、小関 孝。 

田中 功委員長 小関総務課長。 

小関 孝総務課長 ただいま御指摘を頂戴したと

ころでございます。もしこのようなことで、市

民の方に御迷惑なり、不快な思いをさせたとい

うことでありますれば、まず私からおわび申し

上げたいと思います。 

  その上で、担当者がいて分からない、その後

連絡もない、こちらにつきましては業務の見え

る化ということを行っていますので、いわゆる

業務のフロー化、一定程度は担当者が誰でもで

きるような形にするということで進めているも

のでございますので、こういったものに今後も

力を入れて進めていきたいと考えます。 

  また、期限を決めて回答するということにつ

きましては、その場ですぐに回答できるもの、

あるいは二、三日、数日程度回答に時間を要す

るもの、またそれ以上に回答を要するもの、内

容によって様々あると考えます。一定のルール

はないのですが、窓口段階でどのぐらいまで回

答させていただきますとか、一言お声がけがあ

ると違うのではないのかなと考えます。 

  次に、紙に書いてメモ等でというお話でござ

いましたけれども、業務によっては必要な書類

を一覧表にして、その用紙を配付して、こうい

うものをお願いしますとお出ししている課もあ

るようでございます。こちらも窓口対応の臨機

応変な形で対応できるように、なお進めていき

たいと思います。 

  ４番目、挨拶運動ですけれども、挨拶運動強

化月間ということなのでしょうけれども、その

運動期間にかかわらず、挨拶、接遇について向

上を図るように、定例課長会等、あるいは市役

所のイントラネット等で職員に呼びかけていき

たいと考えてございます。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） できる、できないを窓

口で即答するというのは、かなり難しいケース

はあると思います。予算等も絡んだり、いろん

なケースがあると思いますので、それでもなお、

例えば今年は無理だとか、来年以降だとか、い

ろんな回答の仕方というのはあると思うのです

けれども、どうなるのか分からないというのが

一番困るというか、要望等した人についてもそ

ういうケースがあると思います。よろしくお願

いしたいと思います。 

  次です。主要施策13ページの広報関係のホー

ムページです。ホームページの最初のページ、

トップページに、重要なお知らせとかイベント

カレンダーという項目がありますけれども、特

に重要なお知らせについて、掲載基準や掲載担

当等のルールはありますか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 ホームページの件につい

て御質問いただきました。 

  先頭ページに重要なお知らせと一番最初に出

てくるところございますが、こちらへの掲載に

ついては、各担当課がそれぞれ掲載できるよう

になっております。 

  掲載の基準ということにおきましては、まず

重要なということでありますので、例えば災害

があった場合、あるいは市民生活に大きな影響

を及ぼすものといったような感じで載せること

になっていますが、それ自体のどういった基準

値というのは、明確なところはございませんが、

大まかにはそのような考え方で掲載するように
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しているところでございます。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） この重要なお知らせと

いうのは、重要だと思うので見るわけですけれ

ども、１月から全然更新がされてない、もしく

は内容が削除されたかのいずれかだと思うので

す。重要なお知らせのある位置が、一番ある意

味重要な位置にもあるものですから、この重要

なお知らせについて検討していただきたいと思

います。 

  次です。また、その下にイベントカレンダー

というのがあります。今年の話ですと、秋に入

って結構いろんなイベントが掲載されているの

ですけれども、私時間もあるので結構見ている

のですが、春先は印象としてドッグランしかな

い。新庄のイベントってドッグランだけですか

みたいな、見る人は印象になってしまうかなと

いうことがあります。 

  また、プラザや文化会館などのイベントもこ

のホームページには見当たらないということが

あります。その辺はどうでしょうか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 ホームページのイベント

カレンダーへの掲載内容といったことでの御質

問でございますけれども、確かに私も時折見た

りしておりますが、やはり春先は何かあまり情

報がなかったかという印象も受けております。 

  このイベントカレンダーに載せるに当たりま

しても、様々市で事業なりイベントをしている

中で、まずは日程が決まり、その内容が固まっ

てきて、様々お知らせできるようなことがあり

ます。このイベントカレンダーに載せる際には、

市の別のホームページでいろいろ事業内容も御

紹介するページを作って、そこにリンクを張っ

て飛んでいくような流れになっておりまして、

日程だけ決まっていても内容がまだという場合

は、なかなかお知らせし切れない場合などもあ

ります。そういった点で、ちょっと連絡が遅れ

ているところがあろうかと思いますが、様々な

情報は早く知っていただくことが重要かと思い

ますので、そういった点は今後も考慮しながら、

情報伝達の仕方については工夫してまいりたい

と考えております。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） このイベントカレンダ

ーには、掲載の例示も14項目、14区分掲載され

ておりまして、行政情報研修会などということ

があります。ただ、そういった情報は今までほ

とんど見たことがありませんので、市民向けに

いろんな様々な情報、このイベントカレンダー

に掲載をお願いしたいと思います。 

  次に、公式ＬＩＮＥです。公式ＬＩＮＥは令

和６年度にスタートして、今年７月28日を締切

りにアンケートもしていただいたようですけれ

ども、それはそれとして、昨日もちょっと辺見

委員からあったのですが、私も以前お願い、検

討しました件で、損傷報告通報というところが

ＬＩＮＥの下にあります。この中に、道路も入

れてほしいと。不法投棄、公園という項目はあ

るのですけれども、やはり道路の損傷というか、

破損が一番多いのではないかと思うのですが、

その項目がなかなか追加にならないということ

で、そこら辺の対応についてはどうでしょうか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 損傷報告の件につきまし

て、昨日も同じような答弁させていただきまし

たが、公園等については今報告できるようにな

っておりますが、道路については報告できるよ

うな形にはなってございません。ただ、メニュ

ーとして使える状態ではありますので、今後そ

こら辺は入れていかなければならない項目では

ないかという認識はありますので、連絡行く先
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の担当課とも連絡調整しながら、どのようなタ

イミングで実施できるかというのは検討させて

いただければと思っております。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） メニューとして、ある

と言えばあるのですけれども、ないと言えばな

いのです。そこをちょっと検討していただきた

いと思います。 

  あと、文字、字句の関係で、損傷報告とある

のですけれども、損傷といった場合に物や人に

も使用するということで、そこの変更の検討を

お願いしたいと思います。 

  次です。広報しんじょう、公式ホームページ、

新庄市ＬＩＮＥ、かむてんチャンネル、その他

情報はあふれていますけれども、様々な方法で

情報発信することは重要です。それを見る、見

ないは、見る人の判断によるわけですけれども、

市で運営管理しているものについて、それぞれ

の役割と役割分担等について考えはありますか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 市としましても、これま

で情報発信ということで、情報発信の様々な媒

体を増やしてきたというところがございますが、

その役割分担ということかと思います。 

  まず、一番最初に来るのが市報になるかと思

います。こちらは全戸配布しているものになり

ますけれども、市報につきましては、行政情報

や地域の情報を市民の皆様に伝えまして、まち

づくりへの関与、そういったことを促す、ある

いは特集記事により市民の生活に役立つ情報を

伝達する、そういったことが役割なのかなと考

えております。 

  ただ、市報については、紙面の制約なり、お

知らせできる情報の内容にも制限がございます

ので、そういった面でホームページというとこ

ろでは様々な情報発信ができるのではないかと

思います。そのためにもホームページの内容に

つきましては、充実していかなければならない

と考えております。 

  また、昨年度からＬＩＮＥということで、こ

ちらからの通知機能ということで、こちらから

プッシュでお知らせできるという機能もござい

ますので、今様々な媒体ありますけれども、そ

れぞれの機能をうまく使い分けまして、効果的

な広報に努めていかなければならないと考えて

いるところでございます。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） なお、私はホームペー

ジの中では、主に新着情報、そして市長スケジ

ュールを見ています。 

  では、次に行きます。ちょっと順番逆になり

ましたけれども、主要施策９ページ、４番の国

土利用計画法に関することで、進達業務として

土地売買等届出の受理９件とあります。この９

件という数字でありますが、外国人の方が購入、

取得した件数というのはありますか。 

鈴木則勝総合政策課長 委員長、鈴木則勝。 

田中 功委員長 鈴木総合政策課長。 

鈴木則勝総合政策課長 国土利用計画法に基づく

土地取引の届出につきましては、一定面積以上

の取引があった場合に届出をいただくというこ

とで、進達業務となっておりますけれども、こ

ちらは県への届出になりますので、市が受付窓

口になってございます。 

  昨年、９件の届出ございましたが、特に外国

人というか、国籍等そこら辺を区別するような

ことはしてございませんので、数字等の把握は

していないところでございます。 

  以上であります。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 次に行きます。主要施

策156ページ、11番、文化財保護の中の（３）
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文化財の保護・活用に係る審議等についてお願

いします。 

  ３月28日に審議会が開催されているようです

けれども、主にどういった内容の審議がされて

いますでしょうか。 

岸 聡社会教育課長 委員長、岸 聡。 

田中 功委員長 岸社会教育課長。 

岸 聡社会教育課長 主に市指定の文化財の選定

等、もしくは管理についての御報告という内容

でございます。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 今年が開府400年とい

うこともありまして、その前後で市民の方の関

心も高まっているようです。ちょうど２か所の

文化財について、要望になりますが、旧雪調前

の東側になりますけれども、シラカバだと思う

のですが、伐採されているのですが、やはり樹

木があったほうが景観的にも良いかなと思いま

す。こちらについてはどうでしょうか。 

  また、２つ目です。鳥越八幡神社ですけれど

も、神社敷地内の参道が階段状になっており、

踏み代、踏み幅等が狭くて、雨の日、雪の日は

危険な感じとなっております。手すりの設置に

ついては、どうでしょうか、お願いします。 

岸 聡社会教育課長 委員長、岸 聡。 

田中 功委員長 岸社会教育課長。 

岸 聡社会教育課長 ２点御質問いただきました。 

  最初に、旧雪調前の樹木に関する御質問でご

ざいます。正直、私あまり意識していなかった

のですが、調べてみたのですが、一応昨年伐採

を行ったようでした。理由といたしましては、

樹木が老朽化し、倒木のおそれがあるというこ

とで指定管理者から相談を受けまして、許可し

たというような内容でございます。 

  木につきましては、旧雪調時代からある樹木

ではなく、今の雪の里情報館が建てられたとき

に植えられたものということで、特にいわれの

あるものではないということで問題はないと思

いますが、景観上につきましては、樹木があっ

たほうがという部分もありますし、また以前の

御意見ですと、木に隠れてせっかくの建物が見

えないという御意見もあったようですので、そ

こは両面あるのかなというところで御理解いた

だきたいと思います。 

  ２点目の鳥越神社の部分につきましては、文

化財であるのは間違いないところですが、こち

らについては基本的には鳥越神社のものになっ

ていると、市のものではないと。かつ、様々な

事業主体で変わってくるところではあるのでし

ょうけれども、例えば補助の内容とかですと、

文化財の場合ですと建物が対象で参道は建物で

はないというところでありますので、もしやる

とすれば補助対象外ということになりますので、

そういった点も踏まえて、もし必要があれば協

議していきたいと考えております。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） よろしくお願いします。 

  それでは、最後６番目の主要施策144ページ

の16番、標準学力検査実施事業関係についてお

尋ねします。 

  先月の新聞記事で、「子供の学力低下 デジ

タル機器の影響が大きい」という記事を見まし

て、ちょっとショックを受けたところです。デ

ジタル機器をかなり導入して、学力は上がるの

だろうと思っていたわけですけれども、そうで

はなくて、2024年と2021年を比較すると、表現

はあれですけれども、大幅に下がっているとい

うことがありました。 

  １つ目に質問ですけれども、新庄市の小中学

校では、デジタル機器というのは全ての教科で

全ての時間使用しているものでしょうか。 

大町 淳学校教育課長 委員長、大町 淳。 

田中 功委員長 大町学校教育課長。 
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大町 淳学校教育課長 それでは、ただいまの御

質問にお答え申し上げます。 

  全ての時間でデジタル機器を使っているのか

ということでございますが、決してそういうこ

とはございません。あくまでも授業の狙いに応

じて活用していくということで考えております。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 今後デジタル機器を、

授業の中でどういった形で使用して、学力を上

げていく取組をされる予定でしょうか。 

大町 淳学校教育課長 委員長、大町 淳。 

田中 功委員長 大町学校教育課長。 

大町 淳学校教育課長 デジタル機器につきまし

ては、やはり学力向上のためのツールだと思っ

ております。あくまでも狙いは、子供たちの生

きる力、学力向上だと思っております。 

  現在、各児童生徒に学習支援ツールを配付し

てございますが、児童同士、生徒同士の意見を

交流するような、そういうソフトもございます。

今までですと黒板に書いたり、またノートの字

を子供たちがノートを回して見せ合ったりとい

うことだったものが、それを使いますと短時間

で全員の意見が見えるような形になってござい

ます。そのような活用をしながら、子供たち自

身が様々な考え方に触れて、自分の考えを確か

なものにしていく、そのようなことで学力向上

を図ってまいりたいと思っております。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 以上で終わります。あ

りがとうございました。 

田中 功委員長 ただいまから10分間の休憩をい

たします。 

 

     午後１時５２分 休憩 

     午後２時０２分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  質疑ありませんか。 

１８番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

田中 功委員長 小嶋冨弥委員。 

１８番（小嶋冨弥委員） 御苦労さまでございま

す。それでは、私から何点か質問いたしたいと

思います。よろしくお願いします。 

  95ページの防犯カメラ保守管理につきまして、

これは成果表の20ページと21ページの交通指導

員対策も含めてお願いいたします。 

  次に、133ページのごみの集積器具購入費補

助金事業ですか、これにつきましてお願いいた

します。 

  次は、149ページのふるさとＣＭ大賞応募作

品制作委託について、お伺いしたいと思います。 

  もう１点、成果表の69ページの小中学校等新

入学祝い金に関してお尋ねしたいと思います。 

  まず最初に、95ページと成果表の20ページ、

21ページにかけましてお聞きします。 

  昨今、非常に防犯カメラが重要視されており

ますし、新庄市の場合は成果表でもございます

けれども、22台ということで、安全・安心のた

めにこれで大丈夫かというような観点で、まず

お伺いしたいと思います。 

井上 徹環境エネルギー課長 委員長、井上 徹。 

田中 功委員長 井上環境エネルギー課長。 

井上 徹環境エネルギー課長 小島委員の質問に

お答えいたします。 

  新庄市では、今現在22基の防犯カメラを設置

しております。６月の答弁でもしたとおり、新

庄市でも今後もう少し増やしていきたいという

ような形で検討すると答弁させていただいたと

ころですけれども、今現在、古い機器の調整も

必要ということで、そちらを優先的に検討しな

がら、さらに新規の設置を検討するということ

なのですが、それでうちで県内各13市に確認し
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たところ、県内の13市の中では、かなりの数の

設置はされているのですけれども、道路に設置

しているというところは意外と少なく、公共施

設に設置しているところがかなりでございまし

た。内容といたしましても、施設の管理も含め

まして、防犯という観点から公共施設に設置し

ておりまして、さらにそれを補う形で道路に多

少設置しているという状況でございました。 

  今現在、新庄市におきましては、公共施設に

ほとんど設置されてないような状況ということ

でうちでも把握したところなので、今後道路の

防犯と防犯カメラの設置も含めまして、公共施

設につきましては、各課と協議いたしましてや

っていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

１８番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

田中 功委員長 小嶋冨弥委員。 

１８番（小嶋冨弥委員） 少ないということで、

公共的なものもということから申し上げますと、

一番心配なのは学校関係なのですね。学校には

ほとんど、過去に大阪の池田小学校で大変な事

件がございまして、それを契機に非常に学校で

もセキュリティーやっていますけれども、ドア

ホンを押さないとなかなか学校の施錠はできな

いということが常識的になっているのだけれど

も、それだけでは、いろんな侵入者が来た場合

にはとてもではないと、証拠も残らないという

ようなことで、ぜひ公共の中でも子供たちの安

全・安心を守るために、学校に設置ということ

を積極的にお願いしたいのだけれども、考える

ということなのですけれども、考える前に実行

していただきたいのが、やはり学校の安全・安

心ということなのですけれども、その辺いかが

なのでしょうか。 

井上 徹環境エネルギー課長 委員長、井上 徹。 

田中 功委員長 井上環境エネルギー課長。 

井上 徹環境エネルギー課長 まずは学校への設

置ということに関しましては、施設管理という

ことで教育委員会との検討も必要となってきま

すので、うちとしても防犯の観点からは協力を

お願いしたいようなことで協議したいとは考え

ております。 

  以上でございます。 

１８番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

田中 功委員長 小嶋冨弥委員。 

１８番（小嶋冨弥委員） 学校ということですの

で、教育委員会ですか。教育委員会では、学校

安全・安心のために防犯カメラというお考えは

どのようにお持ちになっているのでしょうか。 

伊藤リカ教育次長兼教育総務課長 委員長、伊藤

リカ。 

田中 功委員長 伊藤教育次長兼教育総務課長。 

伊藤リカ教育次長兼教育総務課長 学校の防犯カ

メラの設置についてでございますが、現在、一

部の学校に防犯カメラ設置されているところも

ございますが、やはり学校側のニーズもあるよ

うです。委員おっしゃったように、昨今では学

校に侵入者が乱入してといいますか、そういっ

た形で学校の中で暴れたりとかというニュース

も多く聞かれるようになっております。そうい

ったこともありますので、やはり子供たちの安

心・安全を守るためには、そういった手だても

必要なのかなと思っておりますので、今後も学

校と連携して、そういったことも検討が必要だ

なと思っております。 

１８番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

田中 功委員長 小嶋冨弥委員。 

１８番（小嶋冨弥委員） 学校でもそういうこと

を危惧して、必要だというようなお答えだと思

いますので、ぜひ協議なされまして、安全・安

心を守るためにも、ぜひ検討して設置のほうに

努力してもらいたいなと思いますので、よろし

くお願い申し上げます。 

  また、あと道路も最近非常に人口が少なくな

る傾向の割には、アパートが建っているのです

ね、最近の郊外型といいますか、そういった意
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味でそういったアパートの方はよその方が来て、

いろいろ転入転出が激しいような方がお住まい

になるような傾向でございますので、そういっ

た場所にも防犯カメラ設置というようなことを

ぜひ御検討していただきたいと思います。 

  防犯カメラもいろいろありまして、防犯灯と

セッティングのやつもいろいろあるというよう

なことをお聞きしていますので、その辺も考慮

に入れながら、ひとつ御検討していただければ

ありがたいと思いますので、よろしくお願い申

し上げます。 

  次に、成果表21ページの交通指導員です。先

ほど新田議員もお聞きしましたけれども、指導

員14人ということです。この方は朝、学校近く

に恐らく立って指導しておる方だと思います。

それで、朝の短い時間にいろんな車が激しくラ

ッシュあるのですけれども、14人というのは、

充足率というのがあるかないか分からないけれ

ども、市で希望している方々の14人というのは

少ないように私は思うのだけれども、この辺14

人というのはどうお考えになっているのでしょ

うか、まずこれでいいのか、悪いのか、お願い

したいと思います。 

井上 徹環境エネルギー課長 委員長、井上 徹。 

田中 功委員長 井上環境エネルギー課長。 

井上 徹環境エネルギー課長 交通指導員の人数

についての御質問をいただきました。 

  今現在、交通指導員につきましては、昨年度

は14名だったのですけれども、今年度１名採用

いたしまして15名になっておりますけれども、

今立哨している場所が市内10か所ございまして、

本来ですと17名で対応する計画でやっている事

業でございます。今現在、立哨の方も高齢化し

てきたということで、やめられる方が数名いら

っしゃいまして、後任の方を探しているところ

なのですけれども、今現在で何とか14名、15名

で対応は可能だということですけれども、来年

度以降、さらにその定数になるように、人員確

保できるように探していきたいと思っておりま

す。 

  以上でございます。 

１８番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

田中 功委員長 小嶋冨弥委員。 

１８番（小嶋冨弥委員） なかなか成り手、なっ

てくださる方がいないというのが現実で、大変

苦慮していると思うのです。学校が休みのとき

は立たなくても、やはり時間的に短い時間で制

約される仕事なものですから、大変だと思うの

だけれども、この辺のことも悩みはあるのでし

ょうけれども、理解の上、指導員になるように

ひとつ配慮していただきたいなと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  次に、ごみの集積器具購入費補助金、約300

万円ですけれども、これは貸与ですか、それと

も供与ですか。それで、大変希望者が、以前は

補助金制度だったのだけれども、今回は丸々お

貸しする、提供するというようなことだと思う

のですけれども、この辺はどうなのでしょうか。 

井上 徹環境エネルギー課長 委員長、井上 徹。 

田中 功委員長 井上環境エネルギー課長。 

井上 徹環境エネルギー課長 貸与かという御質

問ですけれども、昨年度も補助制度という形で

やらせてもらっております。ただ、基準が変わ

りまして、補助率が10分の10で上限10万円とい

う基準で設定させていただいております。です

ので、各町内で設置する際に、10万円以下であ

れば丸々補助という形でありまして、多少足が

出ても、10万円の補助で賄えるということでご

ざいます。 

  令和５年度にアンケートを取りましたところ、

大体120基ほど必要だという希望があったので、

令和６年度からですけれども、集中的に４年間、

30基ずつということで実施させていただいてお

ります。 

  以上でございます。 

１８番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 
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田中 功委員長 小嶋冨弥委員。 

１８番（小嶋冨弥委員） 私は新庄市のごみに関

しては、非常にうまく回っているなと、ありが

たいなと思っています。 

  以前は、旗日のときは収集に来なかったので

すけれども、焼却場の平準化を図るために、旗

日であっても決まった曜日に収集するというこ

とをお願いしたら、徹底的になっていますので、

一番問題は春の連休だったのです。ゴールデン

ウイーク、収集来ないものだから、山と積んで

最終日に来るのだけれども、そうすると、収集

来る時間も遅くて、処理場も一斉に吐き出すも

のですから大変だということで、平準化しても

らって、非常にスムーズにいって大変ありがた

いなと思っていますし、特に新庄まつりのとき

は夜中も集めてくれて、平日はきれいなまちに

なっているわけですので、この辺はかなりスム

ーズにいって喜んでいただけるなと思っていま

す。 

  あとは、やっぱりゴミステーションを出しや

すいように、収集しやすいようなことがまちづ

くりにとっては大事だなと思って、計画的に

120基するというようなことをお聞きしました

ので、大変よかったなと思っております。こう

いった生活のインフラの基ですので、よろしく

ひとつ御配慮いただきたいと思います。 

  次に、149ページのふるさとＣＭ大賞に関し

てです。僅か金額11万円ですけれども、この事

業はＹＴＳ山形テレビ局が主催で2000年からず

っと行っていますし、案外皆さん興味を持って

いるのです。県内各市町村が絶景とか、自分の

ところの風物詩、名物等を題材として、たった

15秒のＣＭですけれども、その中でいろんな賞

を決めて、その大賞になれば、毎日放送局がそ

のＣＭを流してくれるということで、またトッ

プなれば、東北全部に流すようなシステムとい

うか、宣伝効果があるのですけれども、まずこ

の11万円で、毎年金額がないけれども、どうい

う方が製作して努力なさっているか、まずお聞

きしたいと思います。 

髙橋 潤商工観光課長 委員長、髙橋 潤。 

田中 功委員長 髙橋商工観光課長。 

髙橋 潤商工観光課長 ふるさとＣＭ大賞につい

ての御質問ということでいただきました。 

  金額につきましては、令和２年度からこの金

額11万円ということで今に至っていると。それ

以前は７万5,000円、手元にある資料では平成

30年からですけれども、７万5,000円から始ま

って11万円に上がっていると。 

  映像の作成ですけれども、市内企業だったり、

団体だったりで作っていただいているところで

すけれども、令和６年度につきましては、最上

地域の活性化を目的に活動しています、主に最

上地域の高校生で構成されている、地域開発チ

ームＷＡＴＳに依頼しているところでございま

す。ＷＡＴＳにつきましては、新庄開府400年

記念事業アンバサダーに任命されているという

こともありまして、作成にふさわしい団体では

ないかということで依頼したという経過でござ

います。 

  以上です。 

１８番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

田中 功委員長 小嶋冨弥委員。 

１８番（小嶋冨弥委員） 特別外部受注するわけ

ではないし、職員の皆さんが企画立案する、あ

と出演というか、出る方は地元の高校生を使う

ということで、一番の企画というのは市でやる

のでしょうか。 

髙橋 潤商工観光課長 委員長、髙橋 潤。 

田中 功委員長 髙橋商工観光課長。 

髙橋 潤商工観光課長 委託する際に、まずは話

をして、大まかな方向性なりを共有した上で、

委託先で企画してもらって、その後やり取りを

して作成するという進め方になっております。 

１８番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

田中 功委員長 小嶋冨弥委員。 
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１８番（小嶋冨弥委員） 私お聞きしたいのは、

行政が一応ストーリーとかお考えになるのか、

それとも丸々そっちの高校生とか、そういった

方にお願いするかということなのです。でも、

結局は市なのでしょう。行政でしょう。だと思

いますよ、もちろん。これで、この11万円で事

足りるのかなと私は思うのです。 

  ということは、新庄市は頑張っているのだけ

れども、グランプリ取ってないのです、今まで

１回もね。一番最初、2000年はユーモア大賞と

いうのを取っているのです。「あしたの新庄」

って、「あしたのジョー」にかけて、元市会議

員やった方々も出ているコマーシャルだと思い

ます。御存じでしょうけれども、名前は言えま

せんけれども。 

  その後は、映像賞、ユーモア賞、企画賞、企

画賞、撮影賞、2015年「ひっぱれ！！」という

タイトルで屋台を引っ張るとか、ひっぱりうど

んとか、いろんなユニークなことでやっていま

す。ねえ、課長、分かっているでしょう。それ

以後、残念ながら賞を頂いていないものですか

ら、頑張っていると思うのだけれども、もう少

し頑張って、力を入れて、新庄のＰＲをしてい

けば、大変私どもうれしいなというか、新庄の

ＰＲにもなって、地名が広がるという意味で私

申し上げているのだけれども、もう少しこの11

万円という金額で言うわけではないけれども、

頑張ってもう少し活動しやすいような製作費を

計上したらいかがかという思いでお聞きしまし

た。いかがなのでしょうか。 

髙橋 潤商工観光課長 委員長、髙橋 潤。 

田中 功委員長 髙橋商工観光課長。 

髙橋 潤商工観光課長 御提案といいますか、大

変ありがたいお話をいただきました。 

  11万円という金額が妥当なのかどうかという

ことについては、そのときそのときで総合的に

考えてこの金額になったと考えておりますが、

最近内部で話題となっていることとして、グラ

ンプリになった際の実際のＰＲ効果を考えたと

きに、同様の露出を普通にお金を払ってお願い

した場合、一体幾らになるのだろうというとこ

ろがちょっと話題になっております。それなり

の金額をかけないと、これだけの露出にはなら

ないのだろうなということを考えますと、この

金額よりも多い金額ということも考え方として

はあるのかなと感じているところですので、そ

ういったことも含めまして、また作成の仕方も

含めまして、改めてグランプリを取れるか分か

りませんけれども、そこを目標にまた進めてま

いりたいと思います。よろしくお願いします。 

１８番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

田中 功委員長 小嶋冨弥委員。 

１８番（小嶋冨弥委員） やはり遊び心といいま

すか、くすっと見ている方々の共感というか、

そういうことも大事。真面目でなくて、そうい

う、ちょっとユニークだなというような発想が

いろいろ出てくるあれなものだから、案外見て

いないようで、市民は楽しみながら見ているＣ

Ｍなものですから、私は頑張っていただいて、

もう少し予算も増やして、少し余裕のあるよう

な製作をしていただければ、市民も喜ぶのでは

ないかという思いでいたしましたので、その辺

いろいろあると思いますけれども、御検討いた

だきたいと思って、お願いを兼ねて申し上げま

した。よろしくお願いいたします。 

  次に、成果表の69ページなのですけれども、

小中学校のお祝い金の成果表を見ますと、475

名、1,400万円何がし。成果として、支出が増

える子供の進学・進級時に祝い金を支給するこ

とで、子育て世帯の経済的負担の軽減に寄与し

たと、全くそのとおりでございますけれども、

私が何を申し上げたいかというと、小学校のと

きにお金はみんな大変ありがたいのですけれど

も、逆に統一というか、小学校のときにランド

セルを市で提供したらいかがかと思うのです。

他市でもランドセルをやっていると、非常にマ
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スコミ等に取り上げられていますし、それ以前

に、今ラン活という言葉があるそうです。ラン

ドセルの活動。これは、前の年の５月か７月が

ランドセルのピークなんですね。前はお盆あた

りがピークだったと。おじいちゃん、おばあち

ゃんが、お盆に来たときにお祝い金としてラン

ドセルを買ってやるということなのですけれど

も、それよりも早く５月から７月がピークだと

いうことなのですけれども、そうしますと子供

たちにじいちゃん、ばあちゃんはいい物を買っ

て喜ばせたいという気持ちも大事だと思うので

す。その楽しみを取るわけではありませんけれ

ども、享受できる子供とできない子供が当然出

てくるわけで、市で統一したランドセルをお祝

いでやったほうが、小学校あたりは背負って、

大事にしてありがたい、よかった、みんなと同

じものだというような感覚のほうがいかがかな、

どうでしょうかという提案です。 

  以前も申し上げましたけれども、来年からと

いうと、恐らく来年入る子供はもうランドセル

をもらっている子供もいると思うのだけれども、

今すぐ結論出る問題ではないと認識しています

けれども、そういったことを取り入れる考えは

どうでしょうかという提案です。いかがでしょ

う。 

土屋智史子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

土屋智史。 

田中 功委員長 土屋智史子育て推進課長兼福祉

事務所長。 

土屋智史子育て推進課長兼福祉事務所長 小中学

校の新入学祝い金事業の御質問でございます。 

  以前にも一般質問でいただいたような御意見

だと思いますけれども、今年度につきましても、

年度初めに同じ事業で３万円を支給しておりま

す。その際に、保護者の方にアンケート調査を

実施いたしました。その中で、例えばかばんだ

とか、学用品、制服、ジャージとか、シューズ

など、そういう物で支給するというようなこと

も考えていますけれども、いかがですかという

ようなアンケート調査を取らせていただいたと

ころです。結果としましては、全員の方が現金

がいいというような結果でございました。 

  ありがたい、助かるという声が大変ありまし

て、その理由もお聞きしたところ、やっぱり好

きな色のランドセルを買いたい。あとは、制服

やジャージなんかは兄弟の使っていたものがあ

りますと。また、中学生については、特に部活

動の道具やユニフォームをそろえるのに使って

いるのだというような御意見もいただいたとこ

ろです。 

  こちらにつきましては、お祝い金事業に限ら

ず、子育て施策全体の中でどのような支援の仕

方が子供たち、保護者に喜ばれるか考えながら、

いろいろ検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

１８番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

田中 功委員長 小嶋冨弥委員。 

１８番（小嶋冨弥委員） いろんな選択、考えが

あると思いますけれども、そういったことも、

他市では同じ物をやって、差別なく同じものを

しょって行くと。今、小学校１年生、中学校は

かばん別ですから、私は小学校の入学のときの

話だと理解していただければいいのですけれど

も、１年生は通学のときに黄色いカバーをして、

ああ１年生だなという統一感というか、分かり

やすいのです。子供を見る場合に。だから、こ

れを絶対ということではないのですけれども、

検討の一つ、喜ぶような政策の１つに取り入れ

ていただければありがたいなと思って、お話し

申し上げましたので、あれば、御検討していた

だきたいと思います。 

  これで終わりますけれども、この決算委員会、

以前は12月に行っていました。私も前に申し上

げましたけれども、12月だと予算編成も始まっ

て、新しい予算になかなか取り入れていけなか

ったということで９月に前倒しまして、大分な
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っていますけれども、ぜひ９月議会のいろんな

我々議員が質問なり提案したものを、ぜひ12月

の新しい年度に向かって参考にしていただいて、

できるものはできると、速やかにしていただき

たいという思いを込めまして終わります。よろ

しくお願いいたします。ありがとうございます。 

田中 功委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 他に質疑なしと認めます。よっ

て、歳出について質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

  討論の発言を許します。賛成ですか、反対で

すか。認定に反対の討論として、佐藤委員。 

   （１番佐藤悦子委員登壇） 

１ 番（佐藤悦子委員） 2024年、令和６年度一

般会計決算について反対討論を行います。 

  評価すべきところはたくさんありましたが、

問題点だけをこのたびは述べさせていただきま

す。 

  １番は、正職員数が少な過ぎるということで

す。計画では、令和６年度273人でしたが、実

績を見ますと、令和７年４月１日現在で271人

という職員数でした。令和５年度決算の類似団

体との比較で、人口1,000人当たり、新庄市が

類似団体と比べて3.61人も少ない。人口３万

3,000人とすると、119人も少ないようなことに

なってしまっています。公務労働は住民の基本

的人権を守り、福祉向上のための仕事です。そ

の責任と任務にふさわしい安定した待遇がなく

てはならないと考えます。今年度、定員管理計

画策定とのことです。ぜひ正職員を増やす立場

に立っていただきたいということをお願いした

いと思います。 

  ２つ目には、18歳と22歳の青年の個人情報に

ついて、住民基本台帳の写しを市が紙媒体で自

衛隊に提供していることです。これは、協力し

なくても不利益な扱いはしないと防衛省が述べ

ています。元の閲覧に戻すこともできます。 

  ３つ目は、新たな工業団地造成につながる検

討、それからインターチェンジ付近道の駅づく

りを目指す勉強会など、本市にとって再び大き

な財政難を招くことが心配されます。それより

も、現在ある中小企業、農業、ケア労働で働く

人の所得を保障し、地域内循環を高めることに

こそ力を入れていただく産業政策にすることが

必要だと思います。 

  ４つ目に、住民の生活を守る立場から、市長

を先頭に、国に要望する姿勢が足りないなと感

じております。物価高騰の中、最も効果ある消

費税の減税や廃止とか、また再生産できる生産

者米価の保障と農家への直接所得補償、消費者

には安心して国産米を安く買えるようにするこ

となど、また介護、医療、保育、教育などへの

国の負担を増やして充実させるよう求めること。

最低時給について、国の責任で中小企業を支援

して、全国一律に直ちに時給1,500円以上に引

き上げることなど、それらの財源については、

応能負担の原則に立つべきだと思います。 

  具体的には、大企業は減税され、大もうけを

上げ、内部留保は過去最大になっています。そ

こに法人税を引き上げて、国に入れていただく

ようにすべきだと考えます。 

  また、所得１億円以上の方は、今や２万

8,000人にもなっております。その大金持ちへ

の所得税、増税を提案していただきたいと思い

ます。 

  そして、今問題なのは軍事費の大幅増額が予

定されておりますが、これらを基に戻すことな

ども財源として考えていただきたいと思います。 

  以上です。 

田中 功委員長 次に、認定に賛成討論として、

坂本健太郎委員。 

   （５番坂本健太郎委員登壇） 

５ 番（坂本健太郎委員） ２日間にわたり、歳
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入歳出の決算審議を尽くしました。皆様におか

れましても、大変お疲れのこととは存じますが、

ここで令和６年度新庄市一般会計歳入歳出決算

の認定につきまして、賛成討論を行います。 

  今、国際社会は依然として不安定な情勢にあ

ります。世界各地での紛争や対立の長期化、経

済の不安定化、異常気象や災害の多発など、複

合的な課題が人々の暮らしを脅かしております。 

  国内に目を向けても、少子高齢化や人口減少、

昨今の急激な物価上昇、エネルギー問題の深刻

化、自然災害の頻発など、地方自治体にとって

も避けて通れない難題が山積しております。 

  我が新庄市においても、毎年の猛暑や集中豪

雨による被害、農業、商業の苦戦など多くの課

題を抱えつつ、市民の生活を守り、未来への希

望をつないでいるところであります。 

  このような厳しい社会経済環境の中での令和

６年度決算につきましては、健全性を確保しつ

つ、必要な事業に的確に対応し、限られた財源

を効率的に執行したものと判断いたします。 

  まず、財政状況について申し上げます。 

  令和６年度一般会計は、歳入223億9,397万

6,011円、歳出213億8,632万2,242円であり、歳

入歳出を差し引いた残額は10億765万3,769円と

なりました。繰越明許費を差し引いた実質収支

額は６億2,603万5,840円で黒字を確保しており

ます。 

  財政力指数は0.501、実質公債費比率は7.1％

で前年度と同水準を維持し、健全性は保たれて

おります。 

  経常収支比率は93.5％と前年度より改善し、

財政構造の硬直性が一定程度緩和されました。 

  市債残高は、計画的な償還が進められており、

財政運営の安定化は確保されていると評価いた

します。 

  次に、歳入面について申し上げます。 

  定額減税の実施により、市税の収入は前年度

比で減少しましたが、定額減税減収補塡特例交

付金により補塡されております。 

  地方交付税58億1,048万5,000円、国庫支出金

32億9,958万4,175円、県支出金16億503万6,716

円を計上し、国、県の財源を有効に活用した点

は評価すべきものです。 

  また、ふるさと納税における寄附金は11億

8,242万700円と、10億円を超える規模を維持し

ております。また、企業版ふるさと納税による

寄附金が大きく伸びるなど、地域産品の魅力発

信と財政基盤の強化に寄与しました。 

  事業の執行についても、効果的な取組がなさ

れました。 

  まず、デジタル化の推進として、市公式ＬＩ

ＮＥを活用した情報発信は、市民の興味関心の

ある情報を選別して限定して配信できるように

なるなど、情報分野での市民サービスの向上が

図られ、デジタル社会への対応が着実に進んで

おります。 

  子育て、福祉の分野では、不妊治療費の助成

が着実に成果を上げ、安心して子供を持てる環

境づくりに貢献しております。保育所等におけ

るＩＣＴが導入されたことにより、児童の安全

確保と職員の負担軽減など、子育て世代を力強

く後押しする体制が整備されました。 

  文化面では、開府400年記念プレ事業として、

シンポジウムや芸能イベントが開催され、市民

一人一人が郷土への愛着を深める契機となり、

本番へ向けた機運醸成が図られました。 

  防災面では、豪雨による河川、農地の復旧工

事を進めると同時に、水路のかさ上げや排水施

設の整備などが実施されました。これにより、

豪雨時の浸水被害軽減と市民の安全確保に寄与

しました。 

  また、消防団活動の強化により、災害発生時

に即応できる体制づくりが進められたことも評

価されます。これらは、いずれも市民生活に直

結する重要な事業であり、大変評価すべきもの

です。 
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  もちろん課題も残されております。収入未済

額の増加については、収入強化に加え、地域経

済の底上げが必要となっております。 

  また、若年層の流出は依然大きな課題となっ

ており、雇用創出と併せて、定住、子育て環境

の一層の充実が不可欠です。 

  総じて、令和６年度決算は、健全な財政運営

を維持しつつ、市民生活を支える施策を着実に

展開したものであります。市民サービスの向上、

地域経済の活性化、子育て環境の充実、防災力

の強化など、多岐にわたり成果がありました。

執行部並びに職員の皆様の御尽力に心から感謝

と敬意を表します。 

  今後の財政運営に当たっては、中期財政計画

を踏まえ、社会経済の急激な変化に柔軟に対応

しながら、限られた財源を最大限に生かす工夫

を期待いたします。 

  議会と行政が、二元代表制の下で真摯な議論

を重ね、市民の皆様にとって住みよい、将来に

希望の持てるまちづくりを進めていくことを申

し上げ、賛成討論といたします。 

  以上です。 

田中 功委員長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 ほかに討論なしと認めます。よ

って、討論を終結し、直ちに採決したいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第46号は、反対討論がありましたので表

決システムにより採決を行います。 

  議案第46号について、原案のとおり認定する

ことに賛成の委員は賛成のボタンを、反対の委

員は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

田中 功委員長 投票の結果は、賛成15票、反対

１票、棄権ゼロ票。賛成多数であります。よっ

て、議案第46号は原案のとおり認定すべきもの

と決しました。 

 

 

議案第４７号令和６年度新庄市国

民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 

 

田中 功委員長 次に、議案第47号令和６年度新

庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  なお、本件を含む特別会計、水道・下水道事

業会計につきましては、歳入と歳出一括して質

疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 審査意見書25ページの

２で、国保の世帯数は令和６年度は4,049世帯

で、前年比で105世帯減りました。１人当たり

の保険税が、令和６年度は８万9,350円という

ことで、前年比よりも2,485円上がっておりま

すが、この上がった理由について分かることが

あればお願いします。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 税額の増という御質問でござ

いますが、やはり課税される所得の増加が１世

帯当たりの増につながったものと分析しており

ます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 次に、決算書の203ペ

ージの１款国民健康保険税の収入未済額7,015

万5,975円について、未納世帯は、令和６年は

227件、前年比で22件増えておりました。未納
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世帯が増えた理由、また未納世帯の所得などの

状況はどうでしたでしょうか。国民健康保険法

第77条の立場で申請減免などが適用できなかっ

たのでしょうか。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 未納世帯の増ということでご

ざいますけれども、先ほど税額の面で所得が伸

びている反面、物価の高騰ということでござい

まして、実質賃金が横ばいか低下しているとい

うようなデータもございますので、そういった

面で納付が楽でないという方も若干増えている

のかなと分析しております。 

  また、申請減免につきましては、昨年度は件

数はございませんでした。ただ、その分という

代わりではございませんが、制度上、７割、５

割、２割の軽減措置がございますので、所得に

応じた軽減は図られていると思っております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 成果表の171ページの

５、資格証明書23世帯で、これは前年比で５世

帯増えているようです。これについてですが、

本人に会って、事情をよくお聞きしたでしょう

か。10割負担となる資格証では、医者にかかれ

ず重症化し、かえって医療費がかさむことにな

ります。全ての人に保険証を交付すべきではな

いでしょうか。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 資格証明書の交付についてお

答えいたします。 

  国保税が未納となられた方につきましては、

きめ細やかな納税相談を税務課とともに健康課

でも行っております。事情をお聞きする弁明の

機会なども、通知もお出ししながら、審査会を

経て決定しておるものでございます。負担の公

平性から、やむを得ず交付させていただいたと

ころであります。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 訪問などで必ず確認し

て対応しているでしょうか。顔を合わせたりし

ているでしょうか。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 税務課においても夜間相談、

休日窓口など開庁しておりますが、中にはやむ

を得ず、訪問、通知、電話連絡等でも御連絡が

取れない方につきましては、やむを得ず交付し

ている経過もございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 国民健康保険法第44条

に、医療費の窓口負担の減免というのがありま

す。本市の実績と現状はどうでしょうか。適用

範囲の拡充、申請手続の簡素化などについては、

いかがお考えでしょうか。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 国民健康保険法第44条に係り

ます窓口負担の減免につきまして、令和６年度

実績はございませんでした。 

  現状という御質問でございますが、現状につ

きましては、本市でこれまでもホームページに

掲載し周知を図ってまいりました。さらに分か

りやすい内容に更新し、周知を行っております。 

  また、減免等につきましては、皆様方に納付

書発送時にチラシにおいても同封を行い、窓口

においてもチラシの説明を行っております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 
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１ 番（佐藤悦子委員） 審査意見書の51ページ、

52ページの３に、県支出金が２億5,536万7,000

円減額になっております。その理由を伺いたい

と思います。 

田中 功委員長 暫時休憩します。 

 

     午後２時５３分 休憩 

     午後２時５４分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開します。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 県支出金の減についての御質

問にお答えいたします。 

  県支出金につきましては、その下の歳出、療

養保険給付費と同じように減額となっておりま

すが、療養給付費につきましては、全て県の負

担となっており、歳入の県支出金として受け入

れるものであります。医療費の見込みの給付が

令和６年度は大きく減少しましたことから、県

支出金におきましても同様に減少となったもの

であります。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算の209ページの１

款１項１目に、オンライン資格確認等システム

運営負担金が23万7,036円ということで、前年

比６万円のプラスになりました。マイナ保険証

の利用割合は、令和６年度かな、あるいは今現

在でも分かるところなどお願いします。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 マイナ保険証の利用率につい

てお答えいたします。 

  最新で、令和７年７月時点になりますが、本

市の国保におきましては33.9％です。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） マイナ保険証を持って

いる方、まだ持たない方の人数はどうなってい

るでしょうか。世田谷区などのように、全員に

資格確認書を発行するほうが、事務は効率的に

なると思うのですが、どう見ておられるでしょ

うか。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 マイナ保険証の、先ほどは利

用率、登録率でお答えさせていただきますと、

令和７年３月31日現在、国保では75％の方がマ

イナ保険証として登録されております。 

  世田谷区のようにということではございます

が、本市におきましては、山形県でマイナ保険

証につきましては統一した取扱基準を定めてお

りますので、そうした独自の取扱いはできない

ものと認識しております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 成果表の170ページの

４で、差引額３億2,690万円と出ております。

また、決算書214ページの６款１項１目には基

金積立金が6,200万円、また審査意見書30ペー

ジの５を見ますと、基金４億9,883万円という

黒字がこのように出ていますが、総額黒字額は

幾らになるでしょうか。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 成果表の170ページの歳入歳

出差引額、こちらは令和７年度への繰越金とな

ります。国保における決算では、黒字という取

扱いの認識はしておりません。基金におきまし

ては、基金として積み立てております。 

  また、隣にあります差引額、令和５年度は４

億2,700万でございますので、１億円減少して
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おります。この繰越金を活用しなければ、経常

収支としては赤字となっておりますので、本市

の国保運営協議会におきましては、赤字の補塡

分として、この繰越金を活用することとしてお

りますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 合わせた黒字額はお幾

らになるのでしょうか。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 繰越金として、歳入歳出差引

額は令和６年度３億2,690万6,163円でございま

す。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 繰越額と基金を合わせ

ると幾らになるでしょうか。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 繰越金と基金を合わせますと、

約８億円になります。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 国保加入者のうち、世

帯主の約４割が年金生活者などの無職になって

おり、さらに加入者の３割は非正規労働者です。

低所得層です。そういう意味で、国民健康保険

税の負担は限界ではないでしょうか。必要なと

きに、公的医療サービスを提供するためにも、

保険税の引下げが不可欠だと考えます。 

  そこで、例えば今８億円にもなっている黒字

があるわけですから、例えば国の法定減免で、

就学前のお子さんが均等割半額になり、本市で

は中学３年生まで全員均等割ゼロにしておりま

すが、ここをさらに子育て支援ということで、

18歳まで、高校卒業までの子供の均等割をゼロ

にするお金はあると私は思うのですが、どうで

しょうか。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 まず、繰越金につきましては、

毎年１億円程度ずつ減っていくものと試算して

おりますので、こちらの活用は難しいと考えて

おります。 

  また、均等割軽減、本市独自の制度でござい

ますが、こちらは15歳まで本市独自で実施して

おります。国に対しまして全国市長会、全国知

事会等で、国の責任において18歳までの引上げ

を要望しているところでございます。 

  以上です。 

田中 功委員長 ただいまから10分間の休憩をい

たします。 

 

     午後３時０２分 休憩 

     午後３時１２分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  質疑ありませんか。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） 私から数点質問があ

ります。成果に関する説明書の169ページから、

お願いします。 

  被保険者数は6,176人ということで、前年比

262人減少したということですが、加入者の減

少というのが国保の財政に直結すると思います。

この人数が減ってくるというのが、人口減少の

傾向であるのか、またその影響ということで、

市の分析を伺いたいと思います。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 被保険者数の減少についての
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御質問にお答えいたします。 

  増減が262名減となっておりますが、内容に

つきましては、令和６年度におきまして、団塊

の世代の方、後期高齢者医療制度へ移行された

方が約450名ほどいらっしゃいました。加入等

の増減を含めて262名の減となっております。 

  また、協会けんぽ様とか、職域の部分での加

入要件というのが、令和４年10月と令和６年10

月２回にわたって加入要件が緩和されておりま

すので、国民健康保険から社会保険へ、被用者

保険へ加入される方が増えているところの影響

もあると分析しております。 

  以上です。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） 続きまして、国保税

の収納率なのですけれども、96.49％というこ

とで、前年度より改善しております。どのよう

な対応をされて収納率が向上したのか、あとは

今後も収納率100％に近づくのが目標ではある

と思いますが、維持向上できる見込みについて

お聞きしたいと思います。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 収納率の点での御質問でござ

いましたが、当然ほかの税目と同様に、まず現

年度から収納を行うというような形で対応して

ございます。というのは、一旦滞納なされて、

滞納繰越分に移行されてしまいますと、現年度

分の新しい課税が始まりますと、なかなか納付

が楽でないという方もたくさん生じております

ので、まずは現年度分から納付いただくという

ような形で、ほかの税目と同様、先行して納め

ていただいているというような形でございます。 

  また、ほかの税目もございますけれども、医

療に関する部分、様々な制度上の措置もありま

すので、国民健康保険税からなるだけ優先して

というような形でも納付は進めているところで

ございます。 

  また、様々な家庭の状況がございますので、

そういった部分につきましては、納税係でも

個々の状況を勘案しながら、納税者の方々にも

丁寧な説明をしながら、自主納付につながるよ

うに努めているところでございます。 

  以上でございます。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） 今の御回答で、頑張

っていらっしゃるし、納税者の方にも丁寧な対

応をされているということで、大変ありがたい

と思います。引き続きよろしくお願いしたいと

思います。 

  続いて、医療費のところなのですけれども、

１人当たり39万6,612円ということで、前年比

から4.6％医療費が減少しているという結果に

なっております。この現象がどういう意味なの

かというところでお聞きしたいのですが、受診

の控えとか、そういうものがあると困るなとい

う一方、適正な受診に結びついて説明がされた

のか。あとは、健康対策とか、そういうところ

での受診というか医療費が減ったのか、ちょっ

とその辺の分析などあれば教えてください。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 １人当たりの医療費でござい

ますが、令和５年度から１万9,000円ほど減っ

ております。令和５年度の医療費でございます

けれども、本市におきましても、県の分析にお

きましても、コロナ感染症が５類に移行したと

いうことで、令和４年度までに受診控えされて

いた方の跳ね返りということ、また計画的な手

術等延期されたことや、医療機関によっては感

染によって一部診療を閉鎖したということもお

聞きしております。そうしたコロナ受診の跳ね

返りというところが令和５年度に大きく影響し

ているものと考えております。 
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  令和４年度におきましては、お一人当たり38

万5,714円でございますので、医療費の高度化

は今後も続くと分析しておりますので、コロナ

受診の跳ね返りが落ち着いたということでの減

少と認識しております。 

  以上です。 

５ 番（坂本健太郎委員） 委員長、坂本健太郎。 

田中 功委員長 坂本健太郎委員。 

５ 番（坂本健太郎委員） 分かりました。 

  医療費については、健康であれば医療費も低

くなっていくのかなというところもありますの

で、この辺は注視をこちらでもしていきたいと

思います。 

  最後になりますけれども、出産育児一時金の

件数なのですけれども、今年５件ということで、

昨年の11件から半減しているのですが、出生数

の減少によるものなのか、制度の周知というか、

制度を普通は周知されていると思うのですが、

この減った見解というのを教えてください。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 国民健康保険におきます出産

育児一時金の減少でございますが、先ほど申し

上げましたように、社会保険への加入要件が緩

和されたということで、また育児休業制度も充

実されたということで、社会保険に加入された

まま出産される方が多いということで、国保に

加入されて出産される年代の方も減ってきてい

るものと思っております。 

  以上です。 

田中 功委員長 ほかに質疑ありませんか。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 国民保険税の税率につ

いてだけ、お聞きしたいと思います。 

  決算書202ページの１款１項１目になります。

また、見やすいのは主要施策の169ページの２

番目の税率及び収納になります。 

  新庄市の国民健康保険税の税率は、県内13市

の中でどのような位置にありますでしょうか。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 主要施策の２、税率に記載し

ております所得割の３つを足し合わせました

10.47％の税率でございますが、昨年度は13市

中12番目、下から２番目に低いとお答えしまし

たけれども、令和７年度におきまして引上げを

行った自治体がありますので、令和７年度の税

率では13市中13番目、一番低い税率となってお

ります。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 13市中13番目というこ

とで、そこだけ聞くと低いのかなと思うのです

けれども、実際は事業主負担等がある社会保険

とかと比べて、やはり高いと思います。 

  そこで、例えばこの国保税を少しでも、５％

でも下げたいということになったとき、国保の

加入者自らができること、もしくはその他の要

件で可能なこととして考えられることはどうい

ったことがありますでしょうか。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 税率に関しましては、本市の

運営協議会で検討いただくことになろうかと思

いますが、引下げという医療費適正化という視

点でお答えさせていただきますと、やはり歳出

の７割を給付費が占めておりますので、医療費

適正化の取組が重要であると認識しております。 

  成果表の171ページに記載しておりますとお

り、適正受診、ジェネリックの利用促進、また

何より特定健診、そういった健診の重要性とい

うところの制度の拡充についても図ってまいり

たいと考えております。 

  以上です。 
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田中 功委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第47号は、原案のとおり認定することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 異議なしと認めます。よって、

議案第47号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第４８号令和６年度新庄市介

護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 

 

田中 功委員長 次に、議案第48号令和６年度新

庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

  本件について、質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ５つ質問しますが、ま

ず１つは、決算書221ページ、１款１項１目の

滞納繰越分122万7,390円。 

  審査意見書の43ページを見ますと、令和６年

度の保険料未納件数が出ていますが、49件でし

た。令和４年から令和６年までで合計106件の

未納件数となっていました。これらについてで

すが、利用料が３割負担になってしまい、利用

できなくなるとも聞いておりますが、そういう

方は何人おられるでしょうか。 

  また、保険料が払えない、介護保険を利用で

きないという方は、放置されることになるので

はないでしょうか。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 介護サー

ビスを利用する際に、３割負担になってしまう

方は何人いらっしゃるかというような質問をい

ただきました。 

  今現在ですけれども、サービスを利用してい

る人で３割負担になってしまっている方は１名

いらっしゃいます。その方は事業所とケアマネ

ジャーと協議の上、サービスは利用していただ

いているというような状況になっております。 

  以上です。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 介護保険料の部分につきまし

て、私からお答えさせていただきます。 

  今現在、介護保険料は昨年まで９段階の保険

料区分となってございましたが、おととしまで

ですね、申し訳ございません。令和６年度より

13段階の保険料区分で所得に応じた形で保険料

を賦課させていただいておるという状況でござ

います。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 保険料が払えない、介

護保険を利用できないという方は、放置される

という現実ではないかと思うのですが、どうで
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しょうか、実態は。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 納めてい

らっしゃらない方は、介護サービスが使えなく

て放置されているのではないかというような御

質問ですが、そのような実態は把握してござい

ません。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 把握していないという

のは、多分利用できないだろうなと思って、利

用していないのかもしれない。だから、孤独に

なって、家庭が孤立化され、捨てられているか

もしれないとも思うのです。実際に、今まで私

も議員やっている中で、払えないので介護保険

は利用できないということで、介護されずに放

置された姿を見たことがありまして、本当に悲

惨でした。そういう意味では、保険料、利用料

の減免制度が必要ではないかと思うのですが、

どうでしょうか。 

田中 功委員長 暫時休憩します。 

 

     午後３時２９分 休憩 

     午後３時３０分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開いたします。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 介護保険料の減免という御質

問でございましたので、その部分について私か

らお答えさせていただきます。 

  先ほども申しましたが、令和６年度より13段

階の区分で所得に応じた形で介護保険料を賦課

させていただいてございます。また、条例、そ

の他法令に基づきまして適正に介護料の徴収は

行わせていただいておるものと認識してござい

ます。 

  以上です。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 サービス

を利用する際の利用料の減免ということですけ

れども、先ほど委員がおっしゃられたような放

置されてしまったというような方がいらっしゃ

らないように、民生委員と連携を深めながら、

制度にいろいろ対応しながら、こちらでもサー

ビスを利用していただけるように検討しておる

ところです。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 放置されて悲惨なこと

にならないように、人権を守るという立場で、

できることを最大限ぜひお願いしたいと思いま

す。 

  ２番目の質問ですが、成果表の175ページに

保険給付費というのがあります。前年度比でマ

イナスが大きいのがありまして、例えば訪問通

所サービス、マイナス884万円、地域密着型、

マイナス3,042万円、居宅サービス、マイナス

3,419万円となっておりました。この大きな減

額が起きている要因は、どういうことが考えら

れるのでしょうか。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 利用給付

費について減額になった要因という御質問をい

ただきました。 
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  通所介護と地域密着型サービスが減少した要

因ですが、利用者の減少により、通所介護サー

ビスを休止している事業所がございます。また、

地域密着型につきましては、経営悪化による廃

業がありましたことと、昨年の７月豪雨によっ

て、一時利用が困難となりましたときの影響が

あったということで捉えております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今のお話を伺って、介

護事業者の事業所が閉鎖とか、豪雨で事業所が

利用できなくなったみたいな話などで、大変深

刻な状況になっているなと感じました。これは、

介護保険そのものの脆弱さというか、事業所に

とっても運営がとても厳しい、ぎりぎりという

状況でやっていらっしゃって、余裕がないこと

が反映されているような気がします。それらは、

やはり介護報酬との関係もあるように思うので

すが、どうでしょうか。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

の質問ですが、廃業した事業所については、

様々な理由からということをお聞きしておりま

す。そのほか、事業所の運営が大変苦しいので

はないかということの御質問ですけれども、介

護報酬が引き下げられたということもありまし

て、やはり事業所では大変苦慮しているという

声は聞かれます。 

  それで、ケアマネジャーと事業所と調整しな

がら、使っている方には御不便にならないよう

に、切れ目なくサービスを提供していただける

ように連携を取っているところです。 

  また、物価高騰の支援金ということで、市で

も支援しているところでございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 市から物価高騰に対す

る支援もしているということで、大変これはあ

りがたいことだと感じております。 

  次に、成果表の176ページに、総合事業給付

費というのがありまして、これも前年比525万

円減りました。その要因は、報酬単価が低いの

ではないかと考えておりますが、どうですか。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

の質問ですが、総合事業給付費の減少というこ

とですけれども、こちらのサービスを利用して、

さらにステップアップというか、サロン等の利

用につながっているというような状況です。な

ので、ちょっとあれですけれども、介護予防が

促されているということで認識しております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 私の認識としては、要

介護以上の方は介護保険から全額出るのですけ

れども、総合事業になると、市の負担、持ち出

しという形になることもあり、８割ぐらいの働

く人への報酬になっていると聞いているのです

が、そういうことは関係ないでしょうか。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 そのよう

な認識は持ってございません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 
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１ 番（佐藤悦子委員） 次の質問ですが、決算

書の183ページの２款７項１目で、特定入所者

介護サービス費が1,297万6,000円増額になりま

した。これについてですが、特別養護老人ホー

ム入居者数、また待機者数はどうなっているで

しょうか。 

田中 功委員長 佐藤委員、決算書のページが違

うようですけれども。 

１ 番（佐藤悦子委員） そうですか、すみませ

ん。 

  委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 不手際がありました。

大変失礼しました。では、これはちょっと割愛

します。 

  成果表の173ページの要介護認定調査費1,767

万2,000円というのがありますが、要介護認定

者数はと見ますと1,685人のようです。その中

で、障害者控除認定証該当者数はどのぐらいだ

ったでしょうか。そして、認定証の実際の発行

数はどのぐらいだったでしょうか。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

質問いただきました障害者控除の認定発行数と

いうことですけれども、66件となっております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 要介護認定者数は

1,685名となっておりますが、認定証の発行数

は66件となっております。実は、これは少な過

ぎるのではないかと私は思います。といいます

のは、ほかの自治体では、この要介護認定者に

対して、ほぼ自動的に障害者控除認定書該当者

として、認定書を市から、自治体から発送して

おります。そうすると、税申告などに介護関係、

家族関係、あるいは本人が申告に使いまして、

そして税を抑制というか、抑えることができま

して、生活や介護にもまたお金が回りやすくな

るということになっているようなのです。そう

いう意味では、新庄市の場合、あまりにも障害

者控除該当者の認定書が足りないのではないか

と思うのですが、どう認識しておられますか。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

質問いただきました、発行数が少ないのではな

いかということでしたけれども、佐藤委員には

前にも御提案いただきましたが、現在市として

は、対象者に漏れなく郵送するというようなこ

とは考えておりません。今後も必要な方、該当

する方に届くように周知を行ってまいりたいと

考えております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 周知が足りないことが、

なかなか発行数が広がらないことにつながって

いると思います。そういう意味では、関係者、

ケアマネジャー、あるいは認定者になった方に

は、障害者控除該当認定書発行もできるという

ようなお知らせというか、直接関係者にお知ら

せすることも必要ではないかと思います。それ

を見て、自分も発行してもらうかなと動く割合

が上がっていくというか、考えられるので、そ

の点はどうでしょうか。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 今委員が

おっしゃられたように、ケアマネジャーへの周
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知と申請に来られた方へのお声がけはさせてい

ただいておりますので、今後も継続して行って

まいりたいと思います。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 次に、最後になります

が、審査意見書51ページ、ここに介護保険の４

番に国庫支出金が出ております。前年比で、マ

イナス2,298万5,428円となっております。これ

は、介護報酬の引下げによる減額なのでしょう

か。 

田中 功委員長 成果表の51ページですね。 

１ 番（佐藤悦子委員） 間違った、そうか、す

みません、失礼しました。 

田中 功委員長 違いますか。よろしいようです。 

１ 番（佐藤悦子委員） これは審査意見書で間

違いないようです。51ページ、52ページ。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

いただきました質問の件ですけれども、介護報

酬が下がったのは全部ではないということもあ

りますし、現実的にサービスの給付費が減った

ということになるかと思います。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 国庫支出金が減るとい

うのは、やはり収入減につながることでありま

すので、国による介護報酬の引下げ、そういう

ことをやられますと、利用者の負担、保険料が

上がったりなどすることになりますので、そう

ならないように、国の公費支出引上げへ転換す

るよう求めることが必要だと思いますし、さら

に市独自で訪問介護への補塡を行い、事業所と

労働者の待遇を守る立場に立つべきだと考える

のですが、どうでしょうか。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

の委員の質問にお答えするのですけれども、国

への要望ということと、市の単独での補塡とい

うことですけれども、国への要望は市長会でも

報酬の引上げと物価高騰による補塡も要望して

いますので、そちらでの対応となります。市独

自での補塡は今現在のところ考えておりません。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 特に訪問介護の事業所

の話なのですけれども、訪問介護の報酬が減っ

たことから、訪問介護事業所の運営がとても厳

しくなっておりまして、特に周りの新庄市内の

ほかの町村にまで訪問介護に行かねばならない

ような状況です。そうしますと、交通費は出な

いのです、介護報酬から。その部分など、独自

の事業所から出さねばならない、あるいはヘル

パーの本人負担になるか。そうなったら、ヘル

パーを誰もやる人いなくなるし、本当に事業所

としては四苦八苦していると伺いました。 

  そういう意味では、せめて交通費に値する分

を補塡してあげたり、さらに国がまず介護保険

の報酬引下げ、訪問介護に対してやった部分は

やめろと市長会で言っていただくのだと思いま

すが、国はなかなか動いてくれない。その間は

市で補塡するとか、そういう自治体が出てきて

おります。そうやって、介護事業所と労働者を

守ることが、高齢者の生活を守ることにつなが

るということを要望して、終わります。 

田中 功委員長 ほかにありませんか。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 
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田中 功委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 介護予防の観点から３

点お聞きいたします。 

  236ページ、介護予防・日常生活支援総合事

業費負担金、４款１項１目です。 

  次が、同じく236ページ、４款２項１目の市

地域活動組織育成支援事業委託料です。 

  そして、３点目なのですけれども、240ペー

ジの４款３項８目の認知症総合支援事業費の３

点についてお聞きいたします。 

  先ほど、佐藤悦子委員からも、この総合事業

についての質問もあったと思うのですけれども、

やっぱり地域で活動が継続できるように、総合

事業の利用というのがあります。身体回復、機

能回復のために、一定の期間の利用ということ

で目標を定めて取り組むのですけれども、昨年

度よりもだんだん利用者が少なくなってきて、

先ほどのお話によると、またそういった方々も

サロンに行くようになっているという話も聞い

て、本当によかったなと思っております。 

  利用者が減ってくることはとてもいいことな

のですけれども、目標の期間の間に、トレーニ

ングを通して身体能力が改善していくというこ

となのですけれども、次のステージに向かえる

ように、うまく支援の移行というか、サロンと

かもそうなのですけれども、つながるようにや

っていて、人数が減ったのではないかと思うの

ですけれども、そのあたりどのようにやってい

るのか教えてください。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

の山科委員の質問にお答えします。 

  初めに、介護予防・日常生活支援総合事業、

事業委託料ですけれども、こちらは総合事業が

要支援の方とチェックリストで事業に該当する

方へのケアマネジメントということで、委託先

は包括支援センターになっております。 

  もう一つ、市地域活動組織育成支援事業委託

料、こちらは委員のおっしゃるようにサロン事

業の委託料になっております。こちらも併せて

新庄市の包括支援センターで行っていただいて

おります。サロンにつながる前に、通所訪問の

総合事業を利用していただいている方が、今年

度少し減ったということで、介護予防につなが

っていると認識はしております。その中で、ケ

アマネジメントも充実されているということで

認識しております。 

  以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

田中 功委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 本当にサロンも増えて

きましたし、うまい形で移行されているのでは

ないかと思います。 

  地域包括ケアセンターの活動とか、また介護

予防のケアマネジメントの事業でも、しっかり

やってくださっているのだなと思います。 

  結局、介護認定まで行かない方に対しての、

そういった取組がすごく大事なのではないかと

思います。介護認定まで行かずに、サロンに行

けるようにすることがすごく大事だと思います

ので、ぜひこの総合事業もだんだん少なくなっ

てきているというのはすごくいいことですので、

このあたり、一般質問でも言ったことと同じな

のですけれども、よろしくお願いします。 

  あと、サロンなのですけれども、こちらもま

た増えてきている気がします。地区が４地区増

えて、あとまた実施回数も275回増加した。延

べ参加者数も、令和５年度から比べると2,814

人増加したということで、何か工夫したことと

か、そういったのはあるのでしょうか。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所
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長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

の、サロンの利用が伸びているということで、

どんなことが要因となっているかという件です

けれども、委託先の包括支援センターで生活支

援コーディネーターを中心に、事業の紹介なり

を進めていただいております。また、介護予防

の啓発活動で逐一紹介しております。また、立

ち上げる際にもいろいろ支援も行っております

ので、使いやすいような工夫になっているかと

思います。 

  以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

田中 功委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 最近、泉田地区でもサ

ロンが立ち上がったということで地域の話題に

なっておりまして、サロンがすごく楽しいと、

行って運動するとすごく楽しいということで、

世間話で盛り上がっておりました。ですので、

やっぱり生活支援コーディネーターの方とかの

力もすごくあるのではないかと思いますので、

行きたくても足がないという方が多いですので、

地域の公民館でもそういったサロンの活動がで

きますように、それが本当に介護予防につなが

ると思いますので、今後ともよろしくお願いい

たします。 

  最後の、認知症初期集中支援チーム委託料の

ところをお聞きしたかったのですけれども、こ

ちらは認知症の人やその家族を初期の段階から

支援して、早期診断、早期対応につなげるため

に、ＰＦＣ ＨＯＳＰＩＴＡＬの専門職から成

る支援チームの設置、またチームによる訪問支

援等の業務委託を行って、認知症になってもで

きる限り住み慣れた環境で暮らし続けるように

最適な支援につなげるということで、すごく力

強いサービスだなと思うのですけれども、ここ

３年間見てみますと、１件このサービスを使っ

ているということですけれども、こういった支

援を受けるためには、特別な何かがあるのでし

ょうか。その条件というか、お聞かせください。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

質問いただきました認知症初期集中支援チーム

の内容ですけれども、特に条件はございません。

なかなか病院に行きたがらないとか、自分で認

知症かも、家族も心配している、地域も心配し

ているという方の相談から本人へつながるとい

うケースがなかなか難しいということで、件数

がこのような形になっております。ただ、相談

はしていただければ、どんな場合でも対応する

ということでチームを編成しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

田中 功委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 認知症ということで、

家族の方が、本人はそんなに思っていないので

すけれども、家族がちょっと相談したいなとい

う方も出てくると思うので、こういう制度とか

はすごくいいなと思うのですが、知らない方も

とても多いと思いますので、ぜひ周知などもし

ていただきたいと思います。 

  介護予防に本当に力を入れていただいて、高

齢者の方々が本当に元気で過ごせるように、こ

れからもよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

田中 功委員長 ほかに質疑ありませんか。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 決算書238ページ、４

款３項６目在宅医療・介護連携推進事業費につ

いてお尋ねします。こちらの事業の委託先、事

業内容、成果についてお願いします。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、
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大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

質問いただきました件についてお答えいたしま

す。 

  こちらの事業の委託先は、最上地域保健医療

対策協議会になります。事業の目的として、医

療と介護を必要とする方に対して、在宅医療と

介護サービスを一体的に提供するために連携す

る拠点を運営するというものになります。 

  事業内容としては、地域住民への相談支援、

医療介護の事業所の把握、地域住民への普及啓

発になります。 

  成果としては、県立病院に＠ほーむもがみと

いう拠点ができたことで、最上郡が一体となっ

て連携して事業に取り組んでいるということで

す。また、県立病院内にあるということで、最

上郡内全体で気軽に相談できる窓口が身近にな

ったという点かと思っております。また、一般

質問でもお答えしましたが、お役立ちノートの

取組も、＠ほーむもがみが主体となって進めて

いるものであります。 

  今後も、課題も把握しながら推進してまいり

ます。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 令和５年10月にオープ

ンしてから、丸２年たつわけですけれども、当

初の目的どおり進んでいるという理解でよろし

いでしょうか。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

大野智子。 

田中 功委員長 大野成人福祉課長兼福祉事務所

長。 

大野智子成人福祉課長兼福祉事務所長 丸２年た

ったわけですけれども、いろんな研修も重ねて

連携も強化されていると認識しております。 

  以上です。 

田中 功委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結し、これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第48号は、原案のとおり認定することに

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第48号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

  これより10分間の休憩を行います。 

 

     午後４時０１分 休憩 

     午後４時１１分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

議案第４９号令和６年度新庄市後

期高齢者医療事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

田中 功委員長 次に、議案第49号令和６年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてを議題といたします。 

  本件について、質疑ありませんか。 



 - 319 - 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 成果表の177ページに

保険料が書いてあります。保険料が14.8％増加

ということでした。保険料が上がりました。２

年ごとの引上げというのは、不当ではないかと

感じるのですが、どうでしょうか。そういう意

見はないでしょうか。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 令和６年度、令和７年度の保

険料率の引上げに係る御質問でございます。 

  その下の収納状況を見ていただきますと、

99.998％、四捨五入して100％の方が御協力に

より納めていただいております。 

  保険料率の算定に当たりましては、少子高齢

化が進む中、持続可能な社会保障制度を構築す

るために、国において２年に１回改定を行うも

のとしております。後期高齢者広域連合におき

ましても、今後医療費の増加を反映しながら、

現役世代、高齢者世帯、それぞれの人口動態に

対応した算定を行っていると説明を受けており

ます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ということで、今後の

医療費の増額などに対応して、このように後期

高齢者に対して痛みをというか、後期高齢者は

医者にかかりやすい、病気になりがちな人が多

いわけなのですが、そういうところにそのまま

保険料を上げていくというのは、高齢者に対し

て厳しい差別的な制度ではないかと改めて感じ

ております。本当は、長生きしておめでとうと、

敬老ということで、これからは医療費はゼロな

んて、いっときあったのですけれども、そうい

う社会に本当はできるし、やらねばならないの

ではないかなと。そういう方向こそ、日本の進

む道ではないかなと私は思っております。 

  次に、決算の247ページの１款１項２目で、

滞納繰越分が57万円あります。未納者の人数は

どうなっているでしょうか。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 令和６年度の未納者の人数と

いう御質問でございましたので、令和７年の５

月末時点で約30名ほどの滞納者となっておりま

す。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 30名で57万円というこ

とは、１人当たり２万円にもならないほどの保

険料なのです。つまり年金が少ない。あまり少

ない方については、年金から天引きできない制

度にもなっているということで、こうした年金

の少ない方の苦しみというか、それは本当に大

変なものがあると思います。そういう意味では、

生活保護の利用を勧めていいと思うのですが、

こうした方々に生活保護を利用していただけれ

ば、滞納ということにならずに医療を受けられ

ると思うのですが、その点はどうなのでしょう

か。 

小関紀夫税務課長 委員長、小関紀夫。 

田中 功委員長 小関税務課長。 

小関紀夫税務課長 未納となっておられる被保険

者の方々につきましては、こちらでも納税時に

懇切丁寧な説明を行うとともに、生活状況に応

じた納付相談を行っておるところでございます。 

  なお、その上でつなぐべき部署につなげなけ

ればならないときは、そちらに御案内したいと

思っております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） こういう未納の方にと
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って、市役所の敷居は非常に高くて、行きたく

ないな、でもどうしたらいいかなということで

悩んでおられるのだろうと思います。そういう

方々に、こうすれば心配ないよという方法を示

していただける市役所職員に会うと、役所に来

てよかったな、役立つなと喜ぶと思うので、ぜ

ひその人たちの生活が改善できるような相談体

制で頑張っていただきたいと思います。納得が

いくようにしていただきたいと思います。 

  次に、成果表の179ページに、資格確認証の

発行ということで171件されているようです。 

  今後、後期高齢者の皆さんは、ほとんどが医

療に関わっている方が多いですので、そして目

が見えなかったりとか、手続的になかなか難し

いものですから、全員に資格確認書を今後も発

行すべきでないかと思うのです。マイナ保険証

では、ちょっと使いづらいのではないかと思い

ますので、全員に漏れなく資格確認書を今後発

行したほうがいいのではないかと思うのですが、

どうお考えでしょうか。 

佐藤朋子健康課長 委員長、佐藤朋子。 

田中 功委員長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 資格確認書の交付につきまし

ては、後期高齢者広域連合によりまして、令和

７年、このたび８月１日の一斉更新時には、マ

イナ保険証の所有の有無にかかわらず、全員の

方に資格確認書をお送りしております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 大変ありがたいことだ

と思います。これは、黙っていたのではなくて、

国民の皆さんからの声があって、初めてこうい

う動きになったのだろうなと思います。これを

今回で終わらないように、毎年すべきではない

かという声を上げていただきたいと思います。 

  次に、医療費の削減案として今考えられてい

ることが、皆さんも御存じと思いますが、限度

額の引上げ、それから保険外し、保険外しとい

うのは、薬屋で同じ薬効の薬があるということ

であれば、医療保険ではその薬を出さないとい

う案も考えられているようです。このままいき

ますと、70倍の負担を出さないと、薬が使えな

いみたいなことになるとも言われています。人

によってですけれども。あと、入院ベッドが11

万床削減とも言われております。 

田中 功委員長 佐藤委員、すみません、どのペ

ージの御質問でしょうか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今の後期高齢者医療保

険の在り方について、今の国の在り方が、削減

案が出されているのがどういう影響があるか、

後期高齢者医療保険について、お聞きしたいの

です。 

田中 功委員長 本委員会は令和６年度の決算に

関する審議でございますので、国の考え方とか

は、多分沿わないと思いますので、質問を変え

てお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ということで、残念な

がら御意見を聞くことはできないようです。私

としては、こういった低所得者、先ほど言った

ように終末期医療、続きですけれども、終末期

医療の全額自己負担なども検討されております。

これは、高齢者には早く死ねと言われるような、

お金がない者は医療を受けるなと言われるよう

なことになるということで、大変問題だと思い

ます。こういう医療費の削減はやはり問題だと

声を上げて、削減はさせないと、そして十分な

命を守る、医療を守るという声を皆さんで上げ

ていくべきでないかと思います。 

  これで終わります。 

田中 功委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
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  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第49号は、原案のとおり認定することに

異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 御異議がありますので、表決シ

ステムにより採決を行います。 

  議案第49号について、原案のとおり認定する

ことに賛成の委員は賛成のボタンを、反対の委

員は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

田中 功委員長 投票の結果は、賛成15票、反対

１票、棄権ゼロ票。賛成多数であります。よっ

て、議案第49号は原案のとおり認定すべきもの

と決しました。 

 

 

議案第５０号令和６年度新庄市水

道事業会計利益の処分及び決算の

認定について 

 

 

田中 功委員長 次に、議案第50号令和６年度新

庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついてを議題といたします。 

  本件について、質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算10ページの２、現

金預金があります９億6,839万円です。前年比

でマイナス2,792万円となりましたが、この減

の理由などはどうでしょうか。 

阿部和也上下水道課長 委員長、阿部和也。 

田中 功委員長 阿部上下水道課長。 

阿部和也上下水道課長 ただいまの佐藤委員の御

質問にお答えします。 

  24ページのキャッシュ・フロー計算書を御覧

いただきたいのでありますけれども、こちらに、

一番下段になりますけれども、こちらにも９億

6,839万9,395円ということで、現金預金の金額

が提示されております。こちらのキャッシュ・

フローの状況を見ていただきますと、業務活動、

あとは投資活動、財務活動という形でありまし

て、この業務活動の中の減価償却、あと固定資

産の除却といったこの部分が一番大きく影響し

ているという内容となっております。 

  以上であります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 現金預金として９億円

余り、10億円近くあるということで、これは職

員の皆さんの頑張り、そして利用者の皆さんが

それに応じて払っていただいた、その結果だと

思います。そういう意味では、皆さんの、市民

のものでもありますので、物価対策として、今

度11月、12月の基本料金を全額カットするとい

う引下げを行う点は高く評価しますが、さらに

市民のものとして、基本料金、その後少しでも

引下げして、市民に還元することができる金額

だなと思います。１月丸々基本料金払えという

ことではなくて、引下げぐらいで市民に還元し

てほっとさせていくというか、物価対策として

喜ばれる内容だと思うのですが、そうできない

でしょうか。 

阿部和也上下水道課長 委員長、阿部和也。 

田中 功委員長 阿部上下水道課長。 

阿部和也上下水道課長 ただいまの質問にお答え

いたします。 
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  水道料金につきましては、人口減少等の影響

等により、営業収益、特に給水収益になります

けれども、こちらが年々減少しているという状

況がまず第１点としてあります。 

  また、現金預金の内訳としましては、建設改

良の積立金、あと減債積立金、あとは損益勘定

留保資金等で構成されておりますけれども、こ

ちらの使途としましては、今後の水道施設の更

新等の建設改良に充てるための資金と考えてお

りますので、なかなか料金にはちょっと回せな

いという現状であることを御理解願いたいと思

います。 

  以上です。 

田中 功委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第50号は、原案のとおり可決及び認定す

ることに異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 異議なしと認めます。よって、

議案第50号は原案のとおり可決及び認定すべき

ものと決しました。 

 

 

議案第５１号令和６年度新庄市下

水道事業会計決算の認定について 

 

 

田中 功委員長 次に、議案第51号令和６年度新

庄市下水道事業会計決算の認定についてを議題

といたします。 

  本件について、質疑ありませんか。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 資料は、新庄市上下水

道事業会計決算審査意見書をお願いいたします。

ページは29ページ、30ページの２ページとなり

ます。質問内容は、財務分析とむすびの関係に

ついてお伺いしたいと思います。 

  最初に、29ページの７番、財務分析の中でい

ろいろな分析がされていますけれども、事業経

営の安定化が図られていないと。長期的な資本

の枠内での投資を行うことができない状況とい

った記載があります。例えば長期的な資本の枠

内での投資というのは、どういった事業になり

ますでしょうか。 

田中 功委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後４時３０分 休憩 

     午後４時３１分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開いたします。 

井上利夫監査委員事務局長 委員長、井上利夫。 

田中 功委員長 井上監査委員事務局長。 

井上利夫監査委員事務局長 29ページの７番、財

務分析についての御質問でありますが、「長期

的な資本の枠内で投資を行うことができない状

況にある」という記載でございますが、長期資

本の比率は100％上回っているが、望ましいと

されるのは100％以下であるために、このよう

な表現になっているものと記載してございます。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 30ページに参りまして
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１行目です。 

  下水道事業会計は、令和２年度より公営企業

会計となり、今回が５回目の決算審査となると

あります。公営企業会計になって、メリット、

デメリット、主にどういったものがあるのかと

いうことと、あと下から４段目の、現状の経営

は一般会計からの繰入れに大きく依存している

ということで、一般会計からの繰入れに大きく

依存しながらも、今後もやっていける状況にあ

ると理解してよろしいでしょうか。 

阿部和也上下水道課長 委員長、阿部和也。 

田中 功委員長 阿部上下水道課長。 

阿部和也上下水道課長 それでは、亀井委員の御

質問にお答えいたします。 

  まず初めに、公営企業会計に移行したという

ことについての御質問でありますけれども、こ

ちらにつきましては、公営企業会計の適用によ

りまして、貸借対照表や損益計算書などの財務

諸表の作成等を通じまして、自らの経営、あと

資産等の把握ができるようになったということ

に対して、今後の経営を進めていくにおいては

十分見える化ができるようになったということ

がメリットと考えております。 

  また、意見書の中での財務分析等の考えの中

からも、赤字体質というような表現になるかと

思いますけれども、国の要請に基づきまして、

令和２年度より公営企業会計に移行したところ

でありますけれども、開始貸借対照表におきま

して、負債が資産よりも６億円も多い状態での

累積欠損金からスタートとなったということが

一番大きな要因となっております。 

  一般会計からの繰入金に頼らざるを得ない経

営状況ではありますけれども、経営の効率化及

び費用の抑制などを行うことで、利益を上げて

まいりまして、欠損金を解消していきたいと考

えているところであります。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人委員） 委員長、亀井博人。 

田中 功委員長 亀井博人委員。 

２ 番（亀井博人委員） 分かりました。よろし

くお願いいたします。終わります。 

田中 功委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算の56ページの２の、

これも現金預金というのがありまして、１億

7,792万円になりました。前年より1,725万円減

っております。この理由とかありましたら、お

願いします。 

阿部和也上下水道課長 委員長、阿部和也。 

田中 功委員長 阿部上下水道課長。 

阿部和也上下水道課長 ただいまの御質問にお答

えいたします。 

  こちらにつきましても先ほどの水道事業会計

と同じになりますけれども、73ページを御覧い

ただきますと、下水道事業のキャッシュ・フロ

ー計算書というものがございます。これの一番

下段の資金期末残高が、下水道事業の現金預金

と同じ数字となっているかと思います。 

  こちらにつきましても、先ほどの水道事業と

同様に、減価償却費等の影響が一番大きいと考

えております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

田中 功委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 国におきましては、上

水道も下水道も民営化みたいなほうに引っ張る

動きがありますが、民営化は公的なお金を企業

の利益に搾取するものになると、民営化は搾取

だと私は思っています。そうではなくて、全面

的に市民のために働き、働く人自身の身分も間

違いなく保障し、安定して働く、そしてこの地

に生きていく、そういう人たちに支えられた、

市民のための上下水道であってほしいと思って

おります。 

  そういう意味では、安易に民営化には行かず
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に、正職員を増やし、技術を継承し、安全な上

下水道運営できるように頑張っていただきたい

と思いますが、どうですか。 

田中 功委員長 暫時休憩します。 

 

     午後４時３７分 休憩 

     午後４時３８分 開議 

 

田中 功委員長 休憩を解いて再開いたします。 

阿部和也上下水道課長 委員長、阿部和也。 

田中 功委員長 阿部上下水道課長。 

阿部和也上下水道課長 ただいま民営化のお話が

ありましたけれども、今現在は特段新庄市では

そういった具体的な計画は持っていない状況で

はありますけれども、確かに国ではウォーター

ＰＰＰとか、そういった形で民間の活力を使う

ようにという指導も、今実際されているところ

でありますけれども、そういった周りの状況も

考慮しながら、今後検討していくべき内容であ

るのかなとは考えております。 

  以上です。 

田中 功委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第51号は、原案のとおり認定することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

田中 功委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第51号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

閉      議 

 

 

田中 功委員長 以上をもちまして、本決算特別

委員会に付託された全ての案件についての審査

を終了いたします。 

  ここで、決算特別委員長としての御挨拶を申

し上げます。 

  令和６年度決算の認定など６件の審査につき

ましては、不慣れな議事進行にもかかわらず、

各委員の活発な質疑の下に審査を終了すること

ができました。委員の皆様、執行部の皆様、御

協力に感謝申し上げます。 

  執行部におかれましては、本委員会において

出された意見等について十分精査され、今後の

市政運営、行財政運営、事務事業の執行に最大

限生かされるよう要望いたします。 

  それでは、これをもちまして決算特別委員会

を閉会いたします。 

  ありがとうございました。御苦労さまです。 

 

     午後４時４１分 閉議 

 

 

    決算特別委員会委員長 田 中   功 

 


